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［注意事項］ 

○介護予防サービスについては、居宅介護サービスと同趣旨の場合、記載を省略し

た事項があります。 

○掲載した「Ｑ＆Ａ」は一部ですので、この手引きに記載されていないものは、厚

生労働省のホームページ（介護サービス関係Ｑ＆Ａ）でご確認ください。 

○介護保険は、制度に関する通知等が多く出ますので、県ホームページ等で最新情

報を確認してください。 
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 (介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売 

Ａ 指定基準編 
基準条例の性格 _______________________________________________________________   2 

１．基本方針 ___________________________________________________________________   3 

２．人員基準 ___________________________________________________________________   6 

３．設備基準 ___________________________________________________________________  16 

４．運営基準 ___________________________________________________________________  18 

[１]内容及び手続の説明及び同意 _________________________________________________  19 

[２]提供拒否の禁止 _____________________________________________________________  21 

[３]サービス提供困難時の対応 ___________________________________________________  21 

[４]受給資格等の確認 ___________________________________________________________  22 

[５]要介護認定等の申請に係る援助 _______________________________________________  22 

[６]心身の状況等の把握 _________________________________________________________  23 

[７]居宅介護支援事業者等との連携 _______________________________________________  23 

[８]法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 _______________________________  24 

[９]居宅サービス計画等に沿ったサービスの提供 ___________________________________  25 

[10]居宅サービス計画等の変更の援助 _____________________________________________  25 

[11]身分を証する書類の携行 _____________________________________________________  26 

[12]サービスの提供の記録 _______________________________________________________  27 

[13]利用料等の受領〔福祉用具貸与〕 _____________________________________________  28 

[14]保険給付の請求のための証明書の交付〔福祉用具貸与〕 _________________________  31 

[15]販売費用の額等の受領〔福祉用具販売〕 _______________________________________  32 

[16]保険給付の申請に必要となる書類等の交付〔福祉用具販売〕 _____________________  34 

[17]指定福祉用具貸与等の基本取扱方針 ___________________________________________  35 

[18]指定福祉用具貸与等の具体的取扱方針 _________________________________________  36 

[19]福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画の作成 _______________________________  40 

[20]介護予防福祉用具貸与計画・特定介護予防福祉用具販売計画の作成 _______________  44 

[21]利用者に関する市町村への通知 _______________________________________________  51 

[22]管理者の責務 _______________________________________________________________  51 

[23]運営規程 ___________________________________________________________________  52 

[24]勤務体制の確保等 ___________________________________________________________  56 

[25]業務継続計画の策定等 _______________________________________________________  59 

[26]適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上 _________  62 

[27]福祉用具の取扱種目 _________________________________________________________  62 

[28]衛生管理等 _________________________________________________________________  63 

[29]掲示及び目録の備え付け _____________________________________________________  68 

[30]秘密保持等 _________________________________________________________________  69 

[31]広告 _______________________________________________________________________  70 

[32]居宅介護支援事業者等に対する利益供与の禁止 _________________________________  70 

[33]苦情処理 ___________________________________________________________________  71 

[34]地域との連携等 _____________________________________________________________  73 

[35]事故発生時の対応 ___________________________________________________________  74 

[36]虐待の防止 _________________________________________________________________  75 

[37]会計の区分 _________________________________________________________________  78 

[38]記録の整備 _________________________________________________________________  79 

[39]電磁的記録 _________________________________________________________________  80 
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基準条例の性格 

１ 基準条例は、指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの事業がその目的

を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅サービ

ス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努

めなければならないこと。 

２ 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの事業を行う者又は行おうと

する者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居宅サービス及び指定

介護予防サービスの指定又は更新は受けられず、また、運営開始後、基準に違

反することが明らかになった場合には、 

①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、 

②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、

当該勧告に対する対応等を公表し、 

③正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期

限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令する 

ことができるものであること。 

また、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなけ

ればならない。 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消し

を行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止するこ

と（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関

する介護報酬の請求を停止させること）ができる。 

ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったも

のとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停

止することができるものであること。 

  ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反

したとき 

   ア 指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの提供に際して利用者

が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき 

   イ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事

業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産

上の利益を供与したとき 

  ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき 

  ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

３ 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取

り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者から当該事業所について

指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準及び介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに

特段の注意が必要であり、その改善状況等が十分に確認されない限り指定を行

わないものとすること。 

４ 特に、居宅サービス及び介護予防サービスの事業の多くの分野においては、

基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認めていること等にかん

がみ、基準違反に対しては、厳正に対応することとする。 
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１．基本方針 

◎指定福祉用具貸与（指定特定福祉用具販売）の事業は、要介護状態となった場合においても、

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な

福祉用具（特定福祉用具）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与（特定福

祉用具を販売）することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資する

とともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

 

◎指定介護予防福祉用具貸与（指定特定介護予防福祉用具販売）の事業は、その利用者が可能

な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具（特定介護予防福祉用具）の選定

の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与（特定介護予防福祉用具を販売）すること

により、利用者の生活機能の維持又は改善を図る（利用者の心身機能の維持回復を図り、も

って利用者の生活機能の維持又は向上を目指す）ものでなければならない。 

 

 

※上記（ ）内は、福祉用具販売について 
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基準条例 解釈通知 

第12章 福祉用具貸与 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第249条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与（以下「指定福祉用具貸与」とい

う。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りそ

の居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用

具（法第８条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この

章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与するこ

とにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利

用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

第12章 介護予防福祉用具貸与 

 第１節 基本方針 

第238条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与（以下「指定介護予

防福祉用具貸与」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、

自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置

かれている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第８条の２第12項の規定により厚

生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、

取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維持

又は改善を図るものでなければならない。 

 

第13章 特定福祉用具販売 

 第１節 基本方針 

（基本方針） 

第266条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売（以下「指定特定福祉用具販

売」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能

な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切

な特定福祉用具（法第８条第13項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用

具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、特

定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓

練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければな

らない。 

 

第13章 特定介護予防福祉用具販売 

 第１節 基本方針 

第255条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売（以下「指定特

定介護予防福祉用具販売」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅

において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望

及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具（法第８条の

２第13項の規定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。以下

この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉

用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の

生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

 

 
居宅基準条例 島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成24年島根県条例第64号）〔最終改正 令和６年島根県条例第17号〕 

予防基準条例 島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成24年島根県条例第65号）〔最終改正 令和６年島根県条例第17号〕 

解釈通知   指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準等を定める条例

について（平成24年12月21日高第987号）〔最終改正 令和 年 月 日高第 号〕 
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福祉用具貸与・特定福祉用具販売の定義 

【介護保険法（抄）】 

第８条 

12 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具（心身の機

能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るため

の用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立

を助けるためのものをいう。次項並びに次条第12項及び第13項において同じ。）のうち厚

生労働大臣が定めるもの［→Ｈ11告示93号(貸与告示)］の政令で定めるところ［→①］

により行われる貸与をいう。  

13 この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち

入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの［→Ｈ11告示94号

(購入告示)］（以下「特定福祉用具」という。）の政令で定めるところ［→①］により行

われる販売をいう。 

 

第８条の２ 

10 この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具の

うちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの［→Ｈ11告示93号(貸

与告示)］の政令で定めるところ［→①］により行われる貸与をいう。  

11 この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用

具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他

の厚生労働大臣が定めるもの［→Ｈ11告示94号(購入告示)］（以下「特定介護予防福祉用

具」という。）の政令で定めるところ［→①］により行われる販売をいう。 

居宅要介護者・居宅要支援者＝要介護者・要支援者であって、居宅（養護老人ホーム、軽

費老人ホーム、有料老人ホームにおける居室を含む。）において介護を受

けるもの（法第８条第２項・法第８条の２第２項、規則第４条） 

介護保険法施行令 

４ （福祉用具の貸与の方法等）  

第４条 法第８条第12項若しくは第13項又は法第８条の２第10項若しくは第11項に規定

する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者（法第８条第２

項に規定する居宅要介護者をいう。）又は居宅要支援者（法第８条の２第２項に規定する

居宅要支援者をいう。）が福祉用具（法第８条第12項に規定する福祉用具をいう。以下こ

の項において同じ。）を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者（以下この

項及び第４項において「福祉用具専門相談員」という。）から、福祉用具に関する専門的

知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。  

 一～九 略（後述） 
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２．人員基準 

必要な職種 資格要件 配置要件 

管 理 者 

 

（資格要件なし） ・常勤であること（同一敷地内の場合

は、管理業務に支障のない範囲で

他事業所等と兼務可） 

福 祉 用 具 

専 門 相 談 員 

・保健師 

・看護師 

・准看護師 

・理学療法士 

・作業療法士 

・社会福祉士 

・介護福祉士 

・義肢装具士 

・福祉用具専門相談員指定講習修了者 

・事業所ごとに、常勤換算方法で２以

上確保すること（当該事業所の管

理者とは兼務可） 

  

 

 

人員基準関係の用語 

「常勤」 

 ・当該事業所における勤務時間が、就業規則等で定められている常勤の従事者が勤務す

べき時間数に達していることをいう。 

 ・同一の事業者によって併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路を隔てて隣

接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の事業所を含む。）の

職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えない場合

は、それぞれの勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、

常勤の要件を満たす。 

   ※常勤の従業者の勤務時間数（32時間未満の場合は32時間を基本） 

     就業規則がある場合→就業規則に定められている常勤の従業者の勤務時間数 

     就業規則がない場合→常勤の従業者の雇用契約書等に記載された勤務時間数 

   ※常勤・非常勤の区別は、勤務時間数によるものであって、正社員・パートかどう

かで区別するものではない。 

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律

第113号）第13条第１項）に規定する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年

法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第１項、同条第３項又は同法

第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置る所定労働時間の短縮等の措置若しく

は厚生労働省「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿っ

て事業者が自主的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のた

めの所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている者については、利用者

の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が

勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことが可能。 

・また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和

22年法律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康

管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」と

いう。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第23条第

２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２号に係る部分
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に限る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措

置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当

該人員基準において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の

員数に換算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

 

「専ら従事する（専従）」 

 ・原則として、当該従業者の当該事業所における勤務時間を通じて、当該サービス以外

の職務に従事しないことをいい、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。 

「常勤換算方法」 

 ・当該事業所の従業者の員数を、常勤の従業者の員数に換算する方法である。 

 
 常勤換算数 ＝ 

（小数点第２位以下を切捨て） 

当該事業所の従業者の１週間の勤務延時間数  

当該事業所において常勤の従業者が１週間に勤務すべき時間数  

 ・勤務延時間数には、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間のみ

を算入すること。 

   ・ただし、母性健康管理措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の

措置が講じられている場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常

勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 
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基準条例 解釈通知 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第250条 指定福祉用具貸与の事業を行う者（以

下「指定福祉用具貸与事業者」という。）が当

該事業を行う事業所（以下「指定福祉用具貸

与事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具

専門相談員（介護保険法施行令（平成10年政

令第412号）第４条第１項に規定する福祉用具

専門相談員をいう。以下同じ。）の員数は、常

勤換算方法で、２以上とする。 

２ 指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げ

る事業者の指定を併せて受ける場合であっ

て、当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与

の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合については、次の各号に掲

げる事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号

に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満

たすことをもって、前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

  ⑴ 指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定

介護予防サービス等基準第266条第１項に

規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者

をいう。以下同じ。） 指定介護予防サービ

ス等条例第239条第１項 

  ⑵ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者

（指定介護予防サービス等基準第282条第

１項に規定する指定特定介護予防福祉用具

販売事業者をいう。以下同じ。） 指定介護

予防サービス等条例第256条第１項 

  ⑶ 指定特定福祉用具販売事業者 第267条

第１項 

 

 

 

 

 

 

１ 人員に関する基準 

(１)福祉用具専門相談員に関する事項（居宅基準条例

第250条） 

①  福祉用具専門相談員の範囲については、介護保険

法施行令（平成10年政令第412号。以下「政令」とい

う。）第４条第１項において定めているところである

が、福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の

指定を受けようとする者は、当該福祉用具貸与に従

事させることとなる者が政令第４条第１項各号に規

定する者であるかを確認する必要がある。 

②  また、介護保険法施行令等の一部を改正する政令

（平成18年政令第154号）附則第18条第２項各号に規

定する「都道府県知事が福祉用具専門相談員指定講

習に相当する講習として都道府県知事が公示するも

のの課程」に該当するかどうかについて疑義がある

ときは、当該指定の申請をするに当たって、その旨

を県知事に申し出るものとする。 

③  指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具

専門相談員の員数については、常勤換算方法で２以

上とされているが、当該指定福祉用具貸与事業者が、

指定介護予防福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売

又は指定介護予防福祉用具販売に係る事業者の指定

を併せて受ける場合であって、これらの指定に係る

事業所と指定福祉用具貸与事業所が一体的に運営さ

れる場合については、常勤換算方法で２以上の福祉

用具専門相談員を配置することをもって、これらの

指定に係るすべての人員基準を満たしているものと

みなすことができる。したがって、例えば、同一の

事業所において、指定福祉用具貸与、指定介護予防

福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売及び指定介護

予防福祉用具販売の４つの指定を併せて受けている

場合であっても、これらの運営が一体的になされて

いるのであれば、福祉用具専門相談員は常勤換算方

法で２人でもって足りるものである。 

予防基準条例239条＝同旨 

【販売】居宅基準条例267条・予防基準条例256条＝同旨 
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介護保険法施行令第４条第１項 

（福祉用具の貸与の方法等） 

第４条 法第８条第12項若しくは第13項又は法第８条の２第10項若しくは第11項に規定する政令で

定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者（法第８条第２項に規定する居宅要介

護者をいう。）又は居宅要支援者（法第８条の２第２項に規定する居宅要支援者をいう。）が福祉用

具（法第８条第12項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。）を選定するに当たり、

次の各号のいずれかに該当する者（以下この項及び第４項において「福祉用具専門相談員」という。）

から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。  

一 保健師  

二 看護師  

三 准看護師  

四 理学療法士  

五 作業療法士  

六 社会福祉士  

七 介護福祉士  

八 義肢装具士  

九 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う

者として都道府県知事が指定するもの（以下この項及び第３項において「福祉用具専門相談員

指定講習事業者」という。）により行われる当該講習（以下この項及び次項において「福祉用具

専門相談員指定講習」という。）の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から

当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者  

 

基準条例 解釈通知 

（管理者） 

第251条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用

具貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常

勤の管理者を置かなければならない。ただし、

指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場

合は、当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務

に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従

事することができるものとする。 

(２)管理者（居宅基準条例第251条） 

  訪問介護の場合と同趣旨であるため、第３の

一[＝訪問介護]の１の(３)を参照されたい。 

┌ 第３の一の１の(３) ──────────┐ 

指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、

かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に

従事するものとする。ただし、以下の場合であ

って、当該事業所の管理業務に支障がないとき

は、他の職務を兼ねることができるものとする。

なお、管理者は、訪問介護員等である必要はな

いものである。 

① 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等と

しての職務に従事する場合 

同一の事業者によって設置された他の事

業所、施設等の管理者又は従業者としての職

務に従事する場合であって、当該他の事業

所、施設等の管理者又は従業者としての職務

に従事する時間帯も、当該指定訪問介護事業

所の利用者へのサービス提供の場面等で生

じる事象を適時かつ適切に把握でき、職員及

び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生

じないときに当該他の事業所、施設等の管理

者又は従業者としての職務に従事する場合

（この場合の他の事業所、施設等の事業の内

容は問わないが、例えば、管理すべき事業所

数が過剰であると個別に判断される場合や、

併設される入所施設において入所者に対し

サービス提供を行う看護・介護職員と兼務す

る場合（施設における勤務時間が極めて限ら
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れている場合を除く。）、事故発生時等の緊急

時において管理者自身が速やかに当該指定

訪問介護事業所又は利用者へのサービス提

供の現場に駆け付けることができない体制

となっている場合などは、管理業務に支障が

あると考えられる。） 

└────────────────────┘ 

予防基準条例240条＝同旨 

【販売】居宅基準条例268条・予防基準条例257条＝同旨 
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基準条例 解釈通知 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の

各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところ

による。 

⑴～⑺ 略 

⑻ 常勤換算方法 当該事業所の

従業者の勤務延時間数を当該事

業所において常勤の従業者が勤

務すべき時間数で除することに

より、当該事業所の従業者の員

数を常勤の従業者の員数に換算

する方法をいう。 

２ 用語の定義 

 基準条例第２条において、一定の用語についてその定義を明ら

かにしているところであるが、以下は、同条に定義が置かれてい

る用語について、その意味をより明確なものとするとともに、基

準条例中に用いられている用語であって、定義規定が置かれてい

ないものの意味を明らかにするものである。 

(１)「常勤換算方法」 

  当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常

勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間

を基本とする。）で除することにより、当該事業所の従業者の員

数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。こ

の場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサー

ビスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所

が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、

ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介

護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だ

けを算入することとなるものであること。 

  ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確

保等に関する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定

する措置（以下「母性健康管理措置」という。）又は育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第

23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時

間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治療と

仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主

的に設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療

のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられて

いる場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当た

り、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１

として取り扱うことを可能とする。 

(２）「勤務延時間数」 

  勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又

は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間

（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられている時間の

合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間数に算入す

ることができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が

勤務すべき勤務時間数を上限とすること。 

(３)「常勤」 

  当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定めら

れている常勤の従業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場

合は32時間を基本とする。）に達していることをいうものであ

る。ただし、母性健康管理措置又は育児育児、介護及び治療のた

めの所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者について

は、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている

場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間と

して取り扱うことを可能とする。同一の事業者によって事業所

に併設される事業所（同一敷地内に所在する又は道路を隔てて

隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その

他の事業所を含む。）の職務であって、当該事業所の職務と同時

並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについ

ては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務す

べき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであるこ

ととする。例えば、１の事業者によって行われる指定訪問介護

事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定

訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を

兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達して

いれば、常勤要件を満たすこととなる。 
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  また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従

事者が労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条に規定する休

業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管理措置、育児・

介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」

という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」と

いう。）、同法第23条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措

置又は同法第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定に

より同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

る措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を

取得中の期間において、当該人員基準において求められる資質

を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

(４)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外

の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービ

ス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間

（指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、

サービスの単位ごとの提供時間）をいうものであり、当該従業

者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、指定通所介護及び

指定通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画され

た勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従

業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じ

て当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるも

のである。 

予防基準条例第２条＝同旨 

 

〔運営基準等に関するＱ＆Ａ(H14.3.28)〕 

【Ⅰ】 常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や

休暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 

（答） 常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所

において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算す

る方法」（居宅サービス運営基準第２条第８号等）であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務

表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間（又は当該事業に係るサービスの提供の

ための準備等を行う時間（待機の時間を含む））として明確に位置づけられている時間の合計数」

である（居宅サービス運営基準解釈通知第2－2－(2)等）。 

    以上から、非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、サービス提供に従事す

る時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。 

    なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2－2－(3)における勤

務体制を定められている者をいう。）の休暇等の期間についてはその期間が暦月で１月を超える

ものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 

 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問３】各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第１項に規定する所定労働時間の

短縮措置の適用対象となるのか。 

（答） 労働基準法第41条第２号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除

外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第２号に定める管理監督者に該当する場

合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 

なお、労働基準法第41条第２号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条

件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれ

ず、実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱

われている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置

を講じなければならない。 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23条第1項の措置とは別に、同項の

所定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育

ての両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 
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〔令和６年３月29日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか事務連絡（老高発0329第２号）〕 

【介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項に 

ついて】 

第１ テレワークに関する基本的な考え方 

（１）管理者について 

介護事業所等の管理者は、個人情報の適切な管理を前提に、介護事業所等の管理上支障が生じ

ない範囲内において、テレワークを行うことが可能である。また、当該管理者が複数の介護事業

所等の管理者を兼務している場合にも、それぞれの管理に支障が生じない範囲内において、テレ

ワークを行うことが可能である。その際、利用者やその家族からの相談対応なども含め、利用者

に対するサービスの提供や提供されるサービスの質等に影響が生じないようにすること。管理上

支障が生じない範囲の具体的な考え方については、第２を参照すること。なお、個人情報の適切

な管理については、第４を参照すること。 

（２）管理者以外の各職種の従業者について 

介護事業所等の管理者以外の各職種の従業者（以下単に「従業者」という。）によるテレワーク

に関する基本的な考え方は、以下のとおりとする。なお、個人情報の適切な管理については、第

４を参照すること。 

① 基準上の具体的な必要数を超える部分について 

サービス類型ごとに、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のうち、

事業所等でサービス提供に当たる従業者の数が、人員配置基準等における具体的な必要数を上回

っている場合については、当該基準を上回る部分について、個人情報の適切な管理を前提に、テ

レワークを実施しても差し支えない。例えば、基準上で配置が必要な従業者数が常勤換算3.0人で

あり、実際の配置数が常勤換算3.2人である場合、常勤換算3.0人を超える部分（常勤換算0.2人の

部分）で従業者がテレワークを実施しても差し支えない。 

② 基準上の具体的な必要数を超えない部分について 

サービス類型ごとに、人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種の従業

者数のうち、当該事業所等における基準上の必要数を上回らない部分については、利用者の処遇

に支障が生じないと認められる範囲内であれば、テレワークを実施しても差し支えない。例えば、

基準上で配置が必要な従業者数が常勤換算3.0人である場合であって、１人の従業者がテレワーク

を実施し、事業所・施設等及び利用者の居宅等のサービス提供の場所で業務に従事する従業者数

が3.0人を下回る場合（例えば、常勤換算2.8人となる場合）であっても、利用者の処遇に支障が

生じないこと等を前提に、テレワークを実施しても差し支えない。 

ただし、職種によっては、職種の特性を踏まえ、原則としてテレワークが認められない場合が

あるため、第３を参照すること。また、「利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲」の具

体的な考え方については、第３を参照すること。 

③ 具体的な必要数を定めて配置を求めていない職種について 

サービス類型ごとに、人員配置基準等で常勤換算職員数や常勤職員数等の具体的な必要数を定

めて配置を求めていない職種については、個人情報の適切な管理を前提に、当該職種の職責を果

たすことができるのであれば、人員配置基準上は、業務の一部をテレワークにより実施しても差

し支えない。職種ごとの具体的な考え方については、第３を参考にされたい。 

第２ 管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方（管理者について） 

（１）管理者がテレワークを行い、介護事業所等を不在とする場合であっても、サービスごとに運営基

準上定められた管理者の責務（例えば、通所介護の場合、従業者の管理、利用の申込みに係る調

整、業務の実施状況の把握その他の管理及び従業者に運営基準を遵守させるため必要な指揮命令）

を管理者自らが果たす上で支障が生じないよう体制を整えておくこと。 

（２）管理者がテレワークを行うことで、テレワーク実施者である管理者本人及び他の従業者に過度

な業務負担が生じることのないよう、留意すること。 

（３）勤務時間中、利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保すること。また、

 

〔平成２７年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問１】各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介護休

業法」という。）の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数

を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り

扱って良いか。 

（答） そのような取扱いで差し支えない。 
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テレワークを行う管理者は、利用者、従業者及びその他関係者と、テレワークを円滑に行えるよう

な関係を日頃から築いておくこと。 

（４）事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、管理者がテレワークを行う場合における

緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者自身

が速やかに出勤できるようにしておくこと。 

（５）管理者としてテレワークを行うことができる日数・時間数については、介護サービスの種類や介

護事業所等の実態等に応じて、各事業者において個別に判断すること。ただし、他の職種を兼務す

る管理者がテレワークを行う場合、他の職種の従業者としての業務については第３及び第４を参

照すること。 

（６）介護サービス事業者は、当該管理者の労働時間の管理等、適切な労務管理を行うこと。その際、

テレワーク実施者の適切な労務管理等について、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のため

のガイドライン」（令和３年３月25日 基発0325第５号・雇均発0325第４号 別添１）を参照するこ

と。また、テレワークに係る労務管理・ICTの活用等の事業者向け無料相談・コンサルタント窓口

として「テレワーク相談センター」を設けているため、必要に応じ活用すること。 

（７）テレワークの実施及び上記（１）～（６）の内容について、利用者やその家族、都道府県、市町

村等から求めがあれば、適切かつ具体的に説明できるようにすること。 

第３ 利用者の処遇に支障が生じないこと等の具体的な考え方（管理者以外の従業者について） 

（１）各職種の従業者がテレワークを行い、事業所等を不在とする場合であっても、サービスごとに運

営基準上定められた各職種の責務・業務に加え、当該従業者が実務上担っている役割を果たす上

で、支障が生じないよう体制を整えておくこと。 

また、テレワーク実施者本人、管理者及びテレワーク実施者以外の他の従業者に過度な業務負

担が生じ 、利用者の処遇に支障が生じることのないよう、留意すること。 

なお、各職種の特性も踏まえ、事業所等に不在となる時間が一定以上生じることで、当該職種

としての責務の遂行に支障が生じる場合には、個別の業務についてテレワークでの実施が可能と

考えられる場合であっても、テレワークを実施してはならないこと。 

（２）テレワークを行うことができる日数・時間数については、介護サービスの種類や介護事業所等の

実態等に応じて、各事業者において個別に判断すること。ただし、終日単位で事業所等を不在にす

るテレワークの実施については、利用者の処遇に支障が生じないか、特に慎重に判断すること。 

（３）勤務時間中、事業所等の現場に出勤する従業者とテレワーク実施者の間で適切に連絡が取れる

体制を確保すること。 

（４）テレワーク実施者の労働時間の管理等、適切な労務管理を行うこと。具体的には、第２（６）を

参照すること。 

（５）個別の業務のうち、書類作成等の事務作業、事業所外の専門職との連絡等の業務については、予

めテレワークを行う日時を決めておけば、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がない

と考えられる。 

（６）個別の業務のうち、利用者・入所者との面談・相談やアセスメント等のための観察等の業務につ

いては、相手方の表情や反応を直接確認する必要があり、自身と相手方の双方に相応な機器操作

能力が求められることに加え、情報通信機器を通じた音声の聞き取りづらさ等、意思疎通の上で

一定の制約がある。 

そのため、情報通信機器を用いた遠隔での面談等の実施については、意思疎通が十分に図れる

利用者について、利用者本人及び家族の理解を得て行うなど、適切に対応すること 。 

ただし、家族との面談については、家族側でも操作環境が構築でき、家族の同意がある場合に

は、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと考えられる。 

（７）利用者の処遇に支障が生じない範囲の具体的な考え方（職種ごと） 

⑫福祉用具専門相談員 

・ 福祉用具の選定や納品、提供後の使用状況の確認、使用方法の指導や修理等の業務について

は、利用者の身体状況や居住環境等を確認しながら適時適切に行われる必要があり、テレワー

クで実施することは想定されないことから、原則として、テレワークでの実施は認められない。 

・ 書類作成等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと

考えられる（第３（５）を参照） 

・ ただし、テレワークを実施する場合は、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具の提供

に係る突発的な事態等に対応できる体制を事業所において整備しておく必要があることに、留

意すること。 

⑨ 計画作成担当者・計画作成責任者 

・ 書類作成等の事務作業については、テレワークで実施しても、利用者の処遇に支障がないと

考えられる（第３（５）を参照）。 

・ 認知症対応型共同生活介護計画・特定施設サービス計画・定期巡回・随時対応型訪問介護看

護計画の作成をテレワークで行うに当たっては、利用者の直接的な観察や対面でのやり取り、

他の従業者からの聞き取り等が十分に行われた上で行う必要があることに、留意が必要するこ
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と。 

・ また、テレワークにより事業所等を不在とする従業者が生ずることで、事業所等内で従事す

る従業者の業務負担が過重となったり、従業者間に必要なコミュニケーションが不十分なもの

となったりすることがないよう、留意すること。 

第４ 個人情報の適切な管理について 

（１）利用者やその家族に関する情報を取り扱う際は、個人情報保護関係法令、「医療・介護関係事業

者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成29年４月15日（令和６年３月一部

改正）個人情報保護委員会・厚生労働省）及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン第6.0版（令和５年５月）」を参照し、特に個人情報の外部への漏洩防止や、外部からの不正アク

セスの防止のための措置を講ずること。 

（２）上記に加えて、第三者が情報通信機器の画面を覗き込む、従業者・利用者との会話を聞き取るな

どにより、利用者やその家族に関する情報が漏れることがないような環境でテレワークを行うこ

と。 

（３）利用者やその家族に関する情報が記載された書面等を自宅等に持ち帰って作業する際にも、情

報の取扱いに留意すること。 
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３．設備基準 

◎事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、指定福祉用具貸与・販売の提供に

必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

◎福祉用具貸与では、福祉用具の保管・消毒のために必要な設備及び器材を置かなければなら

ない。（保管・消毒等を他の事業者に行わせる場合は不要） 

必要な広さの区画 
・利用申込の受付・相談等に対応するのに適切なスペースを確保

すること。 

その他の設備・備品等 

・他の事業所又は施設等と同一敷地内にある場合であって、双方

の運営に支障がない場合は、当該他の事業所又は施設等に備

え付けられた設備及び備品等を使用することができる 

貸
与
の
場
合 

福祉用具の保管の

ために必要な設備 

・清潔であること。 

福祉用具の消毒の

ために必要な器材 

・既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉

用具を区分することが可能であること。（保管室を別にするほ

か、つい立ての設置等両者を保管する区域を明確に区分する

ための措置が講じられていること） 

・当該事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適

切な消毒効果を有するものであること。 
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基準条例 解釈通知 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第252条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具の

保管及び消毒のために必要な設備及び器材並び

に事業の運営を行うために必要な広さの区画を

有するほか、指定福祉用具貸与の提供に必要な

その他の設備及び備品等を備えなければならな

い。ただし、第260条第３項の規定に基づき福祉

用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場

合にあっては、福祉用具の保管又は消毒のため

に必要な設備又は器材を有しないことができる

ものとする。 

２ 前項の設備及び器材の基準は、次のとおりと

する。 

  ⑴ 福祉用具の保管のために必要な設備 

    ア 清潔であること。 

    イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用

具とそれ以外の福祉用具を区分することが

可能であること。 

  ⑵ 福祉用具の消毒のために必要な器材 

    当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福

祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒

効果を有するものであること。 

３ 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉

用具貸与事業者の指定を併せて受け、かつ、指

定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具

貸与（指定介護予防サービス等基準第265条に規

定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、指定介護予

防サービス等条例第241条第１項及び第２項に

規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前２項に規定する基準を満たしているもの

とみなすことができる。 

２ 設備に関する基準 

 

(１)居宅基準条例第252条第１項に規定する必要

な広さの区画については、利用申込みの受付、

相談等に対応するのに適切なスペースを確保す

るものとする。 

(２)指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸

与に必要な設備及び備品等を確保するものとす

る。ただし、他の事業所又は施設等と同一敷地

内にある場合であって、指定福祉用具貸与の事

業及び当該他の事業所又は施設等の運営に支障

がない場合は、当該他の事業所又は施設等に備

え付けられた設備及び備品等を使用することが

できるものとする。 

(３)同条第２項第１号イは、既に消毒又は補修が

なされている福祉用具とそれ以外の福祉用具の

区分について、保管室を別にするほか、つい立

ての設置等両者を保管する区域を明確に区分す

るための措置が講じられていることをいうもの

である。 

(４)同条第２項第２号に定める福祉用具の消毒の

ために必要な器材とは、居宅基準条例第260条第

２項の規定による消毒の方法により消毒を行う

ために必要な器材をいう。 

予防基準条例241条＝同旨  

【販売】 

（設備及び備品等） 

第269条 指定特定福祉用具販売事業者は、事業の

運営を行うために必要な広さの区画を有するほ

か、指定特定福祉用具販売の提供に必要なその

他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護

予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定特定福祉用具販売の事業と指定特定

介護予防福祉用具販売（指定介護予防サービス

等基準第281条に規定する指定介護予防福祉用

具販売をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事

業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定介護予防サービス等条例第258条第

１項に規定する設備に関する基準を満たすこと

をもって、前項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

 

 

(１)居宅基準条例第269条に規定する必要な広さ

の区画については、購入申込の受付、相談等に

対応するのに適切なスペースを確保するものと

する。 

(２)指定特定福祉用具販売事業者は、指定特定福

祉用具販売に必要な設備及び備品等を確保する

ものとする。ただし、他の事業所又は施設等と

同一敷地内にある場合であって、指定特定福祉

用具販売の事業及び当該他の事業所又は施設等

の運営に支障がない場合は、当該他の事業所又

は施設等に備え付けられた設備及び備品等を使

用することができるものとする。 

予防基準条例258条＝同旨  
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４．運営基準 

 
項   目 

福祉用具貸与 特定福祉用具販売 

居宅基準 予防基準 居宅基準 予防基準 

１ 内容及び手続の説明及び同意 *９条 *51条の2 *９条 *51条の2 

２ 提供拒否の禁止 *10条 *51条の3 *10条 *51条の3 

３ サービス提供困難時の対応 *11条 *51条の4 *11条 *51条の4 

４ 受給資格等の確認 *12条 *51条の5 *12条 *51条の5 

５ 要介護認定等の申請に係る援助 *13条 *51条の6 *13条 *51条の6 

６ 心身の状況等の把握 *14条 *51条の7 *14条 *51条の7 

７ 居宅介護支援事業者等との連携 *15条 *51条の8 *15条 *51条の8 

８ 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 *16条 *51条の9 － － 

９ 居宅サービス計画等に沿ったサービスの提供 *17条 *51条の10 *17条 *51条の10 

10 居宅サービス計画等の変更の援助 *18条 *51条の11 *18条 *51条の11 

11 身分を証する書類の携行 *19条 *51条の12 *19条 *51条の12 

12 サービスの提供の記録 *20条 *51条の13 270条 259条 

13 
貸与 

利用料等の受領 253条 242条 － － 

14 保険給付の請求のための証明書の交付 *22条 *52条の2 － － 

15 
販売 

販売費用の額等の受領 － － 271条 260条 

16 保険給付の申請に必要となる書類等の交付 － － 272条 261条 

17 指定福祉用具貸与等の基本取扱方針 254条 250条 *254条 264条 

18 指定福祉用具貸与等の具体的取扱方針 255条 251条 273条 265条 

19 福祉用具貸与計画、福祉用具販売計画の作成 256条 － 274条 － 

20 介護予防福祉用具貸与計画等の作成 － 252条 － 266条 

21 利用者に関する市町村への通知 *27条 *52条の3 *27条 *52条の3 

22 管理者の責務 *56条 *54条 *56条 *54条 

23 運営規程 257条 243条 *257条 *243条 

24 勤務体制の確保等 *108条 *121条の2 *108条 *121条の2 

25 業務継続計画の策定等 *32条の2 *55条の2の2 *32条の2 *55条の2の2 

26 
適切な研修の機会の確保・福祉用具専門相談員の

知識及び技能の向上 
258条 244条 *258条 *244条 

27 福祉用具の取扱種目 259条 245条 *259条 *245条 

28 衛生管理等 260条 246条 *33条 *55条の3 

29 掲示及び目録の備え付け 261条 247条 *261条 *247条 

30 秘密保持等 *35条 *55条の5 *35条 *55条の5 

31 広告 *36条 *55条の6 *36条 *55条の6 

32 居宅介護支援事業者等に対する利益供与の禁止 *37条 *55条の7 *37条 *55条の7 

33 苦情処理 *38条 *55条の8 *38条 *55条の8 

34 地域との連携等 *39条 *55条の9 *39条 *55条の9 

35 事故発生時の対応 *40条 *55条の10 *40条 *55条の10 

36 虐待の防止 *40条の2 *55条の10の2 *40条の2 *55条の10の2 

37 会計の区分 *41条 *55条の11 *41条 *55条の11 

38 記録の整備 262条 248条 275条 262条 

39 電磁的記録等 277条 267条 277条 267条 

（*）福祉用具貸与：居宅基準条例263条・予防基準条例249条による準用 

   福祉用具販売：居宅基準条例276条・予防基準条例263条による準用  
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１ 内容及び手続きの説明と同意 

◎サービス提供の開始に際しては、利用申込者又は家族に対し、サービスの選択に資すると認

められる重要事項を記載した文書（重要事項説明書）を交付して十分説明を行い、サービス

提供の開始について利用申込者の同意を得ること。 

〔重要事項説明書に記載すべき事項〕 

①運営規程の概要 

②福祉用具専門相談員の勤務体制 

 ③事故発生時の対応 

 ④苦情処理の体制 

 ⑤その他（秘密保持、衛生管理、緊急時の対応など） 

※分かりやすい説明書やパンフレット等を交付して、懇切丁寧な説明を行うこと 

※利用者及び事業者双方の保護の立場から、書面による同意を得ることが望ましい 

 

サービス提供に際しての留意点 

①利用申込者又は家族に対する重要事項説明書による説明 

   ↓ 

②重要事項説明書についての同意［重要事項説明書］ 

   ↓ 

③利用者（又は代理人）と事業者との契約［契約書］ 

   ↓ 

④利用者及び家族からの個人情報の利用の同意［同意書］（基準条例35条３項） 

 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具

貸与の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込

者又はその家族に対し、第257条に規定する運営規

程の概要、福祉用具専門相談員の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、当該提供の開始について利用申込者の同意を

得なければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用申込者又はそ

の家族からの申出があった場合には、前項の規定

による文書の交付に代えて、第５項で定めるとこ

ろにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を

得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供す

ることができる。この場合において、当該指定福

祉用具貸与事業者は、当該文書を交付したものと

みなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア

又はイに掲げるもの 

ア 指定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子

計算機と利用申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通

じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機

３ 運営に関する基準 

(２)内容及び手続の説明及び同意 

居宅基準条例第９条は、指定福祉用具貸与

事業者は、利用者に対し適切な指定福祉用具

貸与を提供するため、その提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、

当該指定福祉用具貸与事業所の運営規程の概

要、福祉用具専門相談員の勤務体制、事故発

生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者

がサービスを選択するために必要な重要事項

について、わかりやすい説明書やパンフレッ

ト等（当該指定福祉用具貸与事業者が、他の

介護保険に関する事業を併せて実施している

場合、当該パンフレット等について、一体的

に作成することは差し支えないものとする。）

の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当

該事業所から指定福祉用具貸与の提供を受け

ることにつき同意を得なければならないこと

としたものである。なお、当該同意について

は、利用者及び指定福祉用具貸与事業者双方

の保護の立場から書面によって確認すること

が望ましいものである。 
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に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定福祉用具貸与事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録された前

項に規定する重要事項を電気通信回線を通じ

て利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当

該利用申込者又はその家族の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに当該重要事項

を記録する方法（電磁的方法による提供を受

ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場

合にあっては、指定福祉用具貸与事業者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルに

その旨を記録する方法） 

⑵ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。第277条第１項において同じ。）に係る

記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに

前項に規定する重要事項を記録したものを交付

する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族

がファイルへの記録を出力することによる文書を

作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定

福祉用具貸与事業者の使用に係る電子計算機と、

利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、第２項の規定によ

り第１項に規定する重要事項を提供しようとする

ときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家

族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種

類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。 

⑴ 第２項各号に規定する方法のうち指定福祉用

具貸与事業者が使用するもの 

⑵ ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定福祉用具貸与

事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書

又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受

けない旨の申出があったときは、当該利用申込者

又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項

の提供を電磁的方法によってしてはならない。た

だし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の

規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

予防基準条例51条の2＝同旨 

【販売】居宅基準条例９条・予防基準条例51条の2を準用 
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２ 提供拒否の禁止 

◎正当な理由なくサービス提供を拒んではならない。     

〔正当な理由〕 

 ①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

 ②利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

 ③その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

 ※特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否しないこと 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（提供拒否の禁止） 

第10条 指定福祉用具貸与事業者は、正当な理由

なく指定福祉用具貸与の提供を拒んではならな

い。 

 (３)提供拒否の禁止 

居宅基準条例第10条は、指定福祉用具貸与事

業者は、原則として、利用申込に対しては応じ

なければならないことを規定したものであり、

特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービス

の提供を拒否することを禁止するものである。

<中略>提供を拒むことのできる正当な理由があ

る場合とは、①当該事業所の現員からは利用申

込に応じきれない場合、②利用申込者の居住地

が当該事業所の通常の事業の実施地域外である

場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定

福祉用具貸与を提供することが困難な場合であ

る。 

予防基準条例51条の3＝同旨 

【販売】居宅基準条例10条・予防基準条例51条の3を準用 

 

 

 

 

３ サービス提供困難時の対応 

◎利用申込者に対し自ら適切なサービス提供が困難な場合は、必要な措置（居宅介護支援事業

者への連絡、適当な他の指定福祉用具貸与事業者等の紹介など）を速やかに講じること。 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（サービス提供困難時の対応） 

第11条 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福

祉用具貸与事業所の通常の事業の実施地域（当

該事業所が通常時に当該サービスを提供する地

域をいう。以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種

目等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指

定福祉用具貸与を提供することが困難であると

認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護

支援事業者への連絡、適当な他の指定福祉用具

貸与事業者等の紹介その他の必要な措置を速や

かに講じなければならない。 

 (４)サービス提供困難時の対応 

指定福祉用具貸与事業者は、居宅基準条例第

10条の正当な理由により、利用申込者に対し自

ら適切な指定福祉用具貸与を提供することが困

難であると認めた場合には、居宅基準条例第11

条の規定により、当該利用申込者に係る居宅介

護支援事業者への連絡、適当な他の指定福祉用

具貸与事業者等の紹介その他の必要な措置を速

やかに講じなければならないものである。 

予防基準条例51条の4＝同旨 

【販売】居宅基準条例11条・予防基準条例51条の4を準用 
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４ 受給資格等の確認 

◎利用者の被保険者証により、①被保険者資格、②要介護認定(要支援認定)の有無、③要介護

認定(要支援認定)の有効期間等を確認すること。 

◎被保険者証に認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮したサービス提供に

努めること。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（受給資格等の確認） 

第12条 指定福祉用具貸与事業者は、

指定福祉用具貸与の提供を求められ

た場合は、その者の提示する被保険

者証によって、被保険者資格、要介

護認定の有無及び要介護認定の有効

期間を確かめるものとする。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、前項

の被保険者証に、法第73条第２項に

規定する認定審査会意見が記載され

ているときは、当該認定審査会意見

に配慮して、指定福祉用具貸与を提

供するように努めなければならな

い。 

(５)受給資格等の確認 

① 居宅基準条例第12条第１項は、指定福祉用具貸与の利用

に係る費用につき保険給付を受けることができるのは、要

介護認定を受けている被保険者に限られるものであること

を踏まえ、指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与

の提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によっ

て、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有

効期間を確かめなければならないこととしたものである。 

② 同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定居宅サービ

スの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべ

き事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、指

定福祉用具貸与事業者は、これに配慮して指定福祉用具貸

与を提供するように努めるべきことを規定したものであ

る。 

予防基準条例51条の5＝同旨 

【販売】居宅基準条例12条・予防基準条例51条の5を準用 

 

５ 要介護認定等の申請に係る援助 

◎サービス提供の開始に際し、要介護認定等を受けていない利用申込者については、必要に応

じて申請の援助を行うこと。 

◎居宅介護支援事業者等を利用していない利用者については、有効期間満了日の３０日前まで

に更新申請が行われるよう、必要に応じて援助を行うこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第13条 指定福祉用具貸与事業者は、

指定福祉用具貸与の提供の開始に際

し、要介護認定を受けていない利用

申込者については、要介護認定の申

請が既に行われているかどうかを確

認し、申請が行われていない場合は、

当該利用申込者の意思を踏まえて速

やかに当該申請が行われるよう必要

な援助を行わなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、居宅

介護支援（これに相当するサービス

を含む。）が利用者に対して行われて

いない等の場合であって必要と認め

るときは、要介護認定の更新の申請

が、遅くとも当該利用者が受けてい

る要介護認定の有効期間が終了する

30日前にはなされるよう、必要な援

助を行わなければならない。 

(６)要介護認定の申請に係る援助 

① 居宅基準条例第13条第１項は、要介護認定の申請がなさ

れていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、

指定福祉用具貸与の利用に係る費用が保険給付の対象とな

りうることを踏まえ、指定福祉用具貸与事業者は、利用申

込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合に

は、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認

し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思

を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を

行わなければならないこととしたものである。 

② 同条第２項は、要介護認定の有効期間が原則として６か

月ごとに終了し、継続して保険給付を受けるためには要介

護更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の

日から30日以内に行われることとされていることを踏ま

え、指定福祉用具貸与事業者は、居宅介護支援（これに相当

するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等

の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の

申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有

効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を

行わなければならないこととしたものである。 

予防基準条例51条の6（要支援認定の申請に係る援助）＝同旨 

【販売】居宅基準条例13条・予防基準条例51条の6を準用 
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６ 心身の状況等の把握 

◎サービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況やその置かれている環境、他の保健医

療サービス・福祉サービスの利用状況等を把握するよう努めること。 

 

基準条例［準用］ 解釈通知 

（心身の状況等の把握） 

第14条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供に当た

っては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当

者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

（平成11年厚生省令第38号）第13条第９号に規定するサービス担当

者会議をいう。以下同じ。）等を通じて、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。 

 

 

予防基準条例51条の7＝同旨 

【販売】居宅基準条例14条・予防基準条例51条の7を準用 

 

 

７ 居宅介護支援事業者等との連携 

◎サービス提供に当たっては、居宅介護支援事業者や保健医療サービス・福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めること。 

◎サービス提供の終了に際しては、利用者又は家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅

介護支援事業者に対する情報の提供、保健医療サービス・福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めること。 

 

基準条例［準用］ 解釈通知 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第15条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与を提供するに

当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与の提供の終了に際

しては、利用者又はその家族に対して適切な相談又は助言を行うと

ともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供

及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な

連携に努めなければならない。 

 

予防基準条例51条の8（介護予防支援事業者等との連携）＝同旨 

【販売】居宅基準条例15条・予防基準条例51条の8を準用 
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８ 法定代理受領サービスの提供をうけるための援助〔福祉用具貸与〕 

◎法定代理受領の手続きをとっていない利用申込者に対しては、その手続きを説明するなど必

要な援助を行うこと。 

◎介護予防サービスでは、支給手続きをとっていない利用申込者に対して、介護予防サービス

計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に届け出ること等により支給を受

けることができる旨を説明するなど必要な援助を行うこと。 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第16条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用

具貸与の提供の開始に際し、利用申込者が介護

保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以

下「施行規則」という。）第64条各号のいずれに

も該当しないときは、当該利用申込者又はその

家族に対し、居宅サービス計画の作成を居宅介

護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届

け出ること等により、指定福祉用具貸与の提供

を法定代理受領サービスとして受けることがで

きる旨を説明すること、居宅介護支援事業者に

関する情報を提供することその他の法定代理受

領サービスを行うために必要な援助を行わなけ

ればならない。 

(７)法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 

居宅基準条例第16条は、施行規則第64条第１

号イ又はロに該当する利用者は、指定福祉用具

貸与の提供を法定代理受領サービスとして受け

ることができることを踏まえ、指定福祉用具貸

与事業者は、施行規則第64条第１号イ又はロに

該当しない利用申込者又はその家族に対し、指

定福祉用具貸与の提供を法定代理受領サービス

として受けるための要件の説明、居宅介護支援

事業者に関する情報提供その他の法定代理受領

サービスを行うために必要な援助を行わなけれ

ばならないこととしたものである。 

予防基準条例51条の9＝同旨 

 

 

法定代理受領（現物給付） 

・法定代理受領とは、法律の規定により、本来被保険者に支払われる保険給付を、法定

の要件を満たした場合に事業者に支払う方法 

・利用者は、費用の全額を一端支払ってから保険給付を受けるのではなく、自己負担額

を支払うのみでサービスが利用可能 

・居宅介護サービス費の支給では、居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依

頼する旨を市町村に届け出ている場合などが法定代理受領の要件（施行規則第64条） 

・なお、特定福祉用具購入費・住宅改修費の支給については、法定代理受領は認められ

ていない（償還払い） 

 
 

 

  

利用者 

保険者 

事業者 
費用の全額の支払い 

（１０割） 

利用者 

保険者 

事業者 

 

自己負担額の支払い 

（１割、２割 

又は３割） 

 

保険給付 

（９割、８割 

又は７割） 

法定代理受領 保険給付の対象となる場合 
保険給付 

（９割、８割 

又は７割） 
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９ 居宅サービス計画等に沿ったサービスの提供 

◎居宅サービス計画に沿った指定福祉用具貸与・販売の提供を行うこと。 

〔居宅サービス計画の種類〕 

・居宅介護支援事業所で作成した居宅サービス計画（ケアプラン） 

・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所で作成した居宅

サービス計画 

  …小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護では、事業所の介護支援

専門員が登録者のケアプランを作成 

・利用者が自分で作成し、市町村に届け出た計画（自己プラン） 

 

 

基準条例［準用］ 解釈通知 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第17条 指定福祉用具貸与事業者は、居宅サービス計画（施行規則第64条第

１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合

は、当該計画に沿った指定福祉用具貸与を提供しなければならない。 

 

予防基準条例51条の10（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供）＝同旨 

【販売】居宅基準条例17条・予防基準条例51条の10を準用 

 

 

10 居宅サービス計画等の変更の援助 

◎利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡等必要な

援助を行うこと。 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（居宅サービス計画等の変更の援助） 

第18条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者が居

宅サービス計画の変更を希望する場合は、当該

利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その

他の必要な援助を行わなければならない。 

(８)居宅サービス計画等の変更の援助 

居宅基準条例第18条は、指定福祉用具貸与を

法定代理受領サービスとして提供するためには

当該指定福祉用具貸与が居宅サービス計画に位

置付けられている必要があることを踏まえ、指

定福祉用具貸与事業者は、利用者が居宅サービ

ス計画の変更を希望する場合（利用者の状態の

変化等により追加的なサービスが必要となり、

当該サービスを法定代理受領サービスとして行

う等のために居宅サービス計画の変更が必要と

なった場合で、指定福祉用具貸与事業者からの

当該変更の必要性の説明に対し利用者が同意す

る場合を含む。）は、当該利用者に係る居宅介護

支援事業者への連絡、サービスを追加する場合

に当該サービスを法定代理受領サービスとして

利用する場合には支給限度額の範囲内で居宅サ

ービス計画を変更する必要がある旨の説明その

他の必要な援助を行わなければならないことと

したものである。 

予防基準条例51条の11（介護予防サービス計画等の変更の援助）＝同旨 

【販売】居宅基準条例18条・予防基準条例51条の11を準用 
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11 身分を証する書類の携行 

◎従業者は、事業所の名称・氏名を記載した身分証や名札等を携行し、利用者又は家族から求

められたときは提示すること。 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（身分を証する書類の携行） 

第19条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者に身

分を証する書類を携行させ、利用者又はその家

族から求められたときは、これを提示すべき旨

を指導しなければならない。 

(９)身分を証する書類の携行 

居宅基準条例第19条は、利用者が安心して指

定福祉用具貸与の提供を受けられるよう、指定

福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸与

事業所の従業者に身分を明らかにする証書や名

札等を携行させ、利用者又はその家族から求め

られたときは、これを提示すべき旨を指導しな

ければならないこととしたものである。この証

書等には、当該指定福祉用具貸与事業所の名称、

当該従業者の氏名を記載するものとし、当該従

業者の写真の貼付や職能の記載を行うことが望

ましい。 

予防基準条例51条の12＝同旨 

【販売】居宅基準条例19条・予防基準条例51条の12を準用 
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12 サービスの提供の記録 

◎サービスの利用状況等を、利用者の居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記載す

ること。 

〔記載すべき事項〕 

   ○福祉用具貸与の提供の開始日・終了日、種目・品名、保険給付の額 等 

◎提供した具体的なサービスの内容等について記録すること。（利用者から申出があった場合

には、文書の交付等によりその情報を提供すること。）  契約終了から２年間保存が必要 

〔記録すべき事項〕 

   ○福祉用具貸与の提供日 

○具体的なサービスの内容 

○利用者の心身の状況 等 

 

具体的なサービスの内容等の記録の重要性 

○利用者に対するサービスの質の向上に繋がること 

  提供しているサービスが利用者の課題解決に繋がっているか、また自立支援のために

真に必要なサービスであるか等を、管理者が把握できるよう記録することにより、利用

者に対するサービスの質の向上に繋がる。 

○サービス内容や報酬請求が適正であることを証明する重要資料であること 

  事業者には、サービス内容や報酬請求が適正であることを保険者や県に対し証明する

責任がある。適正なサービスの挙証資料として、提供したサービスの具体的な内容の記

録が重要になる。 

※提供した具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況などの記録が必要であり、単

に分類項目にチェックするだけの記録では不適当である。 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（サービスの提供の記録） 

第20条 指定福祉用具貸与事業者は、

指定福祉用具貸与を提供した際に

は、当該指定福祉用具貸与の提供の

開始日及び終了日並びに種目及び品

名、当該指定福祉用具貸与について

法第41条第６項の規定により利用者

に代わって支払を受ける居宅介護サ

ービス費の額その他必要な事項を、

利用者の居宅サービス計画を記載し

た書面又はこれに準ずる書面に記載

しなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、指定

福祉用具貸与を提供した際には、提

供した具体的なサービスの内容等を

記録するとともに、利用者からの申

出があった場合には、文書の交付そ

の他適切な方法により、その情報を

利用者に対して提供しなければなら

ない。 

(10)サービスの提供の記録 

① 居宅基準条例第20条第１項は、利用者及びサービス事業

者が、その時点での支給限度額の残額やサービスの利用状

況を把握できるようにするために、指定福祉用具貸与事業

者は、指定福祉用具貸与を提供した際には、当該指定福祉

用具貸与の提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名<

中略>、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サ

ービス計画の書面又はサービス利用票等に記載しなければ

ならないこととしたものである。 

② 同条第２項は、当該指定福祉用具貸与の提供日、提供し

た具体的なサービスの内容、利用者の心身の状況その他必

要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な

連携等を図るため、利用者からの申出があった場合には、

文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に

対して提供しなければならないこととしたものである。 

また、「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意

する手帳等に記載するなどの方法である。 

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録は、居

宅基準条例第262条第２項の規定に基づき、２年間保存しな

ければならない。 

予防基準条例51条の13＝同旨 

【販売】居宅基準条例270条・・・第20条第1項に該当する規定なし 

予防基準条例259条・・・第51条の13第1項に該当する規定なし 
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13 利用料等の受領〔福祉用具貸与〕 

◎法定代理受領の場合は、利用料の一部として、居宅介護サービス費用基準額の１割、２割又

は３割（保険給付の率が９割、８割又は７割でない場合は、それに応じた割合）の支払を受

けること。 

  ※指定福祉用具貸与は継続的な契約であり、利用者と対面することも少ないことから、数

箇月分（要介護認定等の有効期間を限度）の利用料の前払いでの徴収も可能 

   

◎法定代理受領の場合の利用料と、それ以外の場合の利用料に不合理な差額を設けないこと。 

◎介護保険給付の対象となる指定福祉用具貸与のサービスと明確に区分されるサービスにつ

いては、次のような方法により別の料金設定をして差し支えない。 

・利用者に、当該事業が指定福祉用具貸与の事業とは別事業であり、当該サービスが介

護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得ること 

・当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定福祉用具貸与事業所の運営規程とは別

に定められていること 

・会計が指定福祉用具貸与の事業の会計と区分されていること 

◎通常の利用料のほか、次に掲げる費用の支払を受けることができる。ただし、あらかじめ、

利用者又は家族に対して説明し、同意を得なければならない。 

①通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費 

②福祉用具の搬出入に特別な措置（通常必要となる人数以上の従事者やクレーン車）が

必要な場合の当該措置に要する費用 

  ※「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を算定する場合は、この交通費の

支払いは受けられない。 

◎保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の徴収

は認められない。 

◎あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその一部の支払がなく、その後の請求に

もかかわらず、正当な理由なく支払に応じない場合は、当該指定福祉用具貸与に係る福祉用

具を回収すること等により、当該指定福祉用具貸与の提供を中止することができる。 

 

≪領収書の交付≫ 

◎利用者からサービスの提供に要した費用の支払いを受ける際、費用区分等を明確にした領収

証を交付しなければならない。（介護保険法第41条第８項） 
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基準条例 解釈通知 

（利用料等の受領） 

第253条 指定福祉用具貸与事業者

は、法定代理受領サービスに該

当する指定福祉用具貸与を提供

した際には、その利用者から利

用料の一部として、当該指定福

祉用具貸与に係る居宅介護サー

ビス費用基準額から当該指定福

祉用具貸与事業者に支払われる

居宅介護サービス費の額を控除

して得た額の支払を受けるもの

とする。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、

法定代理受領サービスに該当し

ない指定福祉用具貸与を提供し

た際にその利用者から支払を受

ける利用料の額と、指定福祉用

具貸与に係る居宅介護サービス

費用基準額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなけれ

ばならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、

前２項の支払を受ける額のほ

か、次に掲げる費用の額の支払

を利用者から受けることができ

る。 

  ⑴ 通常の事業の実施地域以外

の地域において指定福祉用具

貸与を行う場合の交通費 

  ⑵ 福祉用具の搬出入に特別な

措置が必要な場合の当該措置

に要する費用 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、

前項の費用の額に係るサービス

の提供に当たっては、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、

当該サービスの内容及び費用に

ついて説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、

あらかじめ定めた期日までに利

用者から利用料又はその一部の

支払がなく、その後の請求にも

かかわらず、正当な理由なく支

払に応じない場合は、当該指定

福祉用具貸与に係る福祉用具を

回収すること等により、当該指

定福祉用具貸与の提供を中止す

ることができる。 

(１) 利用料等の受領                             

① 居宅基準第253条第１項は、指定福祉用具貸与事業者は、法

定代理受領サービスとして提供される指定福祉用具貸与につい

ての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の１割、

２割又は３割（法第50条若しくは第60条又は第69条第５項の規

定の適用により保険給付の率が９割、８割又は７割でない場合

については、それに応じた割合）の支払を受けなければならな

いことを規定したものである。また、指定福祉用具貸与事業者

は、現に要した費用の額として適切な利用料を設定し、指定福

祉用具貸与の提供内容によって利用者から選択されることが本

旨である。そのため、指定福祉用具貸与事業者が受領した自己

のサービス提供に係る利用者負担を金品その他の財産上の利益

に替えて直接的又は間接的に供与し、事実上自己の利用者の利

用者負担の全部又は一部を軽減している場合は、本項の主旨か

らは除かれるものである。また、自己以外の者が自己のサービ

ス提供に係る利用者負担を前提として、自己の利用者に対して

金品その他の財産上の利益を供与している場合も同様である。                    

② 居宅基準条例第253条第１項、第２項及び第４項の規定は、指

定訪問介護に係る第21条第１項、第２項及び第４項の規定と同

趣旨であるため、第３の一[＝訪問介護]の３の(11)の①、②及

び④を参照されたい。なお、指定福祉用具貸与は継続的な契約

であるとともに利用者と対面する機会が少ないことから、指定

福祉用具貸与事業者は、利用者から前払いにより数箇月分の利

用料を徴収することも可能とするが、この場合であっても、要

介護者の要介護認定の有効期間を超える分について前払いによ

り利用料を徴収してはならない。 

┌ 第３の一の３の(11) ─────────────────┐ 

① 居宅基準条例第253条第１項は、指定福祉用具貸与事業者は、

法定代理受領サービスとして提供される指定福祉用具貸与につ

いての利用者負担として、居宅介護サービス費用基準額の１割、

２割又は３割（法第50条若しくは第60条又は第69条第５項の規

定の適用により保険給付の率が９割、８割又は７割でない場合

については、それに応じた割合）の支払を受けなければならな

いことを規定したものである。 

② 同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保護の観点から、

法定代理受領サービスでない指定福祉用具貸与を提供した際

に、その利用者から支払を受ける利用料の額と、法定代理受領

サービスである指定福祉用具貸与に係る費用の額の間に、一方

の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはな

らないこととしたものである。 

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定福祉用具貸与

のサービスと明確に区分されるサービスについては、次のよう

な方法により別の料金設定をして差し支えない。 

ア 利用者に、当該事業が指定福祉用具貸与の事業とは別事業

であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサー

ビスであることを説明し、理解を得ること。 

イ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定福祉用具貸

与事業所の運営規程とは別に定められていること。 

ウ 会計が指定福祉用具貸与の事業の会計と区分されているこ

と。 

④ 同条第４項は、指定福祉用具貸与事業者は、前項の費用の支

払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に

対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得なけれ

ばならないこととしたものである。 

└───────────────────────────┘ 

③ 居宅基準条例第253条第３項は、指定福祉用具貸与事業者は、

指定福祉用具貸与の提供に関し、 
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ア  通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸

与を行う場合の交通費 

イ  福祉用具の搬出入に通常必要となる人数以上の従事者やク

レーン車が必要になる場合等特別な措置が必要な場合の当該

措置に要する費用 

については、前２項の利用料のほかに、利用者から支払を受け

ることができるものとし、介護保険給付の対象となっているサ

ービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払

を受けることは認めないこととしたものである。 

④ 同条第５項は、利用者がその負担すべき利用料を支払わずに、

福祉用具を使用し続ける事態を防止するため、そのような場合

には指定福祉用具貸与事業者が福祉用具を回収すること等によ

り、当該指定福祉用具貸与の提供を中止できる旨を定めたもの

である。 

予防基準条例242条＝同旨 

 

〔平成27年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.１〕 

【問179】 「利用者負担を金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は間接的に供与し、

事実上自己の利用者負担の全部又は一部を軽減」とは特典（景品）供与・無償サー

ビス等が該当するのか。 

 

（答）  指定基準において指定福祉用具貸与事業者は利用者から利用料の一部として自

己負担額の支払いを受けることとされている。本通知では、受領した自己負担額

の一部又は全部について、財産上の利益に替えて利用者負担を軽減することは、

自己負担を受領していることとはならないことを示したものである。従って、特

典（景品）供与・無償サービス等は社会通念上許容される範囲で行われるべきも

のであり、保険者により個別に判断していただきたい。 

 

 

◎なお、島根県においては、利用者に対して利用特典を付す行為は、不必要なサービス利用

を助長し、自由なサービス選択を妨げるなど、居宅介護支援・介護予防支援の適正な運用

に影響を及ぼす可能性があり、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえた適切な福祉用具の選定の援助等を妨げることになりかねないため、これを行わない

よう指導している。 

 

基準条例 解釈通知 

（基本方針） 

第249条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与（以下「指定福祉用具

貸与」という。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利

用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

ている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第８条第12項の規定により厚生

労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の

援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の

日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護

する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

予防基準条例238条＝同旨 

【販売】居宅基準条例266条・予防基準条例255条を準用＝同旨 
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14 保険給付の請求のための証明書の交付〔福祉用具貸与〕 

◎法定代理受領以外の利用料の支払いを受けた場合は、保険給付を請求する上で必要な事項を

記載したサービス提供証明書を利用者に交付すること。 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第22条 指定福祉用具貸与事業者は、法定代理受

領サービスに該当しない指定福祉用具貸与に係

る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定

福祉用具貸与の種目、品名、費用の額その他必

要と認められる事項を記載したサービス提供証

明書を利用者に対して交付しなければならな

い。 

(12)保険給付の請求のための証明書の交付 

居宅基準条例第22条は、利用者が市町村に対

する保険給付の請求を容易に行えるよう、指定

福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サービス

でない指定福祉用具貸与に係る利用料の支払を

受けた場合は、提供した指定福祉用具貸与の種

目、品名、費用の額その他利用者が保険給付を

請求する上で必要と認められる事項を記載した

サービス提供証明書を利用者に対して交付しな

ければならないこととしたものである。 

予防基準条例51条の13＝同旨 
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15 販売費用の額等の受領〔福祉用具販売〕 

◎指定特定福祉用具販売を提供した際には、販売費用の額の支払いを受けるものとする。 

 

◎そのほか、次に掲げる費用の支払を受けることができる。ただし、あらかじめ、利用者又は

家族に対して説明し、同意を得なければならない。 

①通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通

費 

②特定福祉用具の搬出入に特別な措置（通常必要となる人数以上の従事者など）が必要

な場合の当該措置に要する費用 

◎保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の徴収

は認められない。 

 

≪領収書の交付≫ 

◎利用者からサービスの提供に要した費用の支払いを受ける際、費用区分等を明確にした領収

証を交付しなければならない。（介護保険法第41条第８項） 

 

基準条例 解釈通知 

（販売費用の額等の受領） 

第271条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特

定福祉用具販売を提供した際には、法第44条第

３項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に

要した費用の額（以下「販売費用の額」という。）

の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の支払

を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払

を利用者から受けることができる。 

  ⑴ 通常の事業の実施地域以外の地域において

指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費 

  ⑵ 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な

場合の当該措置に要する費用 

３ 指定特定福祉用具販売事業者は、前項の費用

の額に係るサービスの提供に当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該サー

ビスの内容及び費用について説明を行い、利用

者の同意を得なければならない。 

(２)販売費用の額等の受領 

① 居宅基準条例第271条第１項に規定する「販売

費用の額」とは、法第44条第３項に規定する現

に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額で

あり、その費用には、通常の事業の実施地域に

おいて特定福祉用具販売を行う場合の交通費等

が含まれることとする。また、指定特定福祉用

具販売事業者は、現に当該特定福祉用具の購入

に要した費用の額として適切な販売費用の額を

設定し、指定特定福祉用具販売の提供内容によ

って利用者から選択されることが本旨である。

そのため、指定特定福祉用具販売事業者が受領

した自己の特定福祉用具の購入に要した費用を

金品その他の財産上の利益に替えて直接的又は

間接的に供与し、事実上自己の利用者の利用者

負担の全部又は一部を軽減している場合は、本

項の主旨からは除かれるものである。また、自

己以外の者が自己の特定福祉用具の購入に係る

利用者負担を前提として、自己の利用者に対し

て金品その他の財産上の利益を供与している場

合も同様である。 

②  居宅基準条例第271条第２項は、指定特定福祉

用具販売事業者は、指定特定福祉用具販売の提

供に関し、 

ア  通常の事業の実施地域以外の地域において

指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費 

イ  特定福祉用具の搬入に通常必要となる人数

以上の従事者が必要になる場合等特別な措置

が必要な場合の当該措置に要する費用 

については、前項の費用のほかに、利用者から
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支払を受けることができるものとし、介護保険

給付の対象となっているサービスと明確に区分

されないあいまいな名目による費用の支払を受

けることは認めないこととしたものである。 

③ 居宅基準条例第271条第３項は、指定訪問介護

に係る第21条第４項と同趣旨であるため、第３

の一[＝訪問介護]の３の(11)の④を参照された

い。 

予防基準条例260条＝同旨 
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16 保険給付の申請に必要となる書類等の交付〔福祉用具販売〕 

◎特定福祉用具販売の額の支払を受けた場合は、保険給付の申請に必要な書類等を利用者に対

して交付すること。 

 

〔利用者に交付が必要な書類〕 

①保険給付の申請のために必要と認められる事項を記載した証明書 

 ・当該指定特定福祉用具販売事業所の名称 

 ・販売した特定福祉用具の種目の名称、品目の名称及び販売費用の額など 

②領収書 

③当該特定福祉用具の概要（当該特定福祉用具販売のパンフレットなど） 

 

 

基準条例 解釈通知 

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 

第272条 指定特定福祉用具販売事業者は、指定特

定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受

けた場合は、次の各号に掲げる事項を記載した

書面を利用者に対して交付しなければならな

い。 

  ⑴ 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称 

  ⑵ 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名

称及び販売費用の額その他必要と認められる

事項を記載した証明書 

  ⑶ 領収書 

  ⑷ 当該特定福祉用具のパンフレットその他の

当該特定福祉用具の概要 

(３)保険給付の申請に必要となる書類等の交付 

  居宅基準条例第272条は、指定特定福祉用具販

売事業者が指定特定福祉用具販売に係る販売費

用の額の支払を受けた場合は、 

 ① 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称、

提供した特定福祉用具の種目の名称、品目の

名称及び販売費用の額その他保険給付の申請

のために必要と認められる事項を記載した証

明書 

 ②  領収書 

 ③  当該特定福祉用具販売のパンフレットその

他の当該特定福祉用具の概要 

を利用者に対し、交付することとされている。 

予防基準条例261条＝同旨 

 

 

 

[参考]介護保険法施行規則 

（居宅介護福祉用具購入費の支給の申請）  

第七十一条 居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次

に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。  

一 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名  

二 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日  

三 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由  

２ 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福

祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなけれ

ばならない。  

３ 第１項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画（指

定居宅サービス等基準第214条の２第１項に規定する特定福祉用具販売計画をいう。以下

この項において同じ。）を添付した場合であって、当該居宅サービス計画又は特定福祉用

具販売計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるとき

は、同項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。  
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17 指定福祉用具貸与等の基本取扱方針 

◎指定福祉用具貸与・販売は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止、利用者を介護する

者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うこと。 

◎常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与・販売すること。 

◎自らその提供する指定福祉用具貸与・販売の質の評価を行い、常にその改善を図ること。 

〔介護予防福祉用具貸与・販売の場合〕 

◎指定介護予防福祉用具貸与・販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定

し、計画的に行うこと。 

◎自らその提供する指定介護予防福祉用具貸与・販売の質の評価を行い、常にその改善

を図ること。 

◎指定介護予防福祉用具貸与・販売の目的は、利用者ができる限り要介護状態とならな

いで自立した日常生活を営むことができるよう支援することであることを、常に意識

してサービス提供に当たること。 

◎利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービス提

供に努めること。（利用者のできる能力を阻害するような不適切なサービス提供をしな

いこと。） 

 

基準条例 解釈通知 

（指定福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第254条 指定福祉用具賃与は、利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護す

る者の負担の軽減に資するよう、その目標を設

定し、計画的に行わなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、常に、清潔かつ

安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しな

ければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、自らその提供す

る指定福祉用具貸与の質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

(２)指定福祉用具貸与の基本取扱方針 

居宅基準条例第254条第２項は、指定福祉用具

貸与においては、福祉用具が様々な利用者に利

用されることから、その衛生と安全性に十分留

意することとしたものである。 

 

（指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第250条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の

介護予防に資するよう、その目標を設定し、計

画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らそ

の提供する指定介護予防福祉用具貸与の質の評

価を行い、常にその改善を図らなければならな

い。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介

護予防福祉用具貸与の提供に当たり、利用者が

できる限り要介護状態とならないで自立した日

常生活を営むことができるよう支援することを

目的とするものであることを常に意識してサー

ビスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者

がその有する能力を最大限活用することができ

るような方法によるサービスの提供に努めなけ

ればならない。 

(１)指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針 

  予防基準条例第250条にいう指定介護予防福

祉用具貸与の基本取扱方針について、特に留意

すべきところは、次のとおりである。 

① 介護予防福祉用具貸与の提供に当たって

は、１人ひとりの高齢者ができる限り要介護

状態にならないで自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的として行

われるものであることに留意しつつ行うこ

と。 

② サービスの提供に当たって、利用者ができ

ないことを単に補う形でのサービス提供は、

かえって利用者の生活機能の低下を引き起こ

し、サービスへの依存を生み出している場合

があるとの指摘を踏まえ、「利用者の自立の可

能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基

本として、利用者のできる能力を阻害するよ

うな不適切なサービス提供をしないよう配慮

すること。 

【販売】居宅基準条例254条を準用、予防基準条例264条＝同旨 
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18 指定福祉用具貸与等の具体的取扱方針 

【福祉用具専門相談員の業務の方針・手続】 

◎福祉用具貸与・販売計画に基づき、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専

門的知識に基づき相談に応じること。 

◎目録等の文書を示して福祉用具の機能、使用方法、利用料、全国平均貸与価格等に関する情

報を提供し、個別の福祉用具の貸与・販売に係る同意を得ること 

（※全国平均貸与価格の情報提供については平成３０年１０月から適用）。 

◎貸与・販売する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行うこと。 

◎利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うこと。 

◎当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書（当該福祉用

具の製造事業者、指定福祉用具貸与事業者等の作成した取扱説明書）を利用者に交付し、十

分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方

法の指導を行うこと。 

◎指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福

祉用具に関する情報を利用者に提供すること。 

 

 特に十分な説明が必要な福祉用具 説明事項 

貸与 使用に際し安全性の面から注意が必要な

福祉用具（電動車いす、移動用リフト等） 

利用に際しての注意事項（訓練操作

の必要性等） 

使用に際し衛生管理の面から注意が必要

な福祉用具（自動排泄処理装置等） 

 

利用者又は家族等が日常的に行わ

なければならない衛生管理（洗浄、

点検等） 

販売 使用に際し衛生面から注意が必要な福祉

用具（腰掛け便座、自動排泄処理装置の交

換可能部品等） 

利用に際しての注意事項（衛生管理

の必要性等） 

◎貸与の場合、利用者等からの要請等に応じて福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、

使用方法の指導、修理等を行うこと。（福祉用具の修理については、専門的な技術を有する

者に行わせても差し支えないが、専門相談員が責任をもって修理後の点検を行うこと。） 

◎居宅サービス計画に指定福祉用具貸与・販売が位置づけられる場合、サービス担当者会議等

を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じる

こと。 

〔助言・情報提供などが必要な理由〕 

○主治の医師からの情報伝達及びサービス担当者会議の結果を踏まえ、介護支援専門員

は、居宅サービス計画へ指定福祉用具貸与・販売の必要な理由の記載が必要となるた

め 

○指定福祉用具貸与については、必要に応じて随時、介護支援専門員は、同様の手続き

により、その必要な理由を記載した内容が、現在の利用者の心身の状況及びその置か

れている環境等に照らして、妥当なものかどうかの検証が必要となるため 
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基準条例 解釈通知 

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第255条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉

用具貸与の方針は、次に掲げるところによ

るものとする。 

  ⑴ 指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、次条第１項に規定する福祉用具貸与

計画に基づき、福祉用具が適切に選定さ

れ、かつ、使用されるよう、専門的知識に

基づき相談に応じるとともに、目録等の

文書を示して福祉用具の機能、使用方法、

利用料、全国平均貸与価格等に関する情

報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係

る同意を得るものとする。 

 ⑵ 法第８条第12項に規定する厚生労働大

臣が定める福祉用具及び同条第13項に規

定する特定福祉用具のいずれにも該当す

る福祉用具（以下「対象福祉用具」とい

う。）に係る指定福祉用具貸与の提供に当

たっては、利用者が指定福祉用具貸与又

は第266条に規定する指定特定福祉用具

販売のいずれかを選択できることについ

て十分な説明を行った上で、利用者の当

該選択に当たって必要な情報を提供する

とともに、医師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、居宅サービス計画の原案に

位置付けた指定居宅サービス等（法第８

条第24項に規定する指定居宅サービス等

をいう。第273条第２号において同じ。）の

担当者その他の関係者の意見及び利用者

の身体の状況等を踏まえ、提案を行うも

のとする。 

  ⑶ 指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛

生状態等に関し、点検を行う。 

  ⑷ 指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、利用者の身体の状況等に応じて福祉

用具の調整を行うとともに、当該福祉用

具の使用方法、使用上の留意事項、故障時

の対応等を記載した文書を利用者に交付

し、十分な説明を行った上で、必要に応じ

て利用者に実際に当該福祉用具を使用さ

せながら使用方法の指導を行う。 

  ⑸ 指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、利用者等からの要請等に応じて、貸与

した福祉用具の使用状況を確認し、必要

な場合は、使用方法の指導、修理等を行

う。 

 ⑹ 指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き、身体的拘束等を行っては

ならない。 

 ⑺ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

（3）指定福祉用具貸与の具体的取扱方針 

①  居宅基準条例第255条は、指定福祉用具貸与に係

る福祉用具専門相談員の業務の方針、手続を明確に

したものであり、福祉用具専門相談員は原則として

これらの手続を自ら行う必要がある。なお、同条第

４号の福祉用具の修理については、専門的な技術を

有する者に行わせても差し支えないが、この場合に

あっても、専門相談員が責任をもって修理後の点検

を行うものとする。 

② 同条第２号の対象福祉用具（以下「対象福祉用具」

という。）に係る指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、同号の規定に基づき、福祉用具貸与又は特定福

祉用具販売のいずれかを利用者が選択できること

や、それぞれのメリット及びデメリット等、利用者

の選択に当たって必要な情報を提供しなければなら

ない。 

また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活

環境等の変化の観点から、医師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービ

ス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の

担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カン

ファレンス又はサービス担当者会議といった多職

種による協議の結果を踏まえた対象福祉用具の利

用期間の見通しを勘案するものとする。 

なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士からのいずれかの意見を介護支

援専門員等と連携するなどの方法により聴取する

ものとするが、利用者の安全の確保や自立を支援す

る必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要が

あるなど、やむを得ない事情がある場合は、この限

りではない。 

③ 同条第４号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっ

ての調整、説明及び使用方法の指導について規定し

たものであるが、特に、電動車いす、移動用リフト

等の使用に際し安全性の面から注意が必要な福祉用

具については、訓練操作の必要性等利用に際しての

注意事項について十分説明するものとする。また、

自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管理の面から

注意が必要な福祉用具については、利用者又は家族

等が日常的に行わなければならない衛生管理（洗浄、

点検等）について十分説明するものとする。 

  なお、同号の「福祉用具の使用方法、使用上の留

意事項、故障時の対応等を記載した文書」は、当該

福祉用具の製造事業者、指定福祉用具貸与事業者等

の作成した取扱説明書をいうものである。 

④ 同条第５号は、指定福祉用具貸与の提供に当たっ

ての随時の使用方法の確認及び指導・修理について

規定したものであるが、特に自動排泄処理装置等の

使用に際し衛生管理の面から注意が必要な福祉用具

については、当該福祉用具の製造事業者が規定する

メンテナンス要領等に則り、定期的な使用状況の確

認、衛生管理、保守・点検を確実に実施すること。 

⑤ 同条第６号及び第７号は、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行う場合にあって
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記録しなければならない。 

  ⑻ 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与

が位置づけられる場合には、当該計画に

指定福祉用具貸与が必要な理由が記載さ

れるとともに、当該利用者に係る介護支

援専門員により、必要に応じて随時その

必要性が検討された上で、継続が必要な

場合にはその理由が居宅サービス計画に

記載されるように必要な措置を講じるも

のとする。 

⑼ 指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、同一種目における機能又は価格帯の

異なる複数の福祉用具に関する情報を利

用者に提供するものとする。 

も、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状

況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないこととしたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、

非代替性及び一時性の３つの要件を満たすことに

ついて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続

きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容

について記録しておくことが必要である。 

なお、居宅基準第204条の２第２項の規定に基づき、 

当該記録は、２年間保存しなければならない。 

⑥  同条第８号は、居宅サービス計画に指定福祉用具

貸与が位置づけられる場合、主治の医師からの情報

伝達及びサービス担当者会議の結果を踏まえ、介護

支援専門員は、当該計画へ指定福祉用具貸与の必要

な理由の記載が必要となるため、福祉用具専門相談

員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、福

祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供を行

う等の必要な措置を講じなければならない。 

また、必要に応じて随時、介護支援専門員は、同

様の手続により、その必要な理由を記載した内容

が、現在の利用者の心身の状況及びその置かれてい

る環境等に照らして、妥当なものかどうかの検証が

必要となるため、福祉用具専門相談員は、サービス

担当者会議等を通じて、福祉用具の適切な選定のた

めの助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講

じなければならない。 

⑦ 同条第９号は、利用者が適切な福祉用具を選択す

るための情報の提供について規定したものである

が、その提供に当たっては、現在の利用者の心身の

状況及びその置かれている環境等に照らして行うも

のとする。 

予防基準条例251条＝ほぼ同旨 

【販売】 

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第273条 福祉用具専門相談員の行う指定特定

福祉用具販売の方針は、次に掲げるところ

によるものとする。 

  ⑴ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっ

ては、次条第１項に規定する特定福祉用

具販売計画に基づき、特定福祉用具が適

切に選定され、かつ、使用されるよう、専

門的知識に基づき相談に応じるととも

に、目録等の文書を示して特定福祉用具

の機能、使用方法、販売費用の額等に関す

る情報を提供し、個別の特定福祉用具の

販売に係る同意を得るものとする。 

⑵ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具

販売の提供に当たっては、利用者が指定

福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売

のいずれかを選択できることについて十

分な説明を行った上で、利用者の当該選

択に当たって必要な情報を提供するとと

もに、医師、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、居宅サービス計画の原案に位

置付けた指定居宅サービス等の担当者そ

の他の関係者の意見及び利用者の身体の

状況等を踏まえ、提案を行うものとする。 

(４)指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針 

① 居宅基準条例第273条は、指定特定福祉用具販売に

係る福祉用具専門相談員の業務の方針、手続を明確

にしたものであり、福祉用具専門相談員は原則とし

てこれらの手続を自ら行う必要がある。 

② 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供

に当たっては、同条第２号の規定に基づき、福祉用

具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が

選択できることや、それぞれのメリット及びデメリ

ット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供

しなければならない。 

また、提案に当たっては、利用者の身体状況や生活

環境等の変化の観点から、医師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービ

ス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等の

担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カン

ファレンス又はサービス担当者会議といった多職

種による協議の結果を踏まえた対象福祉用具の利

用期間見通しを勘案するものとする。 

なお、提案に当たっては、医師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士からのいずれかの意見を介護支

援専門員等と連携するなどの方法により聴取する

ものとするが、利用者の安全の確保や自立を支援す

る必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要が

あるなど、やむを得ない事情がある場合は、この限
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  ⑶ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっ

ては、販売する特定福祉用具の機能、安全

性、衛生状態等に関し、点検を行う。 

  ⑷ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっ

ては、利用者の身体の状況等に応じて特

定福祉用具の調整を行うとともに、当該

特定福祉用具の使用方法、使用上の留意

事項等を記載した文書を利用者に交付

し、十分な説明を行った上で、必要に応じ

て利用者に実際に当該特定福祉用具を使

用させながら使用方法の指導を行う。 

⑸ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具

販売の提供に当たっては、利用者等から

の要請等に応じて、販売した福祉用具の

使用状況を確認するよう努めるととも

に、必要な場合は、使用方法の指導、修理

等を行うよう努めるものとする。 

⑹ 指定特定福祉用具販売の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、身体的拘束等を行って

はならない。 

⑺ 前号の身体的拘束等を行う場合には、

その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を

記録しなければならない。 

  ⑻ 居宅サービス計画に指定特定福祉用具

販売が位置づけられる場合には、当該計

画に特定福祉用具販売が必要な理由が記

載されるように必要な措置を講じるもの

とする。 

りではない。 

③ 同条第４号は、指定特定福祉用具販売の提供に当

たっての調整、説明及び使用方法の指導について規

定したものであるが、特に、腰掛便座、自動排泄処

理装置の交換可能部品等の使用に際し衛生面から注

意が必要な福祉用具については、衛生管理の必要性

等利用に際しての注意事項を十分説明するものとす

る。なお、同号の「福祉用具の使用方法、使用上の

留意事項、故障時の対応等を記載した文書」は、当

該特定福祉用具の製造事業者、指定特定福祉用具販

売事業者等の作成した取扱説明書をいうものであ

る。 

④ 同条第８号は、居宅サービス計画に指定特定福祉

用具販売が位置づけられる場合、主治の医師等から

の情報伝達及びサービス担当者会議の結果を踏ま

え、介護支援専門員は、当該計画へ指定特定福祉用

具販売の必要な理由の記載が必要となるため、福祉

用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等

を通じて、福祉用具の適切な選定のための助言及び

情報提供を行う等の必要な措置を講じなければなら

ない。 

⑤ 対象福祉用具に係るサービスを提供した福祉用具

専門相談員は利用者等に対し、福祉用具の不具合時

の連絡等使用に当たっての要請が行えるよう連絡先

を情報提供するものとする。 

 

予防基準条例265条＝ほぼ同旨 
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19 福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画の作成 

◎福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、福

祉用具貸与計画又は特定福祉用具販売計画を作成すること。 

契約終了から２年間保存が必要 

〔計画作成の留意点〕 

○計画の作成に係る一連の業務は、福祉用具専門相談員が行うこと 

○貸与と販売の両方の利用がある場合は、一体のものとして計画を作成すること 

○計画には、次の事項を記載すること（様式は任意） 

 ①福祉用具の利用目標 

②具体的な福祉用具の機種 

③当該福祉用具を選定した理由 等 

○関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事

項に記載すること 

◎既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って計画を作成すること。 

  ※計画作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、居宅サービス計画に沿ったもので

あるか確認し、必要に応じて計画を変更すること 

◎作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得ること。 

◎作成した福祉用具貸与計画は、利用者及び介護支援専門員に交付すること。 

◎福祉用具貸与計画については、計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行

うこと。（変更に当たっても、作成時と同様の取扱が必要） 

◎作成した特定福祉用具販売計画は、指定居宅介護支援事業者に提供するよう努めること。 

 

福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画の作成の流れ 

 

 

 

  

福祉用具貸与・販売事業所 居宅介護支援事業所 

アセスメント 

利用者の希望、心身の状況、 
その置かれている環境の把握 

連動 

必
要
に
応
じ
て
貸
与
計
画
を
変
更 

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
と
連
動
） 

必
要
に
応
じ
て
計
画
を
変
更 

居宅サービス計画原案作成 

サービス担当者会議等 

利用者への説明・同意 

居宅サービス計画の交付 

各種居宅サービスの開始 

モニタリング・連絡調整 

計画の作成 
（利用目標・機種・選定理由など） 

利用者への説明と同意 
計画の交付 

福祉用具の貸与・販売 

実施状況の把握（貸与の場合） 

提供 
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基準条例 解釈通知 

（福祉用具貸与計画の作成） 

第256条 福祉用具専門相談員は、利用者の希望、

心身の状況及びその置かれている環境を踏ま

え、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容、福祉用具

貸与計画の実施状況の把握（以下この条におい

て「モニタリング」という。）を行う時期等を記

載した福祉用具貸与計画を作成しなければなら

ない。この場合において、第266条に規定する指

定特定福祉用具販売の利用があるときは、第274

条第１項に規定する特定福祉用具販売計画と一

体のものとして作成されなければならない。 

２ 福祉用具貸与計画は、既に居宅サービス計画

が作成されている場合は、当該居宅サービス計

画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の

作成に当たっては、その内容について利用者又

はその家族に対して説明し、利用者の同意を得

なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画を

作成した際には、当該福祉用具貸与計画を利用

者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付

しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の

作成後、モニタリングを行うものとする。ただ

し、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提

供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサ

ービス提供の開始時から６月以内に少なくとも

１回モニタリングを行い、その継続の必要性に

ついて検討を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果

を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居

宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事

業者に報告しなければならない。 

７ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果

を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画

の変更を行うものとする。 

８ 第１項から第４項までの規定は、前項に規定

する福祉用具貸与計画の変更について準用す

る。 

(3) 福祉用具貸与計画の作成 

 ア 居宅基準条例第256条第１項は、福祉用具専

門相談員が利用者ごとに、福祉用具貸与計画

を作成しなければならないこととしたもので

ある。なお、指定特定福祉用具販売の利用が

ある場合は、指定福祉用具貸与と指定特定福

祉用具販売に係る計画は、一体的に作成する

こと。 

 イ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画

には、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用

具の機種、当該機種を選定した理由、当該福 

祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下オに

おいて「モニタリング」という。）を行う時期  

等を記載すること。その他、関係者間で共有

すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）

がある場合には、留意事項に記載すること。 

   なお、福祉用具貸与計画の様式については、

各事業所ごとに定めるもので差し支えない。 

 ウ 福祉用具貸与計画は、居宅サービス計画に

沿って作成されなければならないこととした

ものである。 

   なお、福祉用具貸与計画を作成後に居宅サ

ービス計画が作成された場合は、当該福祉用

具貸与計画が居宅サービス計画に沿ったもの

であるか確認し、必要に応じて変更するもの

とする。  

エ 福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、

希望及びその置かれている環境を踏まえて作

成されなければならないものであり、サービ

ス内容等への利用者の意向の反映の機会を保

障するため、福祉用具専門相談員は、福祉用

具貸与計画の作成に当たっては、その内容等

を説明した上で利用者の同意を得なければな

らず、また、当該福祉用具貸与計画を利用者

及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付

しなければならない。 

  なお、福祉用具貸与計画は、居宅基準条例

第262条第２項の規定に基づき、２年間保存し

なければならない。 

オ 同条第５項から第７項までは、福祉用具専

門相談員に対して、福祉用具貸与計画に記載

した時期にモニタリングを行うとともに、そ

の際、居宅サービスの提供状況等について記

録し、その記録を居宅介護支援事業者に報告

することを義務づけるものである。当該報告

は、居宅介護支援事業者において、福祉用具

貸与が居宅介護サービス計画に即して適切に

提供されているかどうか、また、当該福祉用

具貸与計画策定時からの利用者の身体の状況

等の変化を踏まえ、利用中の福祉用具が適切

かどうかなどを確認するために行うものであ

る。福祉用具専門相談員は、当該モニタリン

グの結果により、解決すべき課題の変化が認

められるなどの場合においては、当該居宅介

護支援事業者とも相談の上、必要に応じて当

該福祉用具貸与計画の変更を行うこと。 

また、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与
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の提供に当たっては、利用開始時から ６月

以内に少なくとも１回モニタリングを行い、

福祉用具の利用の必要性を確認するととも

に、必要に応じて、利用者の選択に当たって

必要な情報の提供を行う。当該検討に当たっ

ては、リハビリテーション会議又はサービス

担当者会議といった多職種が協議する場を

活用するほか、関係者への聴取による方法も

考えられる。なお、やむを得ない事情により

利用開始時から六月以内にモニタリングを

実施できなかった場合については、実施が可

能となった時点において、可能な限り速やか

にモニタリングを実施するものとする。 

［準用］ 

カ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第

13条第12号において、「介護支援専門員は、居

宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービ

ス事業者等に対して、指定居宅サービス等基

準において位置付けられている計画の提出を

求めるものとする」と規定していることを踏

まえ、居宅サービス計画に基づきサービスを

提供している指定福祉用具貸与事業者は、当

該居宅サービス計画を作成している指定居宅

介護支援事業者から福祉用具貸与計画の提出

の求めがあった際には、当該福祉用具貸与計

画を提供することに協力するよう努めるもの

とする。 

【販売】居宅基準条例第274条…１～３ほぼ同旨 

４ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計

画を作成した際には、当該特定福祉用具販売計

画を利用者に交付しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る

指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、特

定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用

具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を

行うものとする。 

 

 

 

 

（４） 

ア 貸与とほぼ同旨 

  イ 貸与のイ、ウとほぼ同旨 

  ウ 特定福祉用具販売計画は、利用者の心身

の状況、希望及びその置かれている環境を

踏まえて作成されなければならないもので

あり、サービス内容等への利用者の意向の

反映の機会を保障するため、福祉用具専門

相談員は、特定福祉用具販売計画の作成に

当たっては、その内容等を説明した上で利

用者の同意を得なければならず、また、当

該特定福祉用具販売計画を利用者に交付し

なければならない。なお、特定福祉用具販

売計画は、居宅基準条例第275条第２項の規

定に基づき、２年間保存しなければならな

い。 

エ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具

販売の提供に当たっては、当該計画の作成

後 、少なくとも １回、当該計画に記載し

た目標の達成状況の確認を行うものとす

る。なお、目標の達成状況の確認方法は、

訪問に限らず、本人や関係者への テレビ 

電話 装置等の活用 による聴取等も含ま

れのとし、テレビ電話装置等の活用に際し

ては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医

療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」を遵守するものとする。 
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  オ 貸与のカと同旨 

（５）同条第６号及び第７号は、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行う場合にあっても、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむ

を得ない理由を記録しなければならないこと

としたものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、

切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を

満たすことについて、組織等としてこれらの

要件の確認等の手続きを極めて慎重に行う

こととし、その具体的な内容について記録し

おくことが必要である。 

なお、居宅基準第275条第２項の規定に基 

づき、 当該記録は２年間保存しなければな

らない。 

 

 

〔平成２４年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.1)〕 

【問３】福祉用具サービス計画に、必ず記載しなければならない事項は何か。 

（答） 指定基準では、福祉用具サービス計画について、「利用者の心身状況、希望及び置かれている

環境を踏まえて、福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載」することとしている。 

    これを踏まえ、福祉用具サービス計画には、最低限次の事項の記載が必要であると考えられ

る。 

     ・ 利用者の基本情報（氏名、年齢、性別、要介護度等） 

     ・ 福祉用具が必要な理由 

     ・ 福祉用具の利用目標 

     ・ 具体的な福祉用具の機種と当該機種を選定した理由 

     ・ その他関係者間で共有すべき情報（福祉用具を安全に利用するために特に注意が必要

な事項、日常の衛生管理に関する留意点等） 
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20 介護予防福祉用具貸与計画・特定介護予防福祉用具販売計画の作成 

◎福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、介

護予防福祉用具貸与計画又は特定介護予防福祉用具販売計画を作成すること。 

契約終了から２年間保存が必要 

〔計画作成の留意点〕 
○計画の作成に係る一連の業務は、福祉用具専門相談員が行うこと 
○貸与と販売の両方の利用がある場合は、一体のものとして計画を作成すること 
○計画には、次の事項を記載すること（様式は任意） 
 ①福祉用具の利用目標 
②具体的な福祉用具の機種 
③当該福祉用具を選定した理由 等 

○関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合には、留意事
項に記載すること 

◎既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って計画を作成するこ

と。 

  ※計画作成後に介護予防サービス計画が作成された場合は、介護予防サービス計画に沿っ

たものであるか確認し、必要に応じて計画を変更すること 

◎作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を

得ること。 

◎作成した介護予防福祉用具貸与計画は、利用者及び介護支援専門員に交付すること。 

◎福祉用具貸与については、計画期間の終了までに、少なくとも１回を目安として、計画の実

施状況の把握（モニタリング）を行うこと。 

※モニタリングの結果について記録し、介護予防サービス計画を作成した介護予防支援事

業所に報告するとこと 

※モニタリングの結果、解決すべき課題の変化が認められる場合等は、介護予防支援事業

者とも相談の上、必要に応じて計画の変更を行うこと（手順等は作成時と同様） 

◎作成した特定介護予防福祉用具販売計画は、指定居宅介護支援事業者に提供するよう努める

こと。 

介護予防福祉用具貸与計画・特定介護予防福祉用具販売計画の作成の流れ 

 

 

  

介護予防福祉用具貸与・販売事業所 介護予防支援事業所 

アセスメント 

利用者の希望、心身の状況、 
その置かれている環境の把握 

連動 

必
要
に
応
じ
て
貸
与
計
画
を
変
更 

（
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
と
連
動
） 

必
要
に
応
じ
て
計
画
を
変
更 

サービス担当者会議等 

利用者への説明・同意 

モニタリング・連絡調整 

計画の作成 
（利用目標・機種・選定理由など） 

利用者への説明と同意 
計画の交付 

福祉用具の貸与・販売 

モニタリング（貸与の場合） 
報告 

提供 
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基準条例 解釈通知 

（介護予防福祉用具貸与計画の作成） 

第252条 福祉用具専門相談員は、利用

者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境等利用者の日常生活

全般の状況を踏まえて、指定介護予

防福祉用具貸与の目標、当該目標を

達成するための具体的なサービス

の内容、サービスの提供を行う期

間、介護予防福祉用具貸与計画の実

施状況の把握（以下この条において

「モニタリング」という。）を行う時

期等を記載した介護予防福祉用具

貸与計画を作成しなければならな

い。この場合において、第255条に規

定する指定特定介護予防福祉用具

販売の利用があるときは、第266条

第１項に規定する特定介護予防福

祉用具販売計画と一体のものとし

て作成しなければならない。 

２ 介護予防福祉用具貸与計画は、既

に介護予防サービス計画が作成さ

れている場合は、当該介護予防サー

ビス計画の内容に沿って作成しな

ければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、介護予防

福祉用具貸与計画の作成に当たっ

ては、その内容について利用者又は

その家族に対して説明し、利用者の

同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、介護予防

福祉用具貸与計画を作成した際に

は、当該介護予防福祉用具貸与計画

を利用者及び当該利用者に係る介

護支援専門員に交付しなければな

らない。 

５ 福祉用具専門相談員は、介護予防

福祉用具貸与計画に基づくサービ

ス提供の開始時から、必要に応じ、

モニタリングを行うものとする。た

だし、対象福祉用具に係る指定介護

予防福祉用具貸与の提供に当たっ

ては、介護予防福祉用具貸与計画に

基づくサービス提供の開始時から

６月以内に少なくとも１回モニタ

リングを行い、その継続の必要性に

ついて検討を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリ

ングの結果を記録し、当該記録を当

該サービスの提供に係る介護予防

サービス計画を作成した指定介護

予防支援事業者に報告しなければ

ならない。 

７ 福祉用具専門相談員は、モニタリ

ングの結果を踏まえ、必要に応じて

介護予防福祉用具貸与計画の変更

(３)介護予防福祉用具貸与計画の作成 

① 予防基準条例第252条第１項は、福祉用具専門相談員は、

介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならないこと

としたものである。介護予防福祉用具貸与計画作成に当たっ

ては、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該

機種を選定した理由等を明らかにするものとする。その他、

関係者間で共有すべき情報（福祉用具使用時の注意事項等）

がある場合には、留意事項に記載すること。 

  なお、介護予防福祉用具貸与計画の様式については、各事

業所ごとに定めるもので差し支えない。 

② 同条第２項は、介護予防福祉用具貸与計画は、介護予防サ

ービス計画に沿って作成されなければならないこととした

ものである。 

  なお、介護予防福祉用具貸与計画を作成後に介護予防サー

ビス計画が作成された場合は、当該介護予防福祉用具貸与計

画が介護予防サービス計画に沿ったものであるか確認し、必

要に応じて変更するものとする。 

 

③ 同条第３項及び第４項は、サービス提供に当たっての利用

者又はその家族に対する説明等について定めたものである。

介護予防福祉用具貸与計画は、利用者の心身の状況、希望及

びその置かれている環境を踏まえて作成されなければなら

ないものであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の

機会を保障するため、福祉用具専門相談員は、介護予防福祉

用具貸与計画の作成に当たっては、その内容等を説明した上

で利用者の同意を得なければならず、また、当該介護予防福

祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専

門員に交付しなければならない。 

  なお、介護予防福祉用具貸与計画は、予防基準条例第248

条第２項の規定に基づき、２年間保存しなければならない。 

④ 同条第５項から第７項は、事業者に対して介護予防サービ

スの提供状況等について介護予防支援事業者に対する報告

の義務づけを行うとともに、介護予防福祉用具貸与計画に定

める計画期間終了後の当該計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）を義務づけるものである。介護予防支援事業者に対す

る実施状況等の報告については、サービスが介護予防サービ

ス計画に即して適切に提供されているかどうか、また、当該

計画策定時からの利用者の身体の状況等の変化を踏まえ、利

用中の福祉用具が適切かどうか等を確認するために行うも

のであり、必要に応じて行うこととしている。 

  ただし、事業者は介護予防福祉用具貸与計画に定める計画

期間が終了するまでに、少なくとも１回を目安としてモニタ

リングを行い、利用者の介護予防福祉用具貸与計画に定める

目標の達成状況の把握等を行うよう努めることとし、当該モ

ニタリングの結果により、解決すべき課題の変化が認められ

る場合等については、担当する介護予防支援事業者とも相談

の上、必要に応じて当該介護予防福祉用具貸与計画の変更を

行うこと。 

⑤ 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準第30条第12号において、「担当職員は、介護予

防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス事業者

に対して、指定介護予防サービス等基準において位置付けら

れている計画の提出を求めるものとする」と規定しているこ

とを踏まえ、介護予防サービス計画に基づきサービスを提供
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を行うものとする。 

８ 第１項から第４項までの規定は、

前項に規定する介護予防福祉用具

貸与計画の変更について準用する。 

している指定介護予防支援事業者から介護予防福祉用具貸

与計画の提出の求めがあった際には、当該介護予防福祉用具

貸与計画を提出することに協力するよう求めるものとする。 

【販売】居宅基準条例第266条…１～

３ほぼ同旨 

４ 福祉用具専門相談員は、特定福祉

用具販売計画を作成した際には、当該

特定福祉用具販売計画を利用者に交

付しなければならない。 

 

 

（３） 

① 貸与とほぼ同旨 

  ② 同条第２号は、介護予防福祉用具貸与計画は、介護予

防サービス計画に沿って作成されなければならないこ

ととしたものである。 

  ③ 同条第３項及び第４項は、サービス提供に当たっての

利用者又はその家族に対する説明について定めたもの

である。特定介護予防福祉用具販売計画は、利用者の心

身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作

成されなければならないものであり、サービス内容等へ

の利用者の意向の反映の機会を保障するため、福祉用具

専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画の作成に

当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を

得なければならず、また、当該特定介護予防福祉用具販

売計画を利用者に交付しなければならない。 

なお、特定介護予防福祉用具販売計画は、予防基準

条例第262条第２項の規定に基づき、２年間保存しなけ

ればならない。 

  エ ［準用］ 

   指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準第30条第12号において、「担当職員は、

介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービ

ス事業者に対して、指定介護予防サービス等基準において

位置付けられている計画の提出を求めるものとする」と規

定していることを踏まえ、介護予防サービス計画に基づき

サービスを提供している指定介護予防支援事業者から介

護予防訪問看護計画の提供の求めがあった際には、当該介

護予防訪問看護計画を提出することに協力するよう努め

るものとする。 

 

＜参考様式の掲載について＞ 

 

◎４７ページから５０ページにおいて、一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会が作成し        

ている各種様式を掲載しています。 

◎運営基準上、これらの様式を使用することが義務付けられているわけではありませんが、

(介護予防)福祉用具貸与計画・特定(介護予防)福祉用具販売計画等を作成するにあたり、

大変に参考となる様式ですので、ご確認の上、適切な事業運営にお役立てください。 

  

＜参考：一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会ホームページ＞ 

① 説明様式 

  ( http://www.zfssk.com/sp/1204_monitoring/index.html ) 

② ガイドライン 

  ( http://zfssk.rgr.jp/h30reportpdf/h30report_08.pdf ) 

③ 「福祉用具の適切な貸与に関する普及啓発事業」報告書 

  ( http://www.zfssk.com/sp/1302_chosa/2018_index.html ) 

 

 

 

 

http://www.zfssk.com/sp/1204_monitoring/index.html
http://zfssk.rgr.jp/h30reportpdf/h30report_08.pdf
http://www.zfssk.com/sp/1302_chosa/2018_index.html
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総合的な
援助方針

利用者及び家
族の生活に対

する意向

□ 戸建

家
族

( エレベーター □ 有

利
用
者

無 ）
例：段差の有無など

□ 集合住宅(

□

ほとんど伝
達できない

□
伝達でき
ない

住環境

□

階 )

利用者から確認できなかった

□ 全介助 意欲・意向等

利用者の意欲・
意向,今困って
いること（福祉

用具で期待する
ことなど）

□ 利用者から確認できた

全介助

□

視覚・聴覚

居宅サービス計画

意思の伝達 □

意思を他者
に伝達でき
る

□
ときどき伝達
できる

□

更衣 □
自立
(介助なし)

□ 見守り等 □ 一部介助 

食事 □
自立
(介助なし)

□ 見守り等 □ 一部介助 

利用している
福祉用具

排泄 □
自立
(介助なし)

□ 見守り等 □ 一部介助 □

特記事項
入浴 □

自立
(介助なし)

□ 見守り等 □ 一部介助 □ 全介助

移動 □
自立
(介助なし)

□ 見守り等 □ 一部介助 □

全介助

屋内歩行 □
つかまらな
いでできる

□
何かにつか
まればできる

□

全介助

屋外歩行 □ つかまらないでできる□
何かにつか
まればできる

□ 一部介助 □

座位 □ できる □
自分の手で支
えればできる

□
支えてもらえ
ればできる

□ できない

できない
他のサービス

利用状況
できない

一部介助 □

家族構成/主介護者

移乗 □
自立
(介助なし)

□ 見守り等 □

障害日常生活自立度

一部介助 □ できない

□ 全介助
介護環境

一部介助 

一部介助 □
つかまらな
いでできる

□
何かにつか
まればできる

□

立ち上がり □
つかまらな
いでできる

□
何かにつか
まればできる

□

疾病

身長 ｃｍ 体重

□ できない
認知症の日常生活自立度

特記事項

麻痺・筋力低下

寝返り □
つかまらな
いでできる

□
何かにつか
まればできる

□ 一部介助 □

起き上がり

kg

身体状況・ＡＤＬ ( 年 月

できない

) 現在

ケアマネ
ジャーとの
相談記録

ケアマネジャー
との相談日

相談内容 相談者 利用者との続柄

ふくせん 福祉用具サービス計画書
(基本情報)

管理番号

作成日

福祉用具

専門相談員名

相談日

住所 ＴＥＬ

居宅介護支援事業所 担当ケアマネジャー

 

フリガナ 性別 生年月日 年齢 要介護度 認定期間

利用者名 様 　 M・Ｔ・Ｓ　　年　月　日 ～

 

参考：ふくせん福祉用具サービス計画書（基本情報） 
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(※)との
対応

種目 貸与価格(円)

提案する理由

【説明方法】
カタログ

Ｗｅｂページ
ＴＡＩＳページ

実物 等

採
　
否

提案品目（商品名）
全国平均

貸与価格(円)機種(型式)／ＴＡＩＳコード

貸与を提案する福祉用具 （ ／ 枚)

居宅介護
支援事業所

担当ケアマネジャー

月

※ 福祉用具が必要な理由（※）

ふくせん 福祉用具サービス計画書(選定提案)
管理番号
説明日

説明担当者

日 ～日 年 月 日年

フリガナ 性別 生年月日 年齢 要介護度 認定期間

利用者名 様 M・T・S 年 月

 

参考：ふくせん福祉用具サービス計画書（選定提案） 
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認定期間フリガナ 性別 生年月日 年齢 要介護度

ふくせん 福祉用具サービス計画書(利用計画) 管理番号

～利用者名 様 M・Ｔ・Ｓ 　年　月　日

1

※
生活全般の解決すべき課題・ニーズ

（福祉用具が必要な理由）
福祉用具利用目標

居宅介護
支援事業所

担当
ケアマネジャー

4

3

2

機種名

型式 TAIS・届出コード

※
との
対応

サービス種目(貸与・販売) 単位数

選定理由

選定福祉用具 ( ／ 枚)

留
意
事
項

□
私は、貸与・販売の選択制対象の福祉用具に関する説明、及
び選択に必要な情報の提供と提案を受けました。

 (　　　　)
□

私は、福祉用具サービス計画の内容について説明を受け、内
容に同意し、計画書の交付を受けました。

□
私は、貸与の候補となる機能や価格の異なる複数の福祉用
具の提示を受けました。

(続柄)代筆者名

日

□
私は、貸与の候補となる福祉用具の全国平均貸与価格等の
説明を受けました。 署名

日付 年 月

日

住　所 TEL FAX

事業所名 福祉用具専門相談員 月次回モニタリング 年

 

参考：ふくせん福祉用具サービス計画書（利用計画） 
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( / 枚 )
年 月 日
年 月 日

□ □ □
□ □ □ 他

□
□
□

□
□ 一部達成

□

□
□ 一部達成

□
□

□
□

□ □

□ □

□ □

□ □

年 月次回モニタリング 日

□ あり

福祉用具
サービス
計画の

見直しの
必要性

□ なし

あり あり

総合評価

あり あり

意欲・意向等の
変化

なし 介護環境②
（サービス利用

等）・住環境の
変化

なし

利用者等の変化

身体状況・ADL
の変化

なし 介護環境①
（家族の状況）の

変化

なし

□ なし

□ あり □ 問題あり □ 再検討

□ あり □ 問題あり □ 再検討

□ 問題なし □ 継続

□ 継続□ なし □ 問題なし

□ なし

□ あり □ 問題あり □ 再検討

□ あり □ 問題あり □ 再検討

□ 問題なし □ 継続

□ 継続□ なし □ 問題なし

□ なし

□ あり □ 問題あり □ 再検討

□ あり □ 問題あり □ 再検討

□ 問題なし □ 継続

□ 継続□ なし □ 問題なし

□ なし

□ あり □ 問題あり □ 再検討

□ あり □ 問題あり □ 再検討

□ 問題なし □ 継続

□ 継続

理由等 ※選択制対象種目の検討含む

□ なし □ 問題なし

※との
対応

利用福祉用具(サービス種目) 利用
開始日

利用状況
の問題

点検結果
今後の
方針機種(型式)

一部達成

未達成

未達成

4

達成

未達成

3

達成

一部達成

未達成

2

達成

詳細

1

達成

※ 福祉用具利用目標
目標達成状況

達成度

フリガナ
居宅介護支援事業所

担当
ケアマネジャー

利用者名 様
要介護度

確認手段

認定期間 ～

訪問 電話 （　　　　　　　）　　　　　　

前回実施日

モニタリング実施日

ふくせん モニタリングシート
(利用状況確認書)

管理番号

お話を伺った人 利用者 家族 他(　　　　　）

事業所住所

TEL

事業所名

福祉用具専門相談員

 

参考：ふくせんモニタリングシート（利用状況確認書）   
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21 利用者に関する市町村への通知 

◎利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して市町村に通知すること。 

契約終了から２年間保存が必要 

〔市町村に通報すべき場合〕 

①正当な理由なしに指定福祉用具貸与・販売の利用に関する指示に従わないことによ

り、要介護状態の程度を増進させたとき 

②偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（利用者に関する市町村への通知） 

第27条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用

具貸与を受けている利用者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は、遅滞なく、意見を付して

その旨を市町村に通知しなければならない。 

  ⑴ 正当な理由なしに指定福祉用具貸与の利用

に関する指示に従わないことにより、要介護

状態の程度を増進させたと認められるとき。 

⑵ 偽りその他不正な行為によって保険給付を

受け、又は受けようとしたとき。 

(15)利用者に関する市町村への通知 

居宅基準条例第27条は、偽りその他不正な行

為によって保険給付を受けた者及び自己の故意

の犯罪行為又は重大な過失等により、要介護状

態又はその原因となった事故を生じさせるなど

した者については、市町村が、法第22条第１項

に基づく既に支払った保険給付の徴収又は法第

64条に基づく保険給付の制限を行うことができ

ることに鑑み、指定福祉用具貸与事業者が、そ

の利用者に関し、保険給付の適正化の観点から

市町村に通知しなければならない事由を列記し

たものである。 

予防基準条例52条の3＝同旨 

【販売】居宅基準条例27条・予防基準条例52条の3を準用 

 

 

 

22 管理者の責務 

◎管理者は、定められた責務を果たすこと。 

〔管理者の行うべき事項〕 

①当該事業所の従業者の管理及び指定福祉用具貸与・販売の利用の申込みに係る調整、

業務の実施状況の把握などの一元的な管理 

②従業者に運営基準を遵守させるために必要な指揮命令 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（管理者の責務） 

第56条 指定福祉用具貸与事業所の管理者

は、指定福祉用具貸与事業所の従業者の管

理及び指定福祉用具貸与の利用の申込みに

係る調整、業務の実施状況の把握その他の

管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定福祉用具貸与事業所の管理者は、当

該指定福祉用具貸与事業所の従業者にこの

節の規定を遵守させるため必要な指揮命令

を行うものとする。 

(４)管理者の責務 

居宅基準条例第56条は、指定福祉用具貸与事業所

の管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえ

た利用者本位のサービス提供を行うため、利用者へ

のサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ

適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一元

的に行うとともに、当該指定福祉用具貸与事業所の

従業者の管理及び指定福祉用具貸与の利用の申込

みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理

を一元的に行うとともに、当該指定福祉用具貸与事

業所の従業者に居宅基準条例の第12章第４節[＝福

祉用具貸与の運営に関する基準]の規定を遵守させ

るため必要な指揮命令を行うこととしたものであ

る。 

予防基準条例54条＝同旨 

【販売】居宅基準条例56条・予防基準条例54条を準用 
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〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 

【全サービス】 

○ 管理者の責務 

【問184】 管理者に求められる具体的な役割は何か。 

（答） 

・ 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成11年９月17

日付け老企第25号）等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏ま

えた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職

員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な

指揮命令を行うこととしている。具体的には、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」

等を参考にされたい。 

≪参考≫ 

・ 「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」（抄） 

（令和元年度老人保健健康増進等事業「介護事業所・施設における管理者業務のあり方とサー

ビス提供マネジメントに関する調査研究」（一般社団法人シルバーサービス振興会）） 

 

 

 

23 運営規程 

◎事業所ごとに、事業の運営についての重要事項に関する規程（運営規程）を定めておくこと。 

 〔運営規程に定めるべき事項〕 

福祉用具貸与 特定福祉用具販売 

①事業の目的及び運営の方針 
②従業者の職種、員数及び職務内容 
③営業日及び営業時間 
④提供方法（福祉用具の選定の援助、納品
及び使用方法の指導の方法等）、取り扱う
種目及び利用料その他の費用の額 

※複数の福祉用具を貸与する場合に、通常
の貸与価格から減額して貸与する場合
は、単品利用料と減額利用料のいずれに
ついても記載 

⑤通常の事業の実施地域 
⑥虐待の防止のための措置に関する事項 
⑦その他運営に関する重要事項（福祉用具
の消毒方法） 

①事業の目的及び運営の方針 
②従業者の職種、員数及び職務内容 
③営業日及び営業時間 
④提供方法（福祉用具の選定の援助、納品
及び使用方法の指導の方法等）、取り扱う
種目及び販売費用の額その他の費用の額 

⑤通常の事業の実施地域 
⑥虐待の防止のための措置に関する事項 
⑦その他運営に関する重要事項 

個々の福祉用具の利用料については、下記
の事項が記載されていれば、額自体の記載
を要しない 
・その額の設定の方式（利用期間に歴月
による１月に満たない端数がある場合
の算定方法等） 

・その額が目録に記載されている旨 

個々の特定福祉用具の販売費用の額等につ
いては、下記の事項が記載されていれば、
額自体の記載を要しない 
・その額の設定の方式 
・その額が目録に記載されている旨 

 

 

〔平成27年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.１〕 
【問178】 運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような

届出を提出させるのか。 
 
（答） 指定福祉用具貸与事業者等が減額利用料に関する運用を行う場合、必要に応

じて運営規程に「その額の設定の方式」を定め、提出が必要となる。個々の
福祉用具の利用料については、運営規程に目録に記載されている旨が記載さ
れていれば目録を提出することになる。 
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老振発第 0 3 2 7 第３ 号 

                          平成 27 年３月 27 日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局）長 殿 

中核市 

 

厚生労働省老健局振興課長 

            （ 公 印 省 略 ） 

 

複数の福祉用具を貸与する場合の運用について 

 

 

第 119 回社会保障審議会介護給付費分科会による答申を受け、複数の福祉用具を貸与す 

る場合は、給付の効率化・適正化の観点から、予め都道府県等に減額の規程を届け出るこ 

とにより、通常の貸与価格から減額して貸与することを可能とする。本取り扱いは、指定 

福祉用具貸与事業者や指定介護予防福祉用具貸与事業者が複数の福祉用具を貸与する場合 

に、指定福祉用具貸与事業者等の経営努力などの取り組みを柔軟に利用料に反映すること 

で、適切な利用料によって利用者に対する福祉用具貸与がなされることを目的とするもの 

である。 

その運用方法については、下記のとおりとするので、各都道府県におかれては、管下の 

指定福祉用具貸与事業所等及び居宅介護支援事業所等に周知いただくと共に、事業者指定 

事務の取り扱いについてご配慮願いたい。 

 

 

記 

 

 

１．複数の福祉用具を貸与する場合の考え方 

複数の福祉用具を貸与する場合とは、同一の利用者に２つ以上の福祉用具を貸与する 

場合とする。そのため複数の捉え方については、例えば１つの契約により２つ以上の福 

祉用具を貸与する場合、契約数に関わらず２つ以上の福祉用具を貸与する場合等、指定 

福祉用具貸与事業者等が実情に応じて規定することとなる。 

 

２．減額の対象となる福祉用具の範囲 

減額の対象となる福祉用具の範囲は、指定福祉用具貸与事業者等が取り扱う福祉用具 

の一部又は全てを対象とすることができることとする。 

例えば、主要な福祉用具である車いす及び特殊寝台と同時に貸与される可能性が高い 

以下の種目を減額の対象となる福祉用具として設定することなどが考えられる。 

①いす付属品、②特殊寝台付属品、③床ずれ防止用具、④手すり、⑤スロープ、 

⑥歩行器 
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３．減額する際の利用料の設定方法 

指定福祉用具貸与事業者等は、既に届け出ている福祉用具の利用料（以下、「単品利用 

料」という。）に加えて、減額の対象とする場合の利用料（以下、「減額利用料」という。） 

を設定することとする。また、１つの福祉用具には、同時に貸与する福祉用具の数に応 

じて複数の減額利用料を設定することも可能である。 

従って、本取り扱いを行う指定福祉用具貸与事業者等は、予め事業所内のシステム等 

において１つの福祉用具に対して単品利用料と減額利用料を設定する必要がある。 

なお、特定の福祉用具を複数組み合わせたもの、いわゆるセットを定めることは認め 

ないこととし、利用者の状態に応じて適切な福祉用具が選定できるよう、個々の福祉用 

具に減額利用料を設定することとする。 

 

４．減額の規定の整備 

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 11 年３月 31 

日厚生省令第 37 号）（以下、「指定基準」という。）等に規定するとおり運営規定等に単 

品利用料と減額利用料のいずれについても記載する必要がある。 

指定基準等により、指定福祉用具貸与事業者等は利用料等の運営規定を定めることと 

されていることから、本取り扱いを行う指定福祉用具貸与事業者等においては、減額利 

用料に関する規定を定め、各指定権者において規定する事業者の指定に関する要領等に 

則った手続きが必要となる。 

 

５．減額利用料の算定等 

月の途中において、本取り扱いが適用される場合、或いは適用されなくなる場合の算 

定方法は、「介護報酬に係るＱ＆Ａ（vol.２）」（平成 15 年６月 30 日事務連絡）でお示し 

している「月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について」等 

の取り扱いに準じることとする。 

 

６．利用者への説明 

本運用を適用する場合、或いは適用されなくなる場合において変更契約等を行う際に 

は、指定福祉用具貸与事業者等は契約書等においてその旨を記載し、利用者に対して利 

用料の変更に関する説明を行い、理解を得ること。 

 

７．居宅介護支援事業所等への連絡 

本取り扱いに関する運用を含め、指定福祉用具貸与事業者等が利用料を変更する際は、 

居宅介護支援事業所等において区分支給限度基準額管理を適正に行えるよう、その都度、 

関係事業所が必要な情報を共有すること。 

 

８．その他留意事項 

減額する福祉用具の利用料については、利用料のうち重複する経費として想定される 

アセスメント、契約手続き、配送・納品及びモニタリング等に係る経費に相当する範囲 

において適切に設定いたただくようご留意願いたい。 
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基準条例 解釈通知 

（運営規程） 

第257条 指定福祉用具貸与事業者は、

指定福祉用具貸与事業所ごとに、次

に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規程（以下この章にお

いて「運営規程」という。）を定めて

おかなければならない。 

  ⑴ 事業の目的及び運営の方針 

  ⑵ 従業者の職種、員数及び職務内

容 

  ⑶ 営業日及び営業時間 

  ⑷ 指定福祉用具貸与の提供方法、

取り扱う種目及び利用料その他の

費用の額 

  ⑸ 通常の事業の実施地域 

 ⑹ 虐待の防止のための措置に関す

る事項 

  ⑺ その他運営に関する重要事項 

(４)運営規程 

  居宅基準条例第257条は、指定福祉用具貸与の事業の適正

な運営及び利用者に対する適切な指定福祉用具貸与の提供

を確保するため、同条第１号から第７号までに掲げる事項

を内容とする規程を定めることを指定福祉用具貸与事業所

ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するも

のとする。 

①  指定福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用

料その他の費用の額（第４号） 

「指定福祉用具貸与の提供方法」は、福祉用具の選定

の援助、納品及び使用方法の指導の方法等を指すもので

あること。「利用料」としては、法定代理受領サービスで

ある指定福祉用具貸与に係る利用料（１割負担、２割負

担又は３割負担)、法定代理受領サービスでない指定福祉

用具貸与の利用料を、「その他の費用の額」としては、居

宅基準条例第253条第３項により徴収が認められている

費用の額並びに必要に応じてその他のサービスに係る費

用の額を規定するものであるが、個々の福祉用具の利用

料については、その額の設定の方式（利用期間に歴月に

よる１月に満たない端数がある場合の算定方法等）及び

目録（居宅基準条例第261条第２項に規定する目録をい

う。）に記載されている旨を記載すれば足りるものとし、

運営規程には必ずしも額自体の記載を要しないものであ

ること。 

②  その他運営に関する重要事項（第７号） 

(６)の①の標準作業書に記載された福祉用具の消毒の

方法について規定すること。 

第３の一の３の(19)から 

なお、同一事業者が同一敷地内にある事業所において、複

数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事

業を一体的に行う場合においては、運営規程を一体的に作

成することも差し支えない（この点については他のサービ

ス種類についても同様とする。）。 

 ④ 通常の事業の実施地域（第５号） 

   通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定さ

れるものとすること。なお、通常の事業の実施地域は、利

用申込に係る調整等の観点からの目安であり、当該地域

を越えてサービスが行われることを妨げるものではない

ものであること。 

⑤ 虐待の防止のための措置に関する事項（第７号） 

（31）の虐待の防止に係る、組織内の体制（責任者の選

定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待

が疑われる事案（以下「虐待等」という。）が発生した場

合の対応方法等を指す内容であること。 

予防基準条例243条＝同旨  

【販売】居宅基準条例257条・予防基準

条例243条を準用 

（読み替え：「利用料」→「販売費用の

額」） 

第３の十二の３の(９)から 

③ 準用される居宅基準条例第257条については、次の点に留

意するものとする。 

「指定特定福祉用具販売の提供方法」は、福祉用具の選

定の援助、納品及び使用方法の指導の方法等を指すもので

あること。「販売費用の額」としては、法第44条第３項に規

定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額、「そ
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の他の費用の額」としては、居宅基準条例第271条第３項に

より徴収が認められている費用の額並びに必要に応じてそ

の他のサービスに係る費用の額を規定するものである。ま

た、個々の特定福祉用具の販売費用の額等については、そ

の額の設定の方式及び目録（居宅基準条例第276条で準用す

る居宅基準条例第261条第２項に規定する目録をいう。）に

記載されている旨を記載すれば足りるものとし、運営規程

には必ずしも額自体の記載を要しないものであること。 

 

 

 

24 勤務体制の確保等 

◎事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、従業者の勤務の体制を定めておくこと。 

〔勤務表で定めておくべき事項〕 

○福祉用具専門相談員の日々の勤務時間 

○常勤・非常勤の別 

○管理者との兼務関係 等 

◎当該事業所の従業者によって指定福祉用具貸与・販売を提供すること。 

※福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等については、当該事業所の従

業者たる福祉用具専門相談員が行うこと 

※福祉用具の運搬、回収、修理、保管、消毒等の利用者のサービスの利用に直接影響を及

ぼさない業務については、福祉用具専門相談員以外の者又は第三者が行ってもよい 

◎事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、福祉用具専門相談員の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等、必要な措置を講じること。 

 

 

基準条例［準用（第１項・第２項・第４項）］ 解釈通知［準用］ 

（勤務体制の確保等） 

第108条 指定福祉用具貸与事業者は、利用

者に対し適切な指定福祉用具貸与を提供

できるよう、指定福祉用具貸与事業所ご

とに従業者の勤務の体制を定めておかな

ければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉

用具貸与事業所ごとに、当該指定福祉用

具貸与事業所の従業者によって指定福祉

用具貸与を提供しなければならない。た

だし、利用者のサービス利用に直接影響

を及ぼさない業務については、この限り

でない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、適切な指

定福祉用具貸与の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより福祉用具専門相談員の就業環境

が害されることを防止するための方針の

(５)勤務体制の確保等 

居宅基準条例第108条は、利用者に対する適切な指

定福祉用具貸与の提供を確保するため、職員の勤務体

制等について規定したものであるが、このほか次の点

に留意するものとする。〈中略〉 

④ 同条第４項は、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律

第113号）第11条第１項及び労働施策の総合的な推

進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律（昭和41年法律第132号）第30条の

２第１項の規定に基づき、事業主には、職場におけ

るセクシュアルハラスメントやパワーハラスメン

ト（以下「職場におけるハラスメント」という。）の

防止のための雇用管理上の措置を講じることが義

務づけられていることを踏まえ、規定したものであ

る。事業主が講ずべき措置の具体的内容及び事業主

が講じることが望ましい取組については、次のとお

りとする。なお、セクシュアルハラスメントについ

ては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等か

ら受けるものも含まれることに留意すること。 
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明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

ア 事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業

主が職場における性的な言動に起因する問題に

関して雇用管理上講ずべき措置等についての指

針（平成18年厚生労働省告示第615号）及び事業

主が職場における優越的な関係を背景とした言

動に起因する問題に関して雇用管理上構ずべき

措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示

第５号。以下「パワーハラスメント指針」という。）

において規定されているとおりであるが、特に留

意されたい内容は以下のとおりである。 

ａ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

職場におけるハラスメントの内容及び職場に

おけるハラスメントを行ってはならない旨の

方針を明確化し、従業者に周知・啓発すること。 

ｂ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適

切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定める

こと等により、相談への対応のための窓口を

あらかじめ定め、労働者に周知すること。 

なお、パワーハラスメント防止のための事業主

の方針の明確化等の措置義務については、女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律

等の一部を改正する法律（令和元年法律第24

号）附則第３条の規定により読み替えられた労

働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の

安定及び職業生活の充実等に関する法律第30

条の２第１項の規定により、中小企業（医療・

介護を含むサービス業を主たる事業とする事

業主については資本金が5000万円以下又は常

時使用する従業員の数が100人以下の企業）は、

令和４年４月１日から義務化となり、それまで

の間は努力義務とされているが、適切な勤務体

制の確保等の観点から、必要な措置を講じるよ

う努められたい。 

イ 事業主が講じることが望ましい取組について 

パワーハラスメント指針においては、顧客等か

らの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）

の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮とし

て行うことが望ましい取組の例として、①相談に

応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、

②被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス

不調への相談対応、行為者に対して１人で対応さ

せない等）及び③被害防止のための取組（マニュ

アル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に

応じた取組）が規定されている。介護現場では特

に、利用者又はその家族等からのカスタマーハラ

スメントの防止が求められていることから、ア

（事業者が講ずべき措置の具体的内容）の必要な

措置を講じるにあたっては、「介護現場における

ハラスメント対策マニュアル」、「（管理職・職員

向け）研修のための手引き」等を参考にした取組

を行うことが望ましい。この際、上記マニュアル
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や手引きについては、以下の厚生労働省ホームペ

ージに掲載しているので参考にされたい。 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

 

第３の十一の３の(１０)から 

② 準用される居宅基準条例第108条第１項及び第２項

については、次の点に留意すること。 

 ア 指定福祉用具貸与事業所ごとに、福祉用具専門相

談員の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者

との兼務関係等を勤務表上明確にすること。 

 イ 福祉用具の選定の援助、機能等の点検、使用方法

の指導等については、当該指定福祉用具貸与事業所

の従業者たる福祉用具専門相談員が行わなければ

ならないが、福祉用具の運搬、回収、修理、保管、

消毒等の利用者のサービスの利用に直接影響を及

ぼさない業務については、福祉用具専門相談員以外

の者又は第三者に行わせることが認められるもの

としたものであること。なお、保管又は消毒を第三

者に委託等する場合は、居宅基準条例第260条[＝衛

生管理等]第３項の規定に留意すること。 

予防基準条例121条の2＝同旨 

【販売】居宅基準条例108条・予防基準条例121条の2を準用 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html
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25 業務継続計画の策定等     ［特定（介護予防）福祉用具販売を除く］ 

◎事業所は、業務継続計画について、以下の①～⑤を実施すること。 

 

なお、経過措置として令和７年３月31 日までの間、未実施の場合の減算は適用しないが、

義務となっていることを踏まえ、速やかに実施すること。 

 

①業務継続計画の策定 

 ・計画の策定にあたっては、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

 ・なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。 

 ・また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設

定すること。 

〔計画に記載すべき項目等〕 

(1)感染症に係る業務継続計画 

・平時からの備え 

（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

・初動対応 

・感染拡大防止体制の確立 

（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

(2)災害に係る業務継続計画 

・平常時の対応 

（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要 

品の備蓄等） 

・緊急時の対応 

（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

・他施設及び地域との連携 

 

   ※各項目の詳細は以下を参照。 

「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」 

「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」 

②定期的な研修及び訓練の実施 

  ・研修及び訓練の実施にあたっては、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

  ・実施にあたっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

  ・また、感染症の予防及びまん延の防止のための研修・訓練と一体的に実施することも差し支えない。 

〔研修について〕 

・研修内容の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するととも

に、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行う 

・定期的（年１回以上）な教育を開催するとともに、新規採用時には別に研修を実施することが望

ましい。 

・研修の実施内容については記録すること。 

〔訓練について〕 

・迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発

生した場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。 

・実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するものを適切に組み

合わせながら実施することが適切である。 
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③業務継続計画に従った必要な措置 

④福祉用具専門相談員への周知 

⑤定期的な業務継続計画の見直し・変更 

 

 

基準条例［準用（第32条の２）］ 解釈通知［準用］ 

（業務継続計画の策定等） 

第32条の２ 指定福祉用具貸与事業者は、感染症

や非常災害の発生時において、利用者に対する

指定福祉用具貸与の提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相

談員に対し、業務継続計画について周知すると

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

なければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、定期的に業務継

続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続

計画の変更を行うものとする。 

(５)業務継続計画の策定等 

（訪問入浴介護より準用） 

① 居宅基準条例第59条により準用される居宅

基準条例第32条の２は、指定福祉用具貸与事

業者は、感染症や災害が発生した場合にあっ

ても、利用者が継続して指定福祉用具貸与の

提供を受けられるよう、業務継続計画を策定

するとともに、当該業務継続計画に従い、指

定福祉用具貸与従業者に対して、必要な研修

及び訓練（シミュレーション）を実施しなけ

ればならないこととしたものである。なお、

業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施に

ついては、居宅基準条例第32条の２に基づき

事業所に実施が求められるものであるが、他

のサービス事業者との連携等により行うこと

も差し支えない。また、感染症や災害が発生

した場合には、従業者が連携し取り組むこと

が求められることから、研修及び訓練の実施

にあたっては、全ての従業者が参加できるよ

うにすることが望ましい。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載す

ること。なお、各項目の記載内容については、

「介護施設・事業所における感染症発生時の

業務継続ガイドライン」及び「介護施設・事

業所における自然災害発生時の業務継続ガイ

ドライン」を参照されたい。また、想定され

る災害等は地域によって異なるものであるこ

とから、項目については実態に応じて設定す

ること。なお、感染症及び災害の業務継続計

画を一体的に策定することを妨げるものでは

ない。さらに、感染症に係る業務継続計画並

びに感染症の予防及びまん延の防止のための

指針については、それぞれに対応する項目を

適切に設定している場合には、一体的に策定

することとして差し支えない 。 

ア 感染症に係る業務継続計画 

ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感

染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の

確保等） 

ｂ 初動対応 

ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との

連携、濃厚接触者への対応、関係者との

情報共有等） 

イ 災害に係る業務継続計画 

ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、

電気・水道等のライフラインが停止した

場合の対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基
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準、対応体制等） 

ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務

継続計画の具体的内容を職員間に共有すると

ともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対

応にかかる理解の励行を行うものとする。 

職員教育を組織的に浸透させていくため

に、定期的（年１回以上）な教育を開催する

とともに、新規採用時には別に研修を実施す

ることが望ましい。また、研修の実施内容に

ついても記録すること。なお、感染症の業務

継続計画に係る研修については、感染症の予

防及びまん延の防止のための研修と一体的

に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感

染症や災害が発生した場合において迅速に行

動できるよう、業務継続計画に基づき、事業

所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生

した場合に実践するケアの演習等を定期的

（年１回以上）に実施するものとする。なお、

感染症の業務継続計画に係る訓練について

は、感染症の予防及びまん延の防止のための

訓練と一体的に実施することも差し支えな

い。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は

問わないものの、机上及び実地で実施するも

のを適切に組み合わせながら実施すること

が適切である。 

予防基準条例55条の2の2＝同旨 

【販売】居宅基準条例32条の2・予防基準条例55条の2の2を準用 
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26 適切な研修の機会の確保・福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上 

◎福祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関する適切な研修の機会を確保する

こと。 

◎福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、指定福祉用具貸与の目的を達成するために必

要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努めること。 

 

基準条例 解釈通知 

（適切な研修の機会の確保） 

第258条 指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専

門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関

する適切な研修の機会を確保しなければならな

い。 

２ 福祉用具専門相談員は、常に自己研鑽に励み、

指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要

な知識及び技能の習得、維持及び向上に努めな

ければならない。 

(６)適切な研修の機会の確保 

① 居宅基準条例第258条第１項は、福祉用具の種

類が多種多様であり、かつ、常に新しい機能を

有するものが開発されるとともに、要介護者の

要望は多様であるため、福祉用具専門相談員は

常に最新の専門的知識に基づいた情報提供、選

定の相談等を行うことが求められる。このため、

指定福祉用具貸与事業者は、福祉用具専門相談

員に福祉用具の構造、使用方法等についての継

続的な研修を定期的かつ計画的に受けさせなけ

ればならないこととしたものである。 

② 同条第２項は、福祉用具専門相談員は、利用

者が可能な限り、その有する能力に応じ自立し

た生活を営むことができるよう、利用者の心身

の状況等を踏まえた適切な目標の設定、目標達

成のための具体的なサービス内容の検討など福

祉用具貸与計画の作成や利用者への説明を通じ

て、適切な福祉用具の選定がなされるよう援助

を行うことが求められている。このため、福祉

用具専門相談員は常に必要な知識及び技能の修

得、維持及び向上に努めなければならないこと

としたものである。 

予防基準条例244条＝同旨 

【販売】居宅基準条例258条・予防基準条例244条を準用 

 

 

 

 

 

27 福祉用具の取扱種目 

◎利用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類

の福祉用具を取り扱うようにすること。 

 

 

基準条例 解釈通知 

（福祉用具の取扱種目） 

第259条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者の身体の状態の多様性、

変化等に対応することができるよう、できる限り多くの種類の福祉

用具を取り扱うようにしなければならない。 

 

予防基準条例245条＝同旨 

【販売】居宅基準条例259条・予防基準条例245条を準用 
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28 衛生管理等 

◎従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うこと。 

  ※従業者が感染源となることを予防し、また従業者を感染の危機から守るため、使い捨て

の手袋等感染を予防するための備品等を備えるなどの対策を講じること 

◎事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めること。 

◎事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じること（令和６年

３月31日までの間は、努力義務）。 

 ①感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の

情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができるものと

する。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門

相談員等に周知徹底を図ること。 

 ②事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

   ※指針には、平常時の対策及び発生時の対応を規定すること 

 ③福祉用具専門相談員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的（年１回以上）に実施すること。 

◎貸与の場合、回収した福祉用具について、適正な方法により消毒及び保管を行うこと。 

 

 消毒及び保管に係る留意事項 

自事業所で 

実施の場合 

○福祉用具の種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速や

かに消毒すること 

  ・福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及び消毒器材の保守点検の

方法を記載した標準作業書を作成すること 

・これに従い熱湯による消毒、消毒液を用いた拭清等、その種類、材質

等からみて適切な消毒効果を有する方法により消毒を行うこと 

・自動排泄処理装置については、製造事業者が規定するメンテナンス要

領等に則り、衛生管理（分解洗浄、部品交換、動作確認等）を確実に

実施すること 

○既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分し

て保管すること 

他事業所へ 

委託の場合 

 

○委託契約等において保管・消毒が適切な方法により行われることを担保す

ること 

○業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録すること 
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 ○保管・消毒が適切な方法により行われることを担保するため、委託契約等

において、次に掲げる事項を文書により取り決めること 

     受託者等＝当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他の事業所及

び指定福祉用具貸与事業者に福祉用具を貸与する事業

者を含む 

     指定事業者＝指定(介護予防)福祉用具貸与事業者 

ア  当該委託等の範囲 

イ  当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件 

ウ 委託等業務が居宅基準第13章第４節の運営基準に従って適切に行われ

ていることを指定事業者が定期的に確認する旨 

   ※確認した結果の記録を作成すること（２年間保存） 

エ  指定事業者が当該委託等業務に関し受託者等に対し指示を行い得る旨 

   ※この指示は文書により行うこと（２年間保存） 

オ 指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所要の措置を

講じるよう前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたこ

とを指定事業者が確認する旨 

   ※確認した結果の記録を作成すること（２年間保存） 

カ  受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償すべき事故が

発生した場合における責任の所在 

キ  その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要な事項 
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基準条例 解釈通知 

（衛生管理等） 

第260条 指定福祉用具貸与事

業者は、従業者の清潔の保持

及び健康状態について、必要

な管理を行わなければならな

い。 

２ 指定福祉用具貸与事業者

は、回収した福祉用具を、その

種類、材質等からみて適切な

消毒効果を有する方法により

速やかに消毒するとともに、

既に消毒が行われた福祉用具

と消毒が行われていない福祉

用具とを区分して保管しなけ

ればならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者

は、前項の規定にかかわらず、

福祉用具の保管又は消毒を委

託等により他の事業者に行わ

せることができる。この場合

において、当該指定福祉用具

貸与事業者は、当該委託等の

契約の内容において保管又は

消毒が適切な方法により行わ

れることを担保しなければな

らない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者

は、前項の規定により福祉用

具の保管又は消毒を委託等に

より他の事業者に行わせる場

合にあっては、当該事業者の

業務の実施状況について定期

的に確認し、その結果等を記

録しなければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者

は、事業所の設備及び備品に

ついて、衛生的な管理に努め

なければならない。 

６ 指定福祉用具貸与事業者

は、当該指定福祉用具貸与事

業所において感染症が発生

し、又はまん延しないように

次の措置を講じること。 

 ① 感染症の予防及びまん延

の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装

置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」

という。）を活用して行うこ

とができるものとする。）を

おおむね６月に１回以上開

催するとともに、その結果

について、福祉用具専門相

談員に周知徹底を図るこ

と。 

(７)衛生管理等 

①  福祉用具の種類ごとに、消毒の具体的方法及び消毒器材の保守

点検の方法を記載した標準作業書を作成し、これに従い熱湯によ

る消毒、消毒液を用いた拭清等、その種類、材質等からみて適切

な消毒効果を有する方法により消毒を行うものとする。 

  なお、自動排泄処理装置を取り扱う場合は、当該自動排泄処理

装置の製造事業者が規定するメンテナンス要領等に則り、利用者

を変更する場合に必要とされる衛生管理（分解洗浄、部品交換、

動作確認等）が確実に実施されるよう、特に留意すること。 

②  第３項の規定により、福祉用具の保管又は消毒の業務の全部又

は一部を他の事業者（当該指定福祉用具貸与事業者が運営する他

の事業所及び指定福祉用具貸与事業者に福祉用具を貸与する事

業者を含む。以下「受託者等」という。）に行わせる指定福祉用具

貸与事業者（以下この項において「指定事業者」という。）は、当

該保管又は消毒の業務が適切な方法により行われることを担保

するため、当該保管又は消毒の業務に係る委託契約（当該指定福

祉用具貸与事業者が運営する他の事業所に当該保管又は消毒の

業務を行わせる場合にあっては、業務規程等）において次に掲げ

る事項を文書により取り決めなければならない。 

ア 当該委託等の範囲 

イ 当該委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件 

ウ 受託者等の従業者により当該委託等がなされた業務（以下

「委託等業務」という）が居宅基準条例第12章第４節の運営基

準に従って適切に行われていることを指定事業者が定期的に

確認する旨 

エ 指定事業者が当該委託等業務に関し受託者等に対し指示を

行い得る旨 

オ 指定事業者が当該委託等業務に関し改善の必要を認め、所用

の措置を講じるよう前号の指示を行った場合において当該措

置が講じられたことを指定事業者が確認する旨  

カ 受託者等が実施した当該委託等業務により利用者に賠償す

べき事故が発生した場合における責任の所在 

キ その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必要

な事項 

③ 指定事業者は②のウ及びオの確認の結果の記録を作成しなけ

ればならない。 

④ 指定事業者が行う②のエの指示は、文書により行われなければ

ならない。 

⑤ 指定福祉用具貸与事業者は、居宅基準条例第262条第２項の規

定に基づき、②のウ及びオの確認の結果の記録を２年間保存しな

ければならない。 

⑥ 居宅基準条例第59条の規定により指定福祉用具貸与の事業に

ついて準用される居宅基準条例第33条第３項に規定する感染症

が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については、具

体的には次のアからウまでの取扱いとすること。各事項につい

て、同項に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他の

サービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知

識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ま

しく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の

者も含め積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバー

の責任及び役割分担を明確にするとともに、感染対策を担当

する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくこ
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 ② 感染症の予防及びまん延

の防止のための指針を整備

すること。 

   ※指針には、平常時の対

策及び発生時の対応を規

定すること 

 ③ 福祉用具専門相談員に対

し、感染症の予防及びまん

延の防止のための研修及び

訓練を定期的（年１回以上）

に実施すること。 

とが必要である。 

なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業

所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者としての

職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務

先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状

況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂

行する上で支障がないと考えられ者を選任すること。 

(※)身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看

護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護師が望ましい。）、

事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実

施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するた

めの措置を適切に実施するための担当者 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応

じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとともに、

感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催す

る必要がある。また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守

すること。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、

これと一体的に設置・運営することとして差し支えない。ま

た、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス

事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針」には、平常時の対策及び発生時の対応を規定する。

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備

等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等、

発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、

医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機

関との連携、行政等への報告等が想定される。また、発生時

における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体

制を整備し、明記しておくことも必要である。 

なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護

現場における感染対策の手引き」を参照されたい。 

ウ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

福祉用具貸与従業者に対する「感染症の予防及びまん延の

防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適

切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指

針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行う

ものとする。職員教育を組織的に浸透させていくためには、

当該事業所が定期的な教育（年１回以上）を開催するととも

に、新規採用時には感染対策研修を実施することが望まし

い。また、研修の実施内容についても記録することが必要で

ある。なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所

の職員向け感染症対策力向上のための研修教材」等を活用す

るなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所

の実態に応じ行うこと。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、

発生時の対応について、訓練（シミュレーション）を定期的

（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、

感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応

を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の

確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するも

のとする。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないもの
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の、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら

実施することが適切である。 

予防基準条例246条＝同旨  

【販売】 

（衛生管理等） 

第33条 指定特定福祉用具販売

事業者は、従業者の清潔の保

持及び健康状態について、必

要な管理を行わなければなら

ない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業

者は、指定特定福祉用具販売

事業所の設備及び備品等につ

いて、衛生的な管理に努めな

ければならない。 

３ 指定福祉用具販売事業者は、

当該指定福祉用具販売事業所

において感染症が発生し、又

はまん延しないように、次の

各号に掲げる措置を講じなけ

ればならない。 

(１) 当該指定福祉用具販売事

業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電

話装置その他の情報通信機器

（以下「テレビ電話装置等」と

いう。）を活用して行うことが

できるものとする。）をおおむ

ね６月に１回以上開催すると

ともに、その結果について、福

祉用具専門相談員に周知徹底

を図ること。 

(２) 当該指定福祉用具販売事

業所における感染症の予防及

びまん延の防止のための指針

を整備すること。 

(３) 当該指定福祉用具販売事

業所において、福祉用具専門

相談員に対し、感染症の予防

及びまん延の防止のための研

修及び訓練を定期的に実施す

ること。 

（令３条例11・一部改正） 

 

第３の二の３の(8)衛生管理等 

① 居宅基準条例第33条第１項及び第２項は、指定特定福祉用具

販売事業者は、福祉用具専門相談員の清潔の保持及び健康状態の

管理並びに指定特定福祉用具販売事業所の設備及び備品等の衛

生的な管理に努めるべきことを規定したものである。特に、指定

特定福祉用具販売事業者は、福祉用具専門相談員が感染源となる

ことを予防し、また福祉用具専門相談員を感染の危険から守るた

め、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど

対策を講じる必要がある。 

 

第３の二の３の（8）の②  

貸与と同旨 

 

予防基準条例55条の3＝同旨  
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29 掲示及び目録の備え付け 

 

◎事業所の見やすい場所に、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲

示または閲覧可能な形でファイル等で備え置くことに加え、原則、ウェブサイト上に掲載※

すること。                        （※ 令和７年４月１日から適用） 

〔掲示すべき重要事項〕 

①運営規程の概要 

②福祉用具専門相談員の勤務体制 

③事故発生時の対応 

④苦情処理の体制 など 

 

◎利用者の福祉用具の選択に資するため、事業所には、その取り扱う福祉用具の品名及び品名

ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けること。 

 

 

基準条例 解釈通知 

（掲示及び目録の備え付け） 

第261条 指定福祉用具貸与事業者は、

事業所の見やすい場所に、運営規程

の概要その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる

重要事項（以下この条において単に

「重要事項」という。）を掲示しな

ければならない。 

2 指定福祉用具貸与事業者は、重要

事項を記載した書面を当該指定福

祉用具貸与事業所に備え付け、か

つ、これをいつでも関係者に自由に

閲覧させることにより、前項の規定

による掲示に代えることができる。 

3 指定福祉用具貸与事業者は、原則

として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。 

4 指定福祉用具貸与事業者は、利用

者の福祉用具の選択に資するため、

指定福祉用具貸与事業所に、その取

り扱う福祉用具の品名及び品名ご

との利用料その他の必要事項が記

載された目録等を備え付けなけれ

ばならない。 

（29）掲示 

① 居宅基準条例第261条第１項は、指定福祉用具貸与事業

者は、運営規程の概要、福祉用具専門相談員の勤務体制、

事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を指定福祉用

具貸与介護事業所の見やすい場所に掲示することを規定

したものである。また、同条第３項は、指定福祉用具貸与

事業所は、原則として、重要事項を当該福祉用具貸与事業

者のウェブサイトに掲載することを規定したものである

が、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サ

ービス情報公表システムのことをいう。なお、指定福祉用

具貸与事業者は、重要事項の掲示及びウェブサイトへの掲

載を行うにあたり、次に掲げる点に留意する必要がある。 

ア 事業所の見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介

護サービスの利用申込者、利用者又はその家族に対して

見やすい場所のことであること。 

イ 福祉用具専門相談員の勤務体制については、職種ご

と、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示する趣旨であり、

福祉用具専門相談員等の氏名まで掲示することを求め

るものではないこと。 

ウ 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140

条の44各号に掲げる基準に該当する指定福祉用具貸与

事業所については、介護サービス情報制度における報告

義務の対象ではないことから、基準条例第261条第３項

の規定によるウェブサイトへの掲載は行うことが望ま

しいこと。なお、ウェブサイトへの掲載を行わない場合

も、同条第１項の規定による掲示は行う必要があるが、

これを同条第２項や居宅基準第217条第１項の規定に基

づく措置に代えることができること。 

② 同条第２項は、重要事項を記載したファイル等を介護サ

ービスの利用申込者、利用者又はその家族等が自由に閲覧

可能な形で当該指定福祉用具貸与事業所内に備え付ける

ことで同条第１項の掲示に代えることができることを規

定したものである。 

予防基準条例247条＝同旨 

【販売】居宅基準条例261条・予防基準条例247条を準用 
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30 秘密保持等 

◎従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らさないこと。 

◎過去に事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、これらの秘密を漏らさないよう必要

な措置を講じること。 

  ※従業者でなくなった後も秘密を保持すべき旨を、雇用時等に取り決め、例えば違約金に

ついて定めておくこと 

◎連携するサービス担当者間で利用者又は家族の個人情報を用いることについて、サービス提

供開始時に、利用者及び家族から包括的な同意を文書により得ておくこと。 

 

 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（秘密保持等） 

第35条 指定福祉用具貸与事業所の従業者は、正

当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用

具貸与事業所の従業者であった者が、正当な理

由がなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措

置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、サービス担当者

会議等において、利用者の個人情報を用いる場

合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報

を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ

文書により得ておかなければならない。 

 

(25)秘密保持等 

① 居宅基準条例第35条第１項は、指定福祉用具

貸与事業所の福祉用具専門相談員その他の従業

者に、その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密の保持を義務づけたものである。 

② 同条第２項は、指定福祉用具貸与事業者に対

して、過去に当該指定福祉用具貸与事業所の福

祉用具専門相談員その他の従業者であった者

が、その業務上知り得た利用者又はその家族の

秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取る

ことを義務づけたものであり、具体的には、指

定福祉用具貸与事業者は、当該指定福祉用具貸

与事業所の福祉用具専門相談員その他の従業者

が、従業者でなくなった後においてもこれらの

秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に

取り決め、例えば違約金についての定めをおく

などの措置を講ずべきこととするものである。 

③ 同条第３項は、福祉用具専門相談員がサービ

ス担当者会議等において、課題分析情報等を通

じて利用者の有する問題点や解決すべき課題等

の個人情報を、介護支援専門員や他のサービス

の担当者と共有するためには、指定福祉用具貸

与事業者は、あらかじめ、文書により利用者又

はその家族から同意を得る必要があることを規

定したものであるが、この同意は、サービス提

供開始時に利用者及びその家族から包括的な同

意を得ておくことで足りるものである。 

予防基準条例55条の5＝同旨 

【販売】居宅基準条例35条・予防基準条例55条の5を準用 

 

関連通知 

◎医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス 

：（平成29年4月14日通知、同年5月30日適用） 

◎「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 

に関するＱ＆Ａ（事例集） 

：（平成29年5月30日適用） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 
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31 広告 

◎虚偽又は誇大な内容の広告を行わないこと。 

 

基準条例［準用］ 解釈通知 

（広告） 

第36条 指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸与事業所につい

て広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであ

ってはならない。 

 

予防基準条例55条の6＝同旨 

【販売】居宅基準条例36条・予防基準条例55条の6を準用 

 

 

32 居宅介護支援事業者等に対する利益供与の禁止 

◎居宅介護支援の公正中立性を確保するため、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利

益供与を行わないこと。 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第37条 指定福祉用具貸与事業者は、居宅介護支

援事業者又はその従業者に対し、利用者に対し

て特定の事業者によるサービスを利用させるこ

との対償として、金品その他の財産上の利益を

供与してはならない。 

（27）居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁

止 

居宅基準条例第37条は、居宅介護支援の公正

中立性を確保するために、指定福祉用具貸与事

業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に

対し、利用者に対して特定の事業者によるサー

ビスを利用させることの対償として、金品その

他の財産上の利益を供与してはならないことと

したものである。 

予防基準条例55条の7（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止）＝同旨 

【販売】居宅基準条例37条・予防基準条例55条の7を準用 

★居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者又はその従業者の利益収受も、居宅介護支援・

介護予防支援の運営基準で禁じられているところであり、こうした利益供与・利益収受は

指定の取消等につながる重大な基準違反である。（接待・贈答・商品配布なども行わないこ

と。） 

 

◎また、利用者に対して利用特典を付す行為も、不必要なサービス利用を助長し、自由なサ

ービス選択を妨げるなど、居宅介護支援・介護予防支援の適正な運用に影響を及ぼす可能

性があり、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用

具の選定の援助等を妨げることになりかねないため、これを行わないこと。 

 

基準条例 解釈通知 

（基本方針） 

第249条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与（以下「指定福祉用具貸与」と

いう。）の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福

祉用具（法第８条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以

下この章において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与

することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとと

もに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

 

予防基準条例238条＝同旨 

【販売】居宅基準条例266条・予防基準条例255条を準用＝同旨 
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33 苦情処理 

◎提供したサービスに関する利用者及び家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、

必要な措置を講じること。 

〔苦情処理に必要な措置〕 

○相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講

じる措置の概要を明らかにしておくこと 

○利用申込者又はその家族にサービスの内容を説明する文書に、苦情に対する措置の概

要についても併せて記載するとともに、事業所に掲示（いつでも自由に閲覧できるフ

ェイル等の備え付けに代えることができる）し、かつ、ウェブサイトに掲載すること 

 

 

 事業者に直接苦情があった場合  

・事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容等を記録

すること 契約終了から２年間保存が必要 

・苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を

踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うこと 

 

 市町村に苦情があった場合   

・市町村が行う文書等の提出・提示の求め、職員からの質問・照会に応じるとともに、利用

者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力すること 

・市町村から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（市町村から

の求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告すること） 

 

 国保連に苦情があった場合   

・利用者からの苦情に関して国保連が行う調査に協力すること 

・国保連から指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行うこと（国保連から

の求めがあった場合には、改善の内容を国保連に報告すること） 
 

 

製品事故等の情報収集 

◎福祉用具の製品事故等の情報は重要であり、随時、様々な手段で情報収集を行うこと。 

◎特に、対象福祉用具の製造者名、製品名が分かった場合、利用者への貸与・販売等がなさ

れていないか確認を行い、当該製品の利用があった場合は連絡を行い適正な手続きを行

うこと。 

◎また、製造者名、製品名が分からなくても、事故の事例を収集し、福祉用具を貸与・販売

する際に、留意点等の説明を十分行うこと。 

 

●日本福祉用具評価センター(ＪＡＳＰＥＣ)ＨＰ「事故情報」 

http://www.jaspec.jp/data/index.htm 

●社団法人日本福祉用具供給協会ＨＰ「福祉用具事故情報」 

   http://www.fukushiyogu.or.jp/hiyari/index.php 

●日本福祉用具・生活支援用具協会（ＪＡＳＰＡ）ＨＰ「福祉用具事故情報」 

   http://www.jaspa.gr.jp/accident/ 

●島根県高齢者福祉課ＨＰ（介護保険（事業者向け）） 

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/ 
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基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（苦情処理） 

第38条 指定福祉用具貸与事業者は、提供した指

定福祉用具貸与に係る利用者及びその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情

を受け付けるための窓口を設置する等の必要な

措置を講じなければならない。 

 

 

 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の苦情を受

け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、提供した指定福

祉用具貸与に関し、法第23条の規定により市町

村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示

の求め又は当該市町村の職員からの質問若しく

は照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して

市町村が行う調査に協力するとともに、市町村

から指導又は助言を受けた場合においては、当

該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は、市町村からの求

めがあった場合には、前項の改善の内容を市町

村に報告しなければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は、提供した指定福

祉用具貸与に係る利用者からの苦情に関して国

民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和

33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民

健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う

法第176条第１項第３号の調査に協力するとと

もに、国民健康保険団体連合会から同号の指導

又は助言を受けた場合においては、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければなら

ない。 

６ 指定福祉用具貸与事業者は、国民健康保険団

体連合会からの求めがあった場合には、前項の

改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告し

なければならない。 

(28)苦情処理 

① 居宅基準条例第38条第１項にいう「必要な

措置」とは、具体的には、相談窓口、苦情処

理の体制及び手順等当該事業所における苦情

を処理するために講ずる措置の概要について

明らかにし、利用申込者又はその家族にサー

ビスの内容を説明する文書に苦情に対する措

置の概要についても併せて記載するととも

に、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに

掲載すること等である。なお、ウェブサイト

への掲載に関する取扱いは、第３の一の３

(24)の①に準ずるものとする。 

② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦

情に対し、指定福祉用具貸与事業者が組織とし

て迅速かつ適切に対応するため、当該苦情（指

定福祉用具貸与事業者が提供したサービスとは

関係のないものを除く。）の受付日、その内容等

を記録することを義務づけたものである。 

  また、指定福祉用具貸与事業者は、苦情がサ

ービスの質の向上を図る上での重要な情報であ

るとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サー

ビスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきで

ある。 

  なお、居宅基準条例第262条第２項の規定に基

づき、苦情の内容等の記録は、２年間保存しな

ければならない。 

③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関

する業務を行うことが位置付けられている国民

健康保険団体連合会のみならず、住民に最も身

近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村

が、サービスに関する苦情に対応する必要が生

ずることから、市町村についても国民健康保険

団体連合会と同様に、指定福祉用具貸与事業者

に対する苦情に関する調査や指導、助言を行え

ることを運営基準上、明確にしたものである。 

予防基準条例55条の8＝同旨 

【販売】居宅基準条例38条・予防基準条例55条の8を準用 
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34 地域との連携等 

◎提供したサービスについての利用者及び家族からの苦情に関して、市町村が派遣する介護相

談員等による相談・援助に協力するよう努めること。 

※介護相談員派遣事業のほか、広く市町村が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住

民の協力を得て行う事業を含む 

 

 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（地域との連携等） 

第39条 指定福祉用具貸与事業者は、その事業の

運営に当たっては、提供した指定福祉用具貸与

に関する利用者からの苦情に関して市町村等が

派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の

市町村が実施する事業に協力するよう努めなけ

ればならない。 

 

 

 

 

2  指定福祉用具貸与事業者は、指定福祉用具貸

与事業所の所在する建物と同一の建物に居住す

る利用者に対して指定福祉用具貸与を提供する

場合には、当該建物に居住する利用者以外の者

に対しても指定福祉用具貸与の提供を行うよう

努めなければならない。 

 

(29)地域との連携等 

① 居宅基準条例第39条第１項は、居宅基準条

例第４条第２項の趣旨に基づき、介護サービ

ス相談員を派遣する事業を積極的に受け入れ

る等、市町村との密接な連携に努めることを

規定したものである。 

なお、「市町村が実施する事業」には、介護

サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村

が老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や

住民の協力を得て行う事業が含まれるもの

である。 

② 同条第２項は、高齢者向け集合住宅等と同

一の建物に所在する指定福祉用具貸与事業所

が当該高齢者向け集合住宅等に居住する要介

護者に指定福祉用具貸与を提供する場合、当

該高齢者向け集合住宅等に居住する要介護者

のみを対象としたサービス提供が行われない

よう、第10条の正当な理由がある場合を除き、

地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者

にもサービス提供を行うよう努めなければな

らないことを定めたものである。 

予防基準条例55条の9＝同旨 

【販売】居宅基準条例39条・予防基準条例55条の9を準用 
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35 事故発生時の対応 

◎指定福祉用具貸与・販売の提供により事故が発生した場合の対応方法を、あらかじめ事業者

が定めておくこと。 

◎事故発生時には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じること。 

◎その事故の状況及び採った処置について記録すること。契約終了から２年間保存が必要 

◎賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。 

◎事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（事故発生時の対応） 

第40条 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対

する指定福祉用具貸与の提供により事故が発生

した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該

利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、前項の事故の状

況及び事故に際して採った処置について記録し

なければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する

指定福祉用具貸与の提供により賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わな

ければならない。 

(30)事故発生時の対応 

居宅基準条例第40条は、利用者が安心して指

定福祉用具貸与の提供を受けられるよう事故発

生時の速やかな対応を想定したものである。指

定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定

福祉用具貸与の提供により事故が発生した場合

には、市町村、当該利用者の家族、当該利用者

に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を行

う等の必要な措置を講じるべきこととするとと

もに、当該事故の状況及び事故に際して採った

処置について記録しなければならないこととし

たものである。 

また、利用者に対する指定福祉用具貸与の提

供により賠償すべき事故が発生した場合には、

損害賠償を速やかに行わなければないこととし

たものである。 

なお、居宅基準条例第262条第２項の規定に基

づき、事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録は、２年間保存しなければなら

ない。 

このほか、以下の点に留意するものとする。 

① 利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に

より事故が発生した場合の対応方法について

は、あらかじめ指定福祉用具貸与事業者が定

めておくことが望ましいこと。 

② 指定福祉用具貸与事業者は、賠償すべき事

態において速やかに賠償を行うため、損害賠

償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有

することが望ましいこと。 

③ 指定福祉用具貸与事業者は、事故が生じた

際にはその原因を解明し、再発生を防ぐため

の対策を講じること。 

予防基準条例55条の10＝同旨 

【販売】居宅基準条例40条・予防基準条例55条の10を準用 
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36 虐待の防止          ［特定（介護予防）福祉用具販売を除く］ 

◎虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じること。 
 
なお、経過措置として、令和９年３月31 日までの間、未実施の場合の減算は適用しない。 

 

 ①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可

能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③福祉用具専門相談員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年１回以上）に実施す

ること。 

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

基準条例 解釈通知 

（虐待の防止） 

第40条の２ 指定福祉用具貸与事業者

は、虐待の発生又はその再発を防止す

るため、次の各号に掲げる措置を講じ

なければならない。 

(1) 当該指定福祉用具貸与事業所に

おける虐待の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を定期的

に開催するとともに、その結果について、

福祉用具専門相談員に周知徹底を図るこ

と。 

(2) 当該指定福祉用具貸与事業所に

おける虐待の防止のための指針を

整備すること。 

(3) 当該指定福祉用具貸与事業所に

おいて、福祉用具専門相談員に対し、虐

待の防止のための研修を定期的に実施す

ること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実

施するための担当者を置くこと。 

（31）虐待の防止 

居宅基準条例第40条の２は、虐待の防止に関する事項

について規定したものである。虐待は、法の目的の一つ

である高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深

刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、指定福祉用具貸

与事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなけれ

ばならない。虐待を未然に防止するための対策及び発生

した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高齢

者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17年法律

第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。）に規定され

ているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳

の保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点

から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。 

・虐待の未然防止 

指定福祉用具貸与事業者は高齢者の尊厳保持・人

格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス

提供にあたる必要があり、第４条の一般原則に位置

付けられているとおり、研修等を通じて、従業者に

それらに関する理解を促す必要がある。同様に、従

業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業

の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解

していることも重要である。 

・虐待等の早期発見 

指定福祉用具貸与事業所の従業者は、虐待等又は

セルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を発見し

やすい立場にあることから、これらを早期に発見で

きるよう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、

市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが

望ましい。また、利用者及びその家族からの虐待等

に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出につ

いて、適切な対応をすること。 

・虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口

に通報される必要があり、指定福祉用具貸与事業者

は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村

等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努

めることとする。 

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加

え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止す

るために次に掲げる事項を実施するものとする。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年

改正条例附則第２項において、３年間の経過措置を設

けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務と

されている。 
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① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 

虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期

発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実

に防止するための対策を検討する委員会であり、管理

者を含む幅広い職種で構成する。構成メンバーの責務

及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催す

ることが必要である。また、虐待防止の専門家を委員

として積極的に活用することが望ましい。 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般

の事情が、複雑かつ機微なものであることが想定され

るため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき

情報であるとは限られず、個別の状況に応じて慎重に

対応することが重要である。 

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置し

ている場合、これと一体的に設置・運営することとし

て差し支えない。また、事業所に実施が求められるも

のであるが、他のサービス事業者との連携等により行

うことも差し支えない。 

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を

活用して行うことができるものとする。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン

ス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事

項について検討することとする。その際、そこで得た

結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再

発防止策等）は、従業者に周知徹底を図る必要がある。 

ア 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関す

ること 

イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制

整備に関すること 

オ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村へ

の通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関す

ること 

カ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析か

ら得られる再発の確実な防止策に関すること 

キ 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果につ

いての評価に関すること 

② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定福祉用具貸与事業者が整備する「虐待の防止の

ための指針」には、次のような項目を盛り込むことと

する。 

ア 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関す

る事項 

ウ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

エ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方

針 

オ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する

事項 

カ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

キ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

ク 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

ケ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 

従業者に対する虐待の防止のための研修の内容とし

ては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知

識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定福

祉用具貸与事業所における指針に基づき、虐待の防止
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の徹底を行うものとする。 

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該

指定福祉用具貸与事業者が指針に基づいた研修プログ

ラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施す

るとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための

研修を実施することが重要である。 

また、研修の実施内容についても記録することが必

要である。研修の実施は、事業所内での研修で差し支

えない。 

④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担

当者（第４号） 

指定福祉用具貸与事業所における虐待を防止するた

めの体制として、①から③までに掲げる措置を適切に

実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。

当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と

同一の従業者が務めることが望ましい。 

なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の

事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当

者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただ

し、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事してお

り、利用者や事業所の状況を適切に把握している者な

ど、各担当者としての職務を遂行する上で支障がない

と考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担

当者（看護師が望ましい。）、感染対策担当者（看護師

が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するた

めの措置を適切に実施するための担当者、虐待の発生

又はその再発を防止するための措置を適切に実施する

ための担当者 

予防基準条例55条の10の2＝同旨 

【販売】居宅基準条例40条の2・予防基準条例55条の10の2を準用 
 
 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 

【全サービス共通】 

○ 虐待防止委員会及び研修について 

【問170】 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が１名だ

けということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしな

ければならないのか。 

（答） 

・ 虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密にし

て、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規

模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあることが考えら

れることから、積極的に外部機関等を活用されたい。 

・ 例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業所に

よる合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て開催する

ことが考えられる。 

・ 研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会との合

同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師

を活用した合同開催等が考えられる。 

・ なお、委員会や研修を合同で開催する場合は、参加した各事業所の従事者と実施したことの

内容等が記録で確認できるようにしておくことに留意すること。 

・ また、小規模事業所等における委員会組織の設置と運営や、指針の策定、研修の企画と運営

に関しては、以下の資料の参考例（※）を参考にされたい。 
 

（※）社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における高
齢者虐待防止のための体制整備-令和 3 年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参考
例」令和 3年度老人保健健康増進等事業、令和 4年 3月。 
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37 会計の区分 

◎事業所ごとに経理を区分するとともに、指定福祉用具貸与、指定特定福祉用具販売及びその

他の事業の会計をそれぞれ区分すること。 

 

〔関連通知〕 

■介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年３月28日老振発第18号） 

■介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて（平成24年

３月29日老高発0329第１号） 

 

 

基準条例［準用］ 解釈通知［準用］ 

（会計の区分） 

第41条 指定福祉用具貸与事業者

は、指定福祉用具貸与事業所ごと

に経理を区分するとともに、指定

福祉用具貸与の事業の会計とその

他の事業の会計を区分しなければ

ならない。 

(32)会計の区分 

居宅基準条例第41条は、指定福祉用具貸与事業者は、指定

福祉用具貸与事業所ごとに経理を区分するとともに、指定福

祉用具貸与の事業の会計とその他の事業の会計を区分しな

ければならないこととしたものであるが、具体的な会計処理

の方法等については、別途厚生労働省から通知された内容に

準ずるものであること。 

予防基準条例55条の11＝同旨 

【販売】居宅基準条例41条・予防基準条例55条の11を準用 
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38 記録の整備 

◎従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。 

◎利用者に対するサービス提供に関する次の諸記録を整備し、その完結の日から２年間保存す

ること。 

〔記録・保存すべき事項〕 

①福祉用具貸与計画・特定福祉用具販売計画 

②具体的なサービスの内容等の記録（第20条第２項） 

③身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由の記録（第255条第７号） 

④福祉用具の消毒・保管の委託実施の定期的な確認記録（第260条第４項） 

⑤市町村への通知に係る記録（第27条） 

⑥苦情の内容等の記録（第38条第２項） 

⑦事故の状況及び事故に際して採った処置の記録（第40条第２項） 

 

★なお、介護給付費の請求に係る消滅時効の内、過払いの場合（不正請求の場合を含まない。）

の返還請求の消滅時効は５年となっており、介護給付費請求書等については最長５年間保

管することが望ましい。 
 
 
   

 
関連通知 

〇介護保険最新情報Vol.462 
「介護給付費請求書等の保管について」の一部改正について（平成２７年４月１日） 

基準条例 解釈通知 

（記録の整備） 

第262条 指定福祉用具貸与事業者は、従業者、設備、

備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は、利用者に対する指定

福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から２年間保存しなければ

ならない。 

  ⑴ 福祉用具貸与計画 

  ⑵ 次条において準用する第20条第２項に規定によ

る提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 ⑶ 第255条第７号の規定による身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由の記録 

  ⑷ 第260条第４項の規定による結果等の記録 

  ⑸ 次条において準用する第27条の規定による市町

村への通知に係る記録 

  ⑹ 次条において準用する第38条第２項の規定によ

る苦情の内容等の記録 

  ⑺ 次条において準用する第40条第２項の規定によ

る事故の状況及び事故に際して採った処置につい

ての記録 

(９)記録の整備 

居宅基準条例第262条により、整備すべき

記録は以下のとおりであること。 

なお、居宅基準条例第262条第２項の「そ

の完結の日」とは、同項第１号、第２号及び

第５号から第７号までの記録については、

個々の利用者につき、契約の終了（契約の

解約・解除、他の施設への入所、利用者の死

亡、利用者の自立を含む。）により一連のサ

ービス提供が終了した日、同項第３号の記

録については、居宅基準条例第260条第４項

に規定する福祉用具の保管又は消毒を委託

等により他の事業者に行わせる場合の当該

事業者の業務の実施状況について確認した

日を指すものとする。 

① 福祉用具貸与計画 

②  提供した個々の指定福祉用具貸与に関

する記録 

③ ３の⑶の⑤の身体的拘束等の態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

④  ３の(７)[＝衛生管理等]の③の確認の

結果の記録及び④の指示の文書 

⑤ 準用される居宅基準条例第27条に係る

市町村への通知に係る記録 

⑥  準用される居宅基準条例第38条第２項

に係る苦情の内容等の記録 

⑦  準用される居宅基準条例第40条第２項

に係る事故の状況及び事故に際して採っ

た処置についての記録 

予防基準条例248条＝同旨 

【販売】居宅基準条例275条・予防基準条例262条＝同旨 
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〔平成27年４月１日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡（介護保険最新情報Vol.462）〕 

【「介護給付費請求書等の保管について」（平成13年9月19日付け厚生労働省老健局介護保険課・老人

保健課事務連絡）の一部改正について】 

１．介護報酬の請求等の消滅時効について 〔改正後〕 

① 介護報酬の請求 

介護保険においては、事業者が受け取る介護報酬（９割分（介護保険法第49条の２又は第59条

の２が適用される場合にあっては、８割分））は、被保険者を代理して受領するという構成とな

っていることから、介護保険法第200条第１項の規定により２年。 

（参考） 

・介護保険法第200条第１項 

保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び

保険給付を受ける権利は、２年を経過したときは、時効によって消滅する。 

② 介護予防・日常生活支援総合事業費の請求 〔略〕 

③ 過払いの場合（不正請求の場合を含まない。）の返還請求 

過払いの場合（不正請求の場合を含まない。）の返還請求の消滅時効は、公法上の債権である

ことから、地方自治法第236条第１項の規定により５年。 

（参考） 

・地方自治法第236条第１項 

金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるもの

を除くほか、５年間これを行わないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権

利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 

④ 過払いの場合（不正請求の場合に限る。）の返還請求 

過払いの場合（不正請求の場合に限る。）の返還請求の消滅時効は、徴収金としての性格を帯

びることから、介護保険法第200条第１項の規定により２年。  

２・３ 〔略〕 
 

 
 
 
 

39 電磁的記録等 

◎書面の保存等に係る負担の軽減を図るため適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、条例で

規定する書面（被保険者証に関するものを除く）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

（1） 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。 

（2） 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

  ① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を

事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等を

もって調製するファイルにより保存する方法 

（3） その他、居宅基準条例第277条第１項及び予防基準条例第267条第１項において電

磁的記録により行うことができるとされているものは、(1)及び(2)に準じた方法に

よること。 

（4） また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労働

省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 ※電磁的記録とは、「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが 

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」

をいう。 
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※受給資格等の確認については、書面（利用者の提示する被保険者証）で行う必要がある 

ことに留意すること 
 
◎ケアプランや重要事項説明書等、利用者等への説明・同意が書面で行うことが規定されてい

る又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。）

について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができる。 

（1） 電磁的方法による交付は、「１．内容及び手続きの説明と同意（Ｐ16）」に準じた

方法によること。 

（2） 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示を

した場合等が考えられること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内

閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすること。 

（3） 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点

から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ま

しいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済

産業省）」を参考にすること。 

（4） その他、居宅基準条例第277条第２項及び予防基準条例第267条第２項において電

磁的方法によることができるとされているものは、(1)から(3)までに準じた方法に

よること。ただし、居宅基準条例若しくは予防基準条例又は解釈通知の規定により

電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

（5） また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護

関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労働省

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

※電磁的方法とは、「電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができな

い方法」をいう。 

※電磁的な対応の場合に限らず、利用者又はその家族等に十分に説明を行い同意を得たことが

わかる記録を適切に保存すること。 

 

基準条例 解釈通知 

（電磁的記録等） 

第277条 指定居宅サービス事業者及び指定

居宅サービスの提供に当たる者は、作成、

保存、その他これらに類するもののうち、

この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その

他文字、図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想

定されるもの（第12条第１項（第42条の３、

第47条、第59条、第63条、第79条、第89条、

第98条、第113条、第115条、第135条、第

146条、第168条（第181条において準用す

る場合を含む。）、第181条の３、第188条、

第204条（第216条において準用する場合を

含む。）、第237条、第248条、第263条、第

265条及び第276条において準用する場合

を含む。）及び第224条第１項（第248条に

おいて準用する場合を含む。）並びに次項

に規定するものを除く。）については、書

面に代えて、当該書面に係る電磁的記録に

より行うことができる。 

第５ 雑則 

１ 電磁的記録について 

居宅基準条例第277条第１項及び予防基準条例第267

条第１項は、指定居宅サービス事業者及び指定居宅サー

ビスの提供に当たる者（以下「事業者等」という。）の書

面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、

この条例で規定する書面（被保険者証に関するものを除

く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行う

ことができることとしたものである。 

（1） 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録する方法また

は磁気ディスク等をもって調製する方法によるこ

と。 

（2） 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法に

よること。 

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る

電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディス

ク等をもって調製するファイルにより保存する方

法 

② 書面に記載されている事項をスキャナ等により

読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に

係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気デ

ィスク等をもって調製するファイルにより保存す
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２ 指定居宅サービス事業者及び指定居宅

サービスの提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾、締結その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、この

条例の規定において書面で行うことが規

定されている又は想定されるものについ

ては、当該交付等の相手方の承諾を得て、

書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識

することができない方法をいう。）による

ことができる。 

る方法 

（3） その他、居宅基準条例第277条第１項及び予防基準

条例第267条第１項において電磁的記録により行う

ことができるとされているものは、(1)及び(2)に準

じた方法によること。 

（4） また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護

委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守すること。 

２ 電磁的方法について 

居宅基準条例第277条第２項及び予防基準条例第267

条第２項は、利用者及びその家族等（以下「利用者等」

という。）の利便性向上並びに事業者等の業務負担軽減

等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定され

ている又は想定される交付等（交付、説明、同意、承諾、

締結その他これに類するものをいう。）について、事前に

利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によ

ることができることとしたものである。 

（1） 電磁的方法による交付は、居宅基準条例第９条第２

項から第６項まで及び予防基準条例第51条の２第２

項から第６項までの規定に準じた方法によること。 

（2） 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより

利用者等が同意の意思表示をした場合等が考えられ

ること。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６

月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にする

こと。 

（3） 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間

の契約関係を明確にする観点から、書面における署

名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用すること

が望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参

考にすること。 

（4） その他、居宅基準条例第277条第２項及び予防基準

条例第267条第２項において電磁的方法によること

ができるとされているものは、(1)から(3)までに準

じた方法によること。ただし、居宅基準条例若しくは

予防基準条例又はこの通知の規定により電磁的方法

の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

（5） また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員

会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び厚生労

働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守すること。 
 
関連通知 

 

 

 

 
 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問１】契約書に押印をしなくても、法律違反にならないか。 

（答） ・ 私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその

書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。 

・ 特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は

生じない。 

〇押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省） 

〇医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス 

〇医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 
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〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問２】押印に関する民事訴訟法のルールは、どのようなものか。 

（答） ・ 民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠（書証）になるた

めには、その文書の作成者とされている人（作成名義人）が真実の作成者であると相手方

が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に

成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成

名義人の認識等が示されているという意味での証拠力（これを「形式的証拠力」という。）

が認められる。 

・ 民訴法第228条第４項には、「私文書は、本人［中略］の署名又は押印があるときは、真

正に成立したものと推定する。」という規定がある。この規定により、契約書等の私文書の

中に、本人の押印（本人の意思に基づく押印と解釈されている。）があれば、その私文書は、

本人が作成したものであることが推定される。 

・ この民訴法第228条第４項の規定の内容を簡単に言い換えれば、裁判所は、ある人が自分

の押印をした文書は、特に疑わしい事情がない限り、真正に成立したものとして、証拠に

使ってよいという意味である。そのため、文書の真正が裁判上争いとなった場合でも、本

人による押印があれば、証明の負担が軽減されることになる。 

・ もっとも、この規定は、文書の真正な成立を推定するに過ぎない。その文書が事実の証

明にどこまで役立つのか（＝作成名義人によってその文書に示された内容が信用できるも

のであるか）といった中身の問題（これを「実質的証拠力」という。）は、別の問題であり、

民訴法第228条第４項は、実質的証拠力については何も規定していない。 

・ なお、文書に押印があるかないかにかかわらず、民事訴訟において、故意又は重過失に

より真実に反して文書の成立を争ったときは、過料に処せられる（民訴法第230条第１項）。 

 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問３】 本人による押印がなければ、民訴法第228条第４項が適用されないため、文書が真正に成立

したことを証明できないことになるのか。 

（答） ・ 本人による押印の効果として、文書の真正な成立が推定される（問２参照）。 

・ そもそも、文書の真正な成立は、相手方がこれを争わない場合には、基本的に問題とな

らない。また、相手方がこれを争い、押印による民訴法第228条第４項の推定が及ばない場

合でも、文書の成立の真正は、本人による押印の有無のみで判断されるものではなく、文

書の成立経緯を裏付ける資料など、証拠全般に照らし、裁判所の自由心証により判断され

る。他の方法によっても文書の真正な成立を立証することは可能であり（問６参照）、本人

による押印がなければ立証できないものではない。 

・ 本人による押印がされたと認められることによって文書の成立の真正が推定され、その

ことにより証明の負担は軽減されるものの、相手方による反証が可能なものであって、そ

の効果は限定的である（問４、５参照）。 

・ このように、形式的証拠力を確保するという面からは、本人による押印があったとして

も万全というわけではない。そのため、テレワーク推進の観点からは、必ずしも本人によ

る押印を得ることにこだわらず、不要な押印を省略したり、「重要な文書だからハンコが必

要」と考える場合であっても押印以外の手段で代替したりすることが有意義であると考え

られる。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問４】 文書の成立の真正が裁判上争われた場合において、文書に押印がありさえすれば、民訴法

第228条第４項が適用され、証明の負担は軽減されることになるのか。 

（答） ・ 押印のある文書について、相手方がその成立の真正を争った場合は、通常、その押印が

本人の意思に基づいて行われたという事実を証明することになる。 

・ そして、成立の真正に争いのある文書について、印影と作成名義人の印章が一致するこ

とが立証されれば、その印影は作成名義人の意思に基づき押印されたことが推定され、更

に、民訴法第228条第４項によりその印影に係る私文書は作成名義人の意思に基づき作成

されたことが推定されるとする判例（最判昭39・5・12民集 18巻４号 597頁）がある。こ

れを「二段の推定」と呼ぶ。 

・ この二段の推定により証明の負担が軽減される程度は、次に述べるとおり、限定的であ

る。 

① 推定である以上、印章の盗用や冒用などにより他人がその印章を利用した可能性が

あるなどの反証が相手方からなされた場合には、その推定は破られ得る。 
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② 印影と作成名義人の印章が一致することの立証は、実印である場合には印鑑証明書

を得ることにより一定程度容易であるが、いわゆる認印の場合には事実上困難が生じ

得ると考えられる（問５参照）。 

・ なお、次に述べる点は、文書の成立の真正が証明された後の話であり、形式的証拠力の

話ではないが、契約書を始めとする法律行為が記載された文書については、文書の成立の

真正が認められれば、その文書に記載された法律行為の存在や内容（例えば契約の成立や

内容）は認められやすい。他方、請求書、納品書、検収書等の法律行為が記載されていな

い文書については、文書の成立の真正が認められても、その文書が示す事実の基礎となる

法律行為の存在や内容（例えば、請求書記載の請求額の基礎となった売買契約の成立や内

容）については、その文書から直接に認められるわけではない。このように、仮に文書に

押印があることにより文書の成立の真正についての証明の負担が軽減されたとしても、そ

のことの裁判上の意義は、文書の性質や立証命題との関係によっても異なり得ることに留

意する必要がある。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問５】 認印や企業の角印についても、実印と同様、「二段の推定」により、文書の成立の真正につ

いて証明の負担が軽減されるのか。 

（答） ・ 「二段の推定」は、印鑑登録されている実印のみではなく認印にも適用され得る（最判

昭和50・6・12裁判集民115号95頁）。 

・ 文書への押印を相手方から得る時に、その印影に係る印鑑証明書を得ていれば、その印

鑑証明書をもって、印影と作成名義人の印章の一致を証明することは容易であるといえる。 

・ また、押印されたものが実印であれば、押印時に印鑑証明書を得ていなくても、その他

の手段により事後的に印鑑証明書を入手すれば、その印鑑証明書をもって、印影と作成名

義人の印章の一致を証明することができる。ただし、印鑑証明書は通常相手方のみが取得

できるため、紛争に至ってからの入手は容易ではないと考えられる。 

・ 他方、押印されたものが実印でない（いわゆる認印である）場合には、印影と作成名義

人の印章の一致を相手方が争ったときに、その一致を証明する手段が確保されていないと、

成立の真正について「二段の推定」が及ぶことは難しいと思われる。そのため、そのよう

な押印が果たして本当に必要なのかを考えてみることが有意義であると考えられる。 

・ なお、３Ｄプリンター等の技術の進歩で、印章の模倣がより容易であるとの指摘もある。 

〔押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日）〕 

【問６】 文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。 

（答） ・ 次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。 

① 継続的な取引関係がある場合 

→ 取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存（請求書、

納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立

の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。） 

② 新規に取引関係に入る場合 

→ 契約締結前段階での本人確認情報（氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免

許証など）の記録・保存 

→ 本人確認情報の入手過程（郵送受付やメールでのPDF送付）の記録・保存 

→ 文書や契約の成立過程（メールやSNS上のやり取り）の保存 

③ 電子署名や電子認証サービスの活用（利用時のログインID・日時や認証結果などを記

録・保存できるサービスを含む。） 

・ 上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方

法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進

歩により更に多様化していくことが想定される。 

（a) メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存 

（b) PDFにパスワードを設定 

（c) (b)のPDFをメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達 

（d) 複数者宛のメール送信（担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に

含める等） 

（e) PDFを含む送信メール及びその送受信記録の長期保存 
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１．算定構造の概要 

 要
支
援
１ 

要
支
援
２ 

要
介
護
１ 

要
介
護
２ 

要
介
護
３ 

要
介
護
４ 

要
介
護
５ 

 

車いす ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 現に指定福祉用具貸与に要した

費用の額を当該事業所の所在地

に適用される１単位の単価で除

して得た単位数 

車いす付属品 ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 

特殊寝台 ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 

特殊寝台付属品 ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 

床ずれ防止用具 ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 

体位変換器 ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 

手すり ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

スロープ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

歩行器 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

歩行補助つえ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

認知症老人徘徊感知機器 ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 

移動用リフト(つり具の部分を除く) ※ ※ ※ ○ ○ ○ ○ 

自動排泄処理装置 ※ ※ ※ ※ ※ ○ ○ 

 尿のみを自動的に吸引するもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○印：保険給付の対象 

※印：原則として、保険給付の対象外（軽度者の給付要件に該当する場合のみ対象） 

 

注５ 特別地域(介護予防)福祉用具貸与加算      

※★ 

交通費に相当する額を事業所の所在地に適用され

る１単位の単価で除して得た単位数を加算 

（個々の用具ごとに貸与費の100/100を限度） 

注６ 中山間地域等における小規模事業所加算     

※★ 

交通費に相当する額の２／３に相当する額を事業

所の所在地に適用される１単位の単価で除して得

た単位数を加算 

（個々の用具ごとに貸与費の２／３を限度） 

注７ 中山間地域等に居住する者へのサービス 

提供加算※ 

交通費に相当する額の１／３に相当する額を事業

所の所在地に適用される１単位の単価で除して得

た単位数を加算 

（個々の用具ごとに貸与費の１／３を限度） 

※：支給限度管理の対象外  ★：届出が必要 

 

算定基準告示 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号［最終改

正 令和６年厚生労働省告示第86号］）別表の11 

       指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127

号［最終改正 令和６年厚生労働省告示第86号］）別表の9 

留意事項通知 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指

導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基

準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号厚生省老人保健福

祉局企画課長通知）［最終改正 令和６年３月15日］ 

       指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項

について（平成18年３月17日老計発0317001号、老振発0317001号、老老発0317001号、老健局

計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知）［最終改正 令和６年３月15日］ 
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２．基本サービス費関連 

(介護予防)福祉用具貸与費 
当該事業所の所在地に適用される

１単位の単価で除して得た単位数 

◎搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個別には

評価されない（特別地域加算などの場合を除く）。 

 

＜＜平成３０年１０月１日施行＞＞ 

◎1月当たりの平均貸与件数が100件以上となったことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸

与価格は、当該福祉用具の全国平均貸与価格に当該福祉用具の全ての貸与価格の標準偏差を

加えることで算出される額（以下、貸与価格の上限）を超えないこととする。 

→ 平成31年度以降、新商品についても3月に1度の頻度で同様の取り扱いとする。 

→ 全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、平成31年度以降、おおむね1年度に1度

の頻度で見直しを行う。 

 

算定基準告示 …Ｈ12厚生省告示第19号別表の11 

11 福祉用具貸与費（１月につき） 

  指定福祉用具貸与事業所(指定居宅サービス基準第194条第１項に規定する指定福祉用具貸与事業

所をいう。以下同じ。)において、指定福祉用具貸与(指定居宅サービス基準第193条に規定する指定

福祉用具貸与をいう。以下同じ。)を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該

指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数(1単位未満の端数

があるときは、これを四捨五入して得た単位数)とする。ただし、1月当たりの平均貸与件数が100件

以上となったことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については、別に厚生労働大臣が定める

福祉用具貸与の基準を満たさない指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。 

注１ 搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個別には評

価しない。ただし、・・・<以下略> 

 

※厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準 

 （平成30年厚生等労働省告示第80号）【平成30年10月1日施行】 

〇 厚生労働省告示第80号 

  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）、指定介護

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）及び厚生労

働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サー

ビスの単位数並びに限度単位数（平成18年厚生労働省告示第165号）別表第1の指定福祉用具貸与イ

及び別表第2の指定介護予防福祉用具貸与イの厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福

祉用具貸与の基準は、福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たり、福祉用具貸与価格

が、当該福祉用具の全国平均貸与価格に当該福祉用具の全ての貸与価格の標準偏差を加えることで

算出される額を超えないこととする。 

 

※福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準について 

 （平成30年老高発0322第1号） 

  指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第19号）、指定介護

予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）及び厚生労

働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サー

ビスの単位数並びに限度単位数（平成18年厚生労働省告示第165号）の規定に基づく「厚生労働大臣

が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の基準」（以下、「基準」という。）については、平

成30年3月22日厚生労働省告示第80号をもって交付されたところであるが、基準の趣旨及び内容は下

記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとと

もに、その運用に遺憾のないようにされたい。 
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                    記 

１ 基準の性格 

   基準においては、福祉用具貸与価格が、当該福祉用具の全国平均貸与価格に当該福祉

用具の全ての貸与価格の標準偏差を加えることで算出される額（以下、「貸与価格の上

限」という。）を超えないこととしている。これを超えて福祉用具貸与を行った場合、福

祉用具貸与費は算定しない。 

 ２ 運用に当たっての留意事項 

 （１）商品ごとの全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定については、平成 30年

10 月から適用する。平成 31 年度以降、新商品についても 3 月に 1 度の頻度で同様の

取り扱いとする。 

 （２）公表された全国平均貸与価格及び設定された貸与価格の上限については、平成 31年

度以降、おおむね 1年度に 1度の頻度で見直しを行う。 

 （３）全国平均貸与価格の公表及び貸与価格の上限設定を行うにあたっては、月平均 100

件以上の貸与件数となったことがある商品について適用する。 

 （４） （１）から（３）については、施工後の実態も踏まえつつ、実施していくこととす

る。  

 

 

 

 

福祉用具購入費の支給 

○指定特定福祉用具販売事業所から特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保

険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り、居宅介護福祉用具

購入費が支給される。  

○居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する居宅介護福祉用具購入費支給

限度額管理期間（毎年４月１日からの12月間）において、当該居宅要介護被保険者が当

該購入した特定福祉用具と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具（当該

購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。）を既に購入してお

り、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支

給されている場合については、支給されない。 

○ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当

該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情が

ある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認

めるときは、この限りでない。 

○居宅介護福祉用具購入費の額は、現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分

の90又は80に相当する額である。 

○上限額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額（１０万円）から、当該介護予防福祉

用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給されたそれぞ

れの居宅介護福祉用具購入費の額に90分又は80分の100を乗じて得た額の合計額を控除

して得た額である。 

〔法第44条・施行令第17条・施行規則第70～73条（予防給付：法第56条・施行令第26条・

施行規則第89～92条）、Ｈ12厚生省告示第34号〕 
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３．軽度者への貸与 

◎軽度者（要支援１・２、要介護１、自動排泄処理装置については要介護２、３を含む）に対

する福祉用具の貸与については、自立支援に十分な効果を上げる観点から見て使用が想定し

にくい以下の品目（対象外種目）に対しては、原則として算定できない。 

◎ただし、厚生労働大臣が定める者（利用者等告示第31号のイ）については、基本調査の直近

の結果（以下単に「基本調査の結果」という。）を用い、下表により居宅介護支援事業所の

介護支援専門員（介護予防支援事業所の担当職員）がその要否を判断する。 

対象外種目 厚生労働大臣が定める者のイ 

［Ｈ27告示94号・三十一］ 

厚生労働大臣が定める者のイ

に該当する基本調査の結果 

ア 車いす及び 

車いす付属品 

次のいずれかに該当する者 

(一)日常的に歩行が困難な者 

 

基本調査1-7「3.できない」 

(二)日常生活範囲における移動の支

援が特に必要と認められる者 

―（注） 

イ 特殊寝台及び 

特殊寝台付属品 

次のいずれかに該当する者 

(一)日常的に起きあがりが困難な者 

 

基本調査1-4「3.できない」 

(二)日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3「3.できない」 

ウ 床ずれ防止用具及び 

体位変換器 

日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3「3.できない」 

エ 認知症老人 

徘徊感知機器 

次のいずれにも該当する者 

(一)意思の伝達、介護者への反応記

憶・理解のいずれかに支障がある

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本調査3-1「1.調査対象者が

意思を他者に伝達できる」以外 

（又は） 

基本調査3-2～3-7のいずれか

「2.できない」 

（又は） 

基本調査3-8～4-15のいずれか

「1.ない」以外  

その他、主治医意見書等におい

て、認知症の症状がある旨が記

載されている場合も含む。 

(二)移動において全介助を必要とし

ない者 

基本調査2-2「4.全介助」以外 

オ 移動用リフト 

（つり具の部分を除く） 

次のいずれかに該当する者 

(一)日常的に立ち上がりが困難な者 

 

基本調査1-8「3.できない」 

(二)移乗が一部介助又は全介助を必

要とする者 

基本調査2-1 

「3.一部介助」又は「4.全介助」 

(三)生活環境において段差の解消が

必要と認められる者 

―（注） 

カ 自動排泄処理装置 

(尿のみを自動的に吸引 

する機能のものを除く) 

次のいずれにも該当する者  

(一)排便が全介助を必要とする者 基本調査2-6「4.全介助」 

(二)移乗が全介助を必要とする者 基本調査2-1「4.全介助」 

（注）アの(二)、オの(三)については、該当する基本調査項目がないため、主治医から得た情報

及び福祉用具専門相談員のほか適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通

じたケアマネジメントにより居宅介護支援（介護予防支援）事業者が判断することとなる。 

  なお、この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻

度（必要に応じて随時）で行うこと。 
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◎また、次のＡ及びＢの両方を満たす場合は、市町村が、書面等確実な方法により確認するこ

とによりその要否を判断する（具体的な手続き等は、保険者に要確認）。 

Ａ 次のⅰ）からⅲ）までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断

されていること 

ⅰ）疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によっ

て、頻繁に告示に該当する者 

（例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象） 

ⅱ）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示に該当する

ことが確実に見込まれる者 

（例 がん末期の急速な状態悪化） 

ⅲ）疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医

学的判断から告示に該当すると判断できる者 

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による

誤嚥性肺炎の回避） 

Ｂ サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に

必要である旨が判断されていること 

注 括弧内の状態は、あくまでもⅰ）～ⅲ）の状態の者に該当する可能性のあるものを例示

したにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、ⅰ）～ⅲ）の状態である

と判断される場合もありうる。 
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〔福祉用具貸与〕 

算定基準告示 …Ｈ12厚生省告示第19号別表の11 

注４ 要介護状態区分が要介護１である者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予

防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目（平成11年厚生省告示第93号）第１項に規定する車いす、

同告示第２項に規定する車いす付属品、同告示第３項に規定する特殊寝台、同告示第４項に規定

する特殊寝台付属品、同告示第５項に規定する床ずれ防止用具、同告示第６項に規定する体位変

換器、同告示第11項に規定する認知症老人徘徊感知機器及び同告示第12項に規定する移動用リフ

トに係る指定福祉用具貸与を行った場合は、福祉用具貸与費は算定しない。また、要介護状態区

分が要介護１、要介護２又は要介護３である者に対して、同告示第13項に規定する自動排泄処理

装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）に係る指定福祉用具貸与を行った場合は、

福祉用具貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める者に対する場合については、

この限りでない。 

※厚生労働大臣が定める者［Ｈ27告示94号・三十一］ 

  指定居宅サービス介護給付費単位数表の福祉用具貸与費の注４の厚生労働大臣が定める者 

 イ 次に掲げる福祉用具の種類に応じ、それぞれ次に掲げる者 

  ＜略＞ 表に記載 
 

留意事項通知 …Ｈ12老企第36号第二９ 

(２) 要介護１の者等に係る指定福祉用具貸与費 

① 算定の可否の判断基準 

要介護１の者に係る指定福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい

「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、

「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト（つり具の部分を除く。）」及び「自動排泄処理装置」

（以下「対象外種目」という。）に対しては、原則として算定できない。また、「自動排泄処理装

置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）」については、要介護１の者に加え、要介護

２及び要介護３の者に対しては、原則として算定できない。しかしながら利用者等告示第31号の

イで定める状態像に該当する者については、軽度者（要介護１の者をいう。ただし、自動排泄処

理装置については、要介護１、要介護２及び要介護３の者をいう。以下(２)において同じ。）であ

っても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定福祉用具貸与費の算定が

可能であり、その判断については、次のとおりとする。 

ア 原則として次の表［＝前掲］の定めるところにより、「要介護認定等基準時間の推計の方法」

（平成11年厚生省告示第91号）別表第１の調査票のうち基本調査の直近の結果（以下単に「基

本調査の結果」という。）を用い、その要否を判断するものとする。 

イ ただし、アの(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオの

(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結

果がないため、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像につい

て適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントに

より指定居宅介護支援事業者が判断することとなる。なお、この判断の見直しについては、居

宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度（必要に応じて随時）で行うこととする。 

ウ また、アにかかわらず、次のⅰ）からⅲ）までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所

見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福

祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町村が

書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができる。この場合に

おいて、当該医師の医学的な所見については、主治医意見書による確認のほか、医師の診断書

又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見により確認する

方法でも差し支えない。 

ⅰ）疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に

利用者等告示第31号のイに該当する者 

（例 パーキンソン病の治療薬によるＯＮ・ＯＦＦ現象） 

ⅱ）疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号のイ

に該当することが確実に見込まれる者 

（例 がん末期の急速な状態悪化） 

ⅲ）疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断か

ら利用者等告示第31号のイに該当すると判断できる者 

（例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の

回避） 

注 括弧内の状態は、あくまでもⅰ）～ⅲ）の状態の者に該当する可能性のあるものを例示し
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たにすぎない。また、逆に括弧内の状態以外の者であっても、ⅰ）～ⅲ）の状態であると判

断される場合もありうる。 

② 基本調査結果による判断の方法 

指定福祉用具貸与事業者は、軽度者に対して、対象外種目に係る指定福祉用具貸与費を算定

する場合には、①の表に従い、「厚生労働大臣が定める者」のイへの該当性を判断するための基

本調査の結果の確認については、次に定める方法による。なお、当該確認に用いた文書等につ

いては、サービス記録と併せて保存しなければならない。 

ア 当該軽度者の担当である指定居宅介護支援事業者から当該軽度者の「要介護認定等基準時

間の推計の方法」別表第１の認定調査票について必要な部分（実施日時、調査対象者等の時

点の確認及び本人確認ができる部分並びに基本調査の回答で当該軽度者の状態像の確認が

必要な部分）の写し（以下「調査票の写し」という。）の内容が確認できる文書を入手するこ

とによること。 

イ 当該軽度者に担当の指定居宅介護支援事業者がいない場合にあっては、当該軽度者の調査

票の写しを本人に情報開示させ、それを入手すること。 
 

 

〔介護予防福祉用具貸与〕 

算定基準告示 …Ｈ18厚生労働省告示第127号別表の11 

注４ 要支援者に対して、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉

用具の種目（平成11年厚生省告示第93号）第１項に規定する車いす、同告示第２項に規定する車

いす付属品、同告示第３項に規定する特殊寝台、同告示第４項に規定する特殊寝台付属品、同告

示第５項に規定する床ずれ防止用具、同告示第６項に規定する体位変換器、同告示第11項に規定

する認知症老人徘徊感知機器、同告示第12項に規定する移動用リフト及び同告示第13項に規定す

る自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。）に係る指定介護予防福祉用

具貸与を行った場合は、指定介護予防福祉用具貸与費は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣

が定める者に対する場合については、この限りでない。 

※厚生労働大臣が定める者［Ｈ27告示94号・八十八］ 

  第三十一号に規定する者 

留意事項通知 …Ｈ18老計発第0317001号等第二11 

(２) 要介護１の者等に係る指定福祉用具貸与費 

① 算定の可否の判断基準 

要支援１又は要支援２の者（以下(２)において「軽度者」という。）に係る指定介護予防福祉用

具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい「車いす」、「車いす付属品」、「特

殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移

動用リフト（つり具の部分を除く。）」及び「自動排泄処理装置（尿のみを自動的に吸引する機能

のものを除く。）」（以下「対象外種目」という。）に対しては、原則として算定できない。 

しかしながら利用者等告示第88号において準用する第31号のイで定める状態像に該当する者に

ついては、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について指定介

護予防福祉用具貸与費の算定が可能であり、その判断については、次のとおりとする。 

＜以下略：福祉用具貸与と同旨＞ 

 

〔平成１８年４月改定関係Ｑ＆Ａ(Vol.2)〕 

【問45】 利用者が、あきらかに直近の認定調査時点から状態が悪化しているような場合には、ケア

マネ(地域包括支援センター）及び保険者が必要と認めた場合には、支給することは可能か。 

（答） 一般的には、直近の認定調査結果が実態と乖離していることはあり得ないが、仮に、直近の認

定調査時点から著しく状態が悪化しており、長期的に固定化することが見込まれる場合は、要

介護度自体にも影響があることが想定されることから、要介護度の区分変更申請が必要と思わ

れる。 
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４．(介護予防)福祉用具貸与費の日割計算 

◎以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定し、該当しない場合は、月額包括報酬で算定 

◎日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間

（※）に応じた日数による日割り（具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数

に、サービス算定対象日数を乗じて単位数を算定） 

  ※サービス算定対象期間：月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間 

              月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間 

 

＜対象事由と起算日：福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与＞ 

月途中の事由 起算日※２ 

開 

 

始 

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が

一月に満たない場合（ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行う

ことも差し支えない。） 

開始日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更 

（６５歳になって被保険者資格を取得した場合） 

資格取得日 

終 

 

了 

・福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が

一月に満たない場合（ただし、当分の間、半月単位の計算方法を行う

ことも差し支えない。） 

中止日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 

※１ ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険

者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。 

   なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合

を示す。 

※２ 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。 

 

＜上記出所資料＞介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について（その５）（平成30年３月６日事務連絡） 

「Ⅰ-資料９ 月額包括報酬の日割り請求にかかる適用」を編集したもの 

 

 

 

〔介護報酬等に係るＱ＆Ａ Vol.2(H15.6.30)〕 

【問】 月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について 

 

（答） 福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としている。

福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合につ

いては、当該開始月及び当該中止月は日割り計算を行う。ただし、当分の間、半月単位の計算方

法を行うことも差し支えない。いずれの場合においても、居宅介護支援事業者による給付管理

が適切になされるよう、その算定方法を運営規定に記載する必要がある。 

    なお、介護給付明細書の記載方法について、福祉用具貸与を現に行った日数を記載すること

となったことに留意する。 

 

 

 

  



  

福祉用具 94 

５．他のサービスとの関係等 

◎利用者が、次のサービスを受けている間は、算定できない。 

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 

特定施設入居者生活介護（※） 介護予防特定施設入居者生活介護（※） 

認知症対応型共同生活介護（※） 介護予防認知症対応型共同生活介護（※） 

地域密着型特定施設入居者生活介護（※）  

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  

 （※）短期利用を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔福祉用具貸与〕 

算定基準告示 …Ｈ12厚生省告示第19号別表の11 

注５ 特定施設入居者生活介護費（短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除く。）又は

認知症対応型共同生活介護費（短期利用共同生活介護費を算定する場合を除く。）、地域密着型特

定施設入居者生活介護費（短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合を除

く。）若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費を算定している場合は、福祉用具貸

与費は、算定しない。 

 

〔介護予防福祉用具貸与〕 

算定基準告示 …Ｈ18厚生労働省告示第127号別表の11 

注５ 介護予防特定施設入居者生活介護費（介護予防短期利用特定施設入居者生活介護費を算定する

場合を除く。）又は介護予防認知症対応型共同生活介護費（介護予防短期利用共同生活介護費を算

定する場合を除く。）を算定している場合は、介護予防福祉用具貸与費は、算定しない。 
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６．特別地域加算・中山間地域加算 

[支給限度額管理の対象外] 

特別地域(介護予防)福祉用具貸与加算 

［要届出］ 

交通費に相当する額を事業所の所在地に適用される

１単位の単価で除して得た単位数を加算 

（個々の用具ごとに貸与費の100/100を限度） 

◎特別地域に所在する事業所からのサービス提供について、提供を開始する月に算定できる。 

 

 

 

 
 

＜交通費の算出方法（共通）＞ 

○最も経済的な通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある場合は、最も安価な階級）

による交通費とすることを基本 

○実費（空路で運搬又は移動する場合には航空賃、水路で運搬又は移動する場合には船

賃、陸路で運搬又は移動する場合には燃料代及び有料道路代（運送業者を利用して運

搬した場合はその利用料））を基礎 

○複数の福祉用具を同一利用者に貸与して同時に運搬若しくは移動を行う場合又は一

度に複数の利用者に係る福祉用具貸与のための運搬又は移動を行う場合における交

通費の実費を勘案して、合理的に算出 

＜交通費の価格体系の設定等（共通）＞ 

○交通費の額及び算出方法について、あらかじめ利用者の居住する地域に応じた価格体

系を設定し、運営規程に記載しておくこと 

○運営規程に記載した交通費の額及びその算出方法を指定福祉用具貸与の提供に当た

って利用者に説明すること 

○当該利用者に係る運搬又は移動に要した経路の費用を証明できる書類（領収書等）を

保管し、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する記録として保存すること 

 

 

  

①離島振興対策実施地域 

②振興山村 

 

③豪雪地帯･特別豪雪地帯 

④辺地 

⑤半島地域 

⑥特定農山村地域 

⑦過疎地域 

所在事業所 

小規模事業所加算 

（ ） 

所在事業所 

域外事業所 

サービス提供加算 

（ ） 

特別地域加算 

（ ） 

【参考】特別地域加算等の対象イメージ（ ） 

①②及び 

③～⑦の一部 

（注）いずれも福祉用具貸与を開始する月に算定 
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〔福祉用具貸与〕介護予防福祉用具貸与も同様 

算定基準告示 …Ｈ12厚生省告示第19号別表の11 

注１ 搬出入に要する費用は、現に指定福祉用具貸与に要した費用に含まれるものとし、個別には評

価しない。ただし、指定福祉用具貸与事業所が別に厚生労働大臣が定める地域に所在する場合に

あっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉用具貸与事業者（指定居

宅サービス基準第194条第１項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。）の通常の

事業の実施地域（指定居宅サービス基準第200条第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。

以下同じ。）において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費（当該指定福祉用具貸与に係る

福祉用具の往復の運搬に要する経費及び当該福祉用具の調整等を行う当該指定福祉用具貸与事業

者の専門相談員１名の往復の交通費を合算したものをいう。以下同じ。）に相当する額を当該指定

福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具

ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与費の100分の100に相当する額を限度として所定

単位数に加算する。 

※厚生労働大臣が定める地域［Ｈ12告示24号］（略記・本県関係分のみ掲載） 

・離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項） 

・振興山村（山村振興法第７条第１項） 

・豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項）及び特別豪雪地帯（同条第２項）、辺地（辺地

に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第２条第１項）、過疎地域

（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第２項）その他の地域のうち、人口密

度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、指定居宅サービス等の確保が著し

く困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの［Ｈ12告示59号］ 

留意事項通知 …Ｈ12老企第36号第二９ 

(１) 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、以下のとおりである。 

① 交通費の算出方法について 

  注１から注３までに規定する「通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に

要する交通費」の額は、最も経済的な通常の経路及び方法（航空賃等に階級がある場合は、最も

安価な階級）による交通費とすることを基本として、実費（空路で運搬又は移動する場合には航

空賃、水路で運搬又は移動する場合には船賃、陸路で運搬又は移動する場合には燃料代及び有料

道路代（運送業者を利用して運搬した場合はその利用料））を基礎とし、複数の福祉用具を同一利

用者に貸与して同時に運搬若しくは移動を行う場合又は一度に複数の利用者に係る福祉用具貸与

のための運搬又は移動を行う場合における交通費の実費を勘案して、合理的に算出するものとす

る。 

② 交通費の価格体系の設定等について 

  指定福祉用具貸与事業者は、交通費の額及び算出方法について、あらかじめ利用者の居住する

地域に応じた価格体系を設定し、運営規程に記載しておくものとする。なお、指定福祉用具貸与

事業者は、運営規程に記載した交通費の額及びその算出方法を指定福祉用具貸与の提供に当たっ

て利用者に説明するとともに、当該利用者に係る運搬又は移動に要した経路の費用を証明できる

書類（領収書等）を保管し、利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する記録として保存す

るものとする。 

③ 注１に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定福祉用具貸与事業所が複数の福

祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算限度について 

  複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付対象となる福祉用具

の貸与に要する費用の合計額の100分の100に相当する額を限度として加算できるものとする。こ

の場合において、交通費の額が当該100分の100に相当する額に満たないときは、当該交通費を合

理的な方法により按分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。 
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[支給限度額管理の対象外] 

中山間地域等における小規模事業所加算 

［要届出］ 

交通費に相当する額の２／３に相当する額を 

事業所の所在地に適用される１単位の単価で 

除して得た単位数を加算 

（個々の用具ごとに貸与費の２／３を限度） 

◎中山間地域等（特別地域加算の対象地域を除く）に所在する小規模事業所からのサービス提

供（利用者への事前説明と同意が必要）について、提供を開始する月に算定できる。 

指定福祉用具貸与事業所     １月当たりの実利用者数が15人以下 

指定介護予防福祉用具貸与事業所 １月当たりの実利用者数が５人以下 

※実利用者数は前年度（３月を除く）の１月当たりの実利用者数（毎年度末に要確認） 

※前年度の実績が６月に満たない事業所については、直近の３月における１月当たりの平

均実利用者数（平均実利用者数については、毎月ごとに記録し、所定の人数を上回った

場合については、直ちに加算廃止の届出を提出すること） 

 

〔福祉用具貸与〕介護予防福祉用具貸与も同様（15人以下→５人以下） 

算定基準告示 …Ｈ12厚生省告示第19号別表の11 

注２ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合す

る指定福祉用具貸与事業所の場合にあっては、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当

該指定福祉用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要す

る交通費に相当する額の３分の２に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用さ

れる１単位の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福

祉用具貸与費の３分の２に相当する額を限度として所定単位数に加算する。 

※厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域［Ｈ21告示83号・一］（略記） 

下記のうち特別地域加算の対象地域を除く地域 

・豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項）及び特別豪雪地帯（同条第２項） 

・辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第２条第１項） 

・半島振興対策実施地域（半島振興法第２条第１項） 

・特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法

律第２条第１項) 

・過疎地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第２項） 

※厚生労働大臣が定める施設基準［Ｈ27告示96号・二十五］ 

 １月当たり実利用者数が15人以下の指定福祉用具貸与事業所であること。 

※厚生労働大臣が定める施設基準［Ｈ27告示96号・八十三］ 

 １月当たり実利用者数が５人以下の指定介護予防福祉用具貸与事業所であること。 

留意事項通知 …Ｈ12老企第36号第二９ 

(１) 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、以下のとおりである。 

①②<前述> 

④ 注２に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合する指定福祉用具貸与事業所が複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与し

た場合の加算限度について 

  複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付対象となる福祉用具

の貸与に要する費用の合計額の３分の２に相当する額を限度として加算できるものとする。この

場合において、交通費の額が当該３分の２に相当する額に満たないときは、当該交通費を合理的

な方法により按分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。 

  なお、実利用者数とは前年度（３月を除く。）の１月当たりの平均実利用者数をいうものとし、

前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）につ

いては、直近の３月における１月当たりの平均実利用者数を用いるものとする。したがって、新

たに事業を開始し、又は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となるものであるこ

と。平均実利用者数については、毎月ごとに記録するものとし、所定の人数を上回った場合につ

いては、直ちに第１の５の届出を提出しなければならない。また、当該加算を算定する事業所は、

その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスを行う必要があること。 

備考：Ｈ21改正新設 
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 [支給限度額管理の対象外] 

中山間地域等に居住する者への 

サービス提供加算 

交通費に相当する額の１／３に相当する額を 

事業所の所在地に適用される１単位の単価で 

除して得た単位数を加算 

（個々の用具ごとに貸与費の１／３を限度） 

◎中山間地域等に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供

を行った場合、提供を開始する月に算定できる。 

◎この加算を算定する場合は、通常の事業の実施地域を越えた場合の交通費は徴収できない。 

 

〔福祉用具貸与〕介護予防福祉用具貸与も同様 

算定基準告示 …Ｈ12厚生省告示第19号別表の12 

注３ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越え

て指定福祉用具貸与を行う場合は、当該指定福祉用具貸与の開始日の属する月に、当該指定福祉

用具貸与事業者の通常の事業の実施地域において指定福祉用具貸与を行う場合に要する交通費に

相当する額の３分の１に相当する額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単位

の単価で除して得た単位数を、個々の福祉用具ごとに当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具貸与

費の３分の１に相当する額を限度として所定単位数に加算する。 

※厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域［Ｈ21告示83号・二］（略記・本県関係分のみ掲載） 

・離島振興対策実施地域（離島振興法第２条第１項） 

・豪雪地帯（豪雪地帯対策特別措置法第２条第１項）及び特別豪雪地帯（同条第２項） 

・辺地（辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第２条第１項） 

・振興山村（山村振興法第７条第１項） 

・半島振興対策実施地域（半島振興法第２条第１項） 

・特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法

律第２条第１項) 

・過疎地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第２項） 

留意事項通知 …Ｈ12老企第36号第二９ 

(１) 事業所が離島等に所在する場合における交通費の加算の取扱いは、以下のとおりである。 

①②<前述> 

⑤ 注３に規定する別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の

実施地域を越えて複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合の加算限度について 

複数の福祉用具を同一利用者に対して同時に貸与した場合には、保険給付対象となる福祉用具

の貸与に要する費用の合計額の３分の１に相当する額を限度として加算できるものとする。この

場合において、交通費の額が当該３分の１に相当する額に満たないときは、当該交通費を合理的

な方法により按分して、それぞれの福祉用具に係る加算額を明確にするものとする。なお、当該

加算を算定する利用者については、指定居宅サービス基準第197条第３項第１号に規定する交通費

の支払いを受けることはできないこととする。 

備考：Ｈ21改正新設 
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７．高齢者虐待防止措置未実施減算・業務継続計画未策定減算 

【特定（介護予防）福祉用具販売を除く】 

高齢者虐待防止措置未実施減算（令和９年４月１日から適用） 所定単位数 × 99/100 

業務継続計画未策定減算（令和７年４月１日から適用） 所定単位数 × 99/100 

◎以下の基準に適合していない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算（９９％算定）となる。 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

・虐待の防止のための措置を整備すること。 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

◎以下の基準に適合していない場合は、業務継続計画未策定減算（９９％算定）となる。 

・感染症や非常災害の発生時において利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること 

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。 

※令和７年３月31日までの間、訪問系サービスについては、減算を適用しない。 

〔福祉用具貸与〕 

算定基準告示 …Ｈ12厚生省告示第19号別表の１ 

11 福祉用具貸与費 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、

所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単

位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

※厚生労働大臣が定める基準［Ｈ27告示95号］ 

四十四の四 福祉用具貸与費における高齢者虐待防止措置未実施減算の基準 

指定居宅サービス等基準第205条（指定居宅サービス等基準第37条の2において準用す

る場合を含む。）に規定する基準に適合していること。 

四十四の五 福祉用具貸与費における業務継続計画未策定減算の基準 

指定居宅サービス等基準第205条（指定居宅サービス等基準第30条の２第１項におい

て準用する場合を含む。）に規定する基準に適合していること。 

留意事項通知 …Ｈ12老企第36号第二９ 

 (1)高齢者虐待防止措置未実施減算について 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場合ではな

く、指定居宅サービス基準第37条の２（指定居宅サービス等基準第39条の３において準用する場

合を含む。）に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算する

こととなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催してい

ない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研

修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実

が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から３月後に改

善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が

認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。 

(2)業務継続計画未策定減算について 

業務継続計画未策定減算については、指定居宅サービス等基準第30条の２第１項（指定居宅サ

ービス等基準第39条の３において準用する場合を含む。）に規定する基準を満たさない事実が生じ

た場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基

準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数

から減算することとする。 
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〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.6)（令和６年５月17日）〕 

【全サービス共通】 

○ 業務継続計画未策定減算について 

【問７】 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

（答） 

・ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計

画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

・ なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務

継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計

画未策定減算の算定要件ではない。 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 

【問166】 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場

合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

（答） 

・ 業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した

時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとな

る。 

・ 例えば、通所介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が

判明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体

的計画の策定を行っていない場合）、令和７年10月からではなく、令和６年４月から減算の対象

となる。 

・ また、訪問介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判

明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 

○ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

【問167】 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するため

の全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がな

されていなければ減算の適用となるのか。 

（答） 

・ 減算の適用となる。 

・ なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 

【問168】 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見

した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

（答）過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた

月」となる。 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 

【問169】 高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための

全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなさ

れていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生

じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が

生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数

から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されな

い限り、減算の措置を行うことはできないのか。 

（答） 改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支

えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降

に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。 

なお、経過措置として、令和７年３月31日までの間、当該減算は適用しないが、義務となって

いることを踏まえ、速やかに作成すること。 
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８．福祉用具の種目 （１）福祉用具貸与：１３品目 

 

【貸与と販売の選択制の導入（令和６年４月改正）】 
 
・利用者の過度な負担を軽減しつつ、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を 
確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。 

 

・福祉用具貸与又は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できること、それぞれ 
のメリット及びデメリット等、利用者の選択に当たって必要な情報を提供しなければ 
ならない。 

 

・提案に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変化の観点から、医師、理学療 
法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画の原案に位置づ 
けた指定居宅サービス等の担当者等から聴取した意見又は、退院・退所時カンファレ 
ンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえた対象福祉 
用具の利用期間見通しを勘案するものとする。 

 

・提案に当たっては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士からのいずれかの意 
見を介護支援専門員等と連携するなどの方法により聴取するものとする。（利用者の 
安全の確保や自立を支援する必要性から遅滞なくサービス提供を行う必要があるな 
ど、やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。） 

 

（Ｈ11告示93号＝貸与告示、Ｈ12老企34号から） 

１ 車いす 

自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 

貸与告示第１項に規定する「自走用標準型車いす」、「普通型電動車いす」及び「介助用標準

型車いす」とは、それぞれ以下のとおりである。 

① 自走用標準型車いす 

 日本工業規格(JIS)T9201:2006のうち自走用標準形、自走用座位変換形及びパワーアシス

ト形に該当するもの及びこれに準ずるもの（前輪が大径車輪であり後輪がキャスタのものを

含む。）をいう。 

 また、自走用スポーツ形及び自走用特殊形のうち要介護者等が日常生活の場面で専ら使用

することを目的とするものを含む。 

② 普通型電動車いす 

 日本工業規格(JIS)T9203:2010のうち自操用標準形、自操用ハンドル形、自操用座位変換

形に該当するもの及びこれに準ずるものをいう。 

 なお、自操用簡易形及び介助用簡易形にあっては、車いす本体の機構に応じて①又は③に

含まれるものであり、電動補助装置を取り付けてあることをもって本項でいう普通型電動車

いすと解するものではないものである。 

③ 介助用標準型車いす 

 日本工業規格(JIS)T9201:2006のうち、介助用標準形、介助用座位変換形、介助用パワー

アシスト形に該当するもの及びそれに準ずるもの（前輪が中径車輪以上であり後輪がキャス

タのものを含む。）をいう。 

 また、日本工業規格(JIS)T9203:2010のうち、介助用標準形に該当するもの及びこれに準

ずるもの（前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスタのものを含む。）をいう。 



  

福祉用具 102 

 

２ 車いす付属品 

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 

貸与告示第２項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いすの利用効

果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。 

なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸与される

付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品をいう。 

①クッション又はパッド 

  車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。 

②電動補助装置 

 自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置であって、当該電

動装置の動力により、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。 

③テーブル 

  車いすに装着して使用することが可能なものに限る。 

④ブレーキ 

 車いすの速度を制御する機能を有するもの又は車いすを固定する機能を有するものに限

る。 

 

 

３ 特殊寝台 

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次

に掲げる機能のいずれかを有するもの 

一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 

二 床板の高さが無段階に調整できる機能 

貸与告示第３項に規定する「サイドレール」とは、利用者の落下防止に資するものであると

ともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限られる。 

 

 

４ 特殊寝台付属品 

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 

貸与告示第４項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の利

用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。 

なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与され

る付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品をいう。 

①サイドレール 

 特殊寝台の側面に取り付けることにより、利用者の落下防止に資するものであるととも

に、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。 

②マットレス 

 特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有

するものに限る。 

③ベッド用手すり 

 特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗等を行
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うことを容易にするものに限る。 

④テーブル 

 特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側

面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用することができるもの

に限る。 

⑤スライディングボード・スライディングマット 

 滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材

又は滑りやすい構造であるものに限る。 

⑥介助用ベルト 

 居宅要介護者等又はその介護を行う者の身体に巻き付けて使用するものであって、起き上

がり、立ち上がり、移乗等を容易に介助することができるもの。 

 ただし、購入告示第３項第７号に掲げる「入浴用介助ベルト」は除かれる。 

 

 

５ 床ずれ防止用具 

次のいずれかに該当するものに限る。 

一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 

二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット 

貸与告示第５項に掲げる「床ずれ防止用具」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

① 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気パッドが装着された空気マットであって、体圧

を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。 

② 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体圧を分散す

ることにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。 

 

 

６ 体位変換器 

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変

換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 

貸与告示第６項に掲げる「体位変換器」とは、空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空

気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に

行うことができるものをいう。 

ただし、専ら体位を保持するためのものは除かれる。 

 

Ｈ21改正等に伴う実施上の留意事項（Ｈ21老振発第0410001号）<抄> 

今般、解釈通知の改正により、仰臥位から座位への体位の変換を行えるものを給付対象

に含めることとしたものである。ただし、安全性の確保のため、転落等が予想されるベッ

ド上での使用や、当該福祉用具が設計上想定しない場面での使用は行わない等の留意が

必要である。 

 

 

７ 手すり 

取付けに際し工事を伴わないものに限る。 

貸与告示第７項に掲げる「手すり」とは、次のいずれかに該当するものに限られる。 
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なお、上記４(特殊寝台付属品)の③に掲げるものは除かれる。また、取付けに際し工事（ネ

ジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む。以下同じ。）を伴うものは除かれる。工事を伴う

場合であって、住宅改修告示第一号に掲げる「手すりの取付け」に該当するものについては、

住宅改修としての給付の対象となるところである。 

① 居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資するこ

とを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。 

② 便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗

動作に資することを目的とするものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。 

 

 

８ スロープ             ※貸与と販売の選択制対象 

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 

※選択制の対象要件：上記に同じ 

貸与告示第８項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造したもの及び持ち運

びが容易でないものは含まれない。 

なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。工事を伴う場合であって、住宅改修告示第

二号に掲げる「段差の解消」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となる

ところである。 

 

 

９ 歩行器              ※貸与と販売の選択制対象 

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有する

ものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 

（一）車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの 

（二）四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの 

※選択制の対象要件：上記（二） 

貸与告示第９項に規定する「把手等」とは、手で握る又は肘を載せるためのフレーム、ハン

ドグリップ類をいい、「体の前及び左右を囲む把手等を有する」とは、これらの把手等を体の

前及び体の左右の両方のいずれにも有することをいう。ただし、体の前の把手等については、

必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手等を連結するためのフ

レーム類でも差し支えない。また、把手の長さについては、要介護者等の身体の状況等により

異なるものでありその長さは問わない。 

なお、上り坂ではアシスト、下り坂では制動、坂道の横断では片流れ防止及びつまずき等に

よる急発進防止の機能（自動制御等の機能）が付加されたものであって、左右のフレームとこ

れを連結する中央部のパイプからなり、四輪又はそれ以上の車輪を有し、うち二つ以上の車輪

について自動制御等が可能であるものを含む。 

 

 

10 歩行補助つえ           ※貸与と販売の選択制対象 

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム

クラッチ及び多点杖に限る。 

※選択制の対象要件：上記のうち松葉づえを除く。 
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11 認知症老人徘徊感知機器 

介護保険法第５条の２に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、セ

ンサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの 

貸与告示第11項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」とは、認知症である老人が徘徊し、屋

外に出ようとした時又は屋内のある地点を通過した時に、センサーにより感知し、家族、隣人

等へ通報するものをいう。 

 

Ｈ21改正等に伴う実施上の留意事項（Ｈ21老振発第0410001号）<抄> 

貸与告示第11項に掲げる「認知症老人徘徊感知機器」については、解釈通知において､「屋

外へ出ようとした時又は屋内のある地点を通過したときに家族、隣人等へ通報するもの」

を対象としているところであるが、今般、検討会での議論を踏まえ､「ベッドや布団等を

離れた時に通報する」ものについても､「屋内のある地点を通過した時に」の解釈に含ま

れ、給付対象であることと整理したものである。 

 

 

12 移動用リフト(つり具の部分を除く。) 

床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造

を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する

機能を有するもの（取付けに住宅の改修を伴うものを除く。） 

貸与告示第12項に掲げる「移動用リフト」とは、次の各号に掲げる型式に応じ、それぞれ当

該各号に定めるとおりであり（つり具の部分を除く。）、住宅の改修を伴うものは除かれる。 

①床走行式 

つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスタ等で床又は階段等を移動し、

目的の場所に人を移動させるもの。 

②固定式 

居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を

使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの。 

③据置式 

床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を

持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させるもの(エレベータ及び階段昇降機は除く。)。 

 

Ｈ21改正等に伴う実施上の留意事項（Ｈ21老振発第0410001号）<抄> 

階段移動用リフトについては、転落等の事故の防止に留意しなければならないこと及び

使用にあたっては主に利用者の家族､訪問介護員等（以下｢利用者の家族等｣という。）に

よって操作されることが想定されるため、利用者の家族等によって安全に使用されなけ

ればならないことから、階段移動用リフトを指定福祉用具貸与又は指定介護予防福祉用

具貸与(以下｢指定福祉用具貸与等｣という｡ )として提供する場合には、次に掲げる手続

き等を経ること｡ 

(1) 指定福祉用具貸与等の提供を行おうとする福祉用具専門相談員が、階段移動用リフ

トの製造事業者等が実施している講習を受講し、かつ、当該講習の課程を修了した旨

の証明を受けていること。 

(2) 福祉用具専門相談員が、サービス担当者会議等を通じて、利用者の家族等に対し、

利用者の家族等の心身の状況及びその置かれている環境に照らして、階段移動用リフ
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トの適切な使用のための助言及び情報提供を行う等の必要な措置を講じていること。 

(3) 福祉用具専門相談員は、介護支援専門員又は担当職員（以下｢介護支援専門員等｣と

いう。）が居宅サービス計画又は介護予防サービス計画（以下｢居宅サービス計画等｣と

いう。）に指定福祉用具貸与等として階段移動用リフトを位置付ける場合にあっては、

当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等について十分な説明を利用者の家族等

に行った上で、実際に当該福祉用具を使用させながら指導を行い、専門的な見地から

安全性に十分に配慮してその要否を判断し、責任をもって提供を行うこと。 

(4) 指定福祉用具貸与事業所等は、階段移動用リフトの見やすい場所に使用に当たって

の留意事項等を掲示し、利用者の家族等に対し、安全性に関する情報の提供を行うこ

と。 

なお、車いすに装着等することにより一体的に使用するもので、車いす付属品として

同様の機能を有するものについても、安全性の確保について同様に留意する必要がある。 

 

 

13 自動排泄処理装置 

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割

することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者

が容易に使用できるもの（交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、

尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交

換できるものをいう。）を除く。）。 

貸与告示第13項に掲げる「自動排泄処理装置」とは、尿又は便が自動的に吸引されるもので

あり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居

宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 

交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、

居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。）及び専用パッド、洗浄液等

排泄の都度消費するもの並びに専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除かれる。 
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８．福祉用具の種目 （２）特定福祉用具販売：９品目 

（Ｈ11告示94号＝購入告示、Ｈ12老企34号） 

１ 腰掛便座 

次のいずれかに該当するものに限る。 

①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの（腰掛式に変換する場合に高さを補うもの

を含む。） 

②洋式便器の上に置いて高さを補うもの 

③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの 

④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器（水洗機能を有する便器を含み、居室にお

いて利用可能であるものに限る。）。 

但し、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないもの

である。 

 

２ 自動排泄処理装置の交換可能部品 

自動排泄処理装置の交換可能部品（レシーバー、チューブ、タンク等）のうち尿や便の

経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるも

の。 

専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製

品は除かれる。 

 

３ 排泄予測支援機器 

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を居宅要介護者等又は

その介護を行うものに通知するもの。 

 

４ 入浴補助用具 

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のい

ずれかに該当するものに限る。 

①入浴用椅子  …座面の高さが概ね３５センチメートル以上のもの又はリクライニング機

能を有するものに限る。 

②浴槽用手すり …浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。 

③浴槽内椅子  …浴槽内に置いて利用することができるものに限る。 

④入浴台    …浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限

る。 

⑤浴室内すのこ …浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。 

⑥浴槽内すのこ …浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。 

⑦入浴用介助ベルト …居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴

槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。 

 

５ 簡易浴槽 

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの（硬質の材質であっても使用しない

ときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要

があれば入浴が可能なものに限られる。）であって、取水又は排水のために工事を伴わない

もの。 
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６ 移動用リフトのつり具の部分 

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。 

 

７ スロープ             ※貸与と販売の選択制対象 

※段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 

 

８ 歩行器              ※貸与と販売の選択制対象 

※歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有す

るものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 

 

９ 歩行補助つえ           ※貸与と販売の選択制対象 

※カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ

及び多点杖に限る。 

 
 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 
 

○ 特定福祉用具販売種目の再支給等について 

【問 98】 特定福祉用具販売の種目は、どのような場合に再支給又は複数個支給できるのか。 

（答） 居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合については、介護保険法施行規則第70条

第２項において「当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当

該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場

合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、こ

の限りでない。」とされており、「その他特別な事情」とは、利用者の身体状況や生活環境等から

必要と認められる場合の再支給のほか、ロフストランドクラッチやスロープのような種目の性質

等から複数個の利用が想定される場合も含まれる。 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 
 

○ 貸与と販売の選択制における令和６年４月１日（以下、「施行日」という）以前の利用者

について 

【問 99】 厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が

定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目（平成11年厚生省告示

第94号）第７項～第９項にそれぞれ掲げる「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」（以下、「選

択制の対象福祉用具」という）を施行日以前より貸与している利用者は、施行日以後に特定

福祉用具販売を選択することができるのか。 

（答） 貴見のとおりである。なお、利用者が販売を希望する場合は福祉用具貸与事業者、特定福祉

用具販売事業者、居宅介護支援事業者において適切に連携すること。 
 
【問100】 施行日以降より選択制の対象福祉用具の貸与を開始した利用者へのモニタリン

グ時期はいつになるのか。 
（答） 施行日以後に貸与を開始した利用者に対しては、利用開始時から６月以内に少なくとも１回

モニタリングを実施することとしているが、施行日以前の利用者に対しては、利用者ごとに適時

適切に実施すること。 

 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 
 

○ 貸与と販売の提案に係る利用者の選択に資する情報提供について 
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【問101】 福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が提供する利用者の選択に当たって必要な情報

とはどういったものが考えられるか。 

（答） 利用者の選択に当たって必要な情報としては、 

・利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取し

た意見 

・サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福

祉用具の利用期間に関する見通し 

・貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い 

・長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること 

・短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること 

・国が示している 福祉用具の平均的な利用月数（※） 

等が考えられる。 

※ 選択制の対象福祉用具の平均的な利用月数（出典：介護保険総合データベース） 

・固定用スロープ：１３.２ヶ月 

・歩行器     ：１１.０ヶ月 

・単点杖     ：１４.６ヶ月 

・多点杖     ：１４.３ヶ月 

 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 
 

○ 担当する介護支援専門員がいない利用者について 

【問102】 担当する介護支援専門員がいない利用者から福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売

事業所に選択制の対象福祉用具の利用について相談があった場合、どのような対応が考え

られるのか。 

 

（答） 相談を受けた福祉用具貸与事業所又は特定福祉用具販売事業所は、当該福祉用具は貸与と販

売を選択できることを利用者に説明した上で、利用者の選択に必要な情報を収集するために、地

域包括支援センター等と連携を図り対応することなどが考えられる。 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 
 

○ 貸与と販売の選択に係る情報提供の記録方法について 

【問103】 福祉用具専門相談員は、利用者に貸与と販売の選択に資する適切な情報を提供したとい

う事実を何に記録すればよいのか。 

 

（答） 福祉用具貸与・販売計画又はモニタリングシート等に記録することが考えられる。 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 
 

○ 選択制の対象福祉用具の販売後の取り扱いについて 

【問104】 選択制の対象種目の販売後のメンテナンス等に係る費用は利用者が負担するのか。 

 

（答） 販売後のメンテナンス等にかかる費用の取扱いについては、利用者と事業所の個別契約に基

づき、決定されるものと考えている。 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.1)（令和６年３月15日）〕 
 

○ スロープの給付に係るサービス区分に係る判断基準について 

【問105】 スロープは、どのような基準に基づいて「福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」、「住宅改

修」に区別し給付すればよいのか。 

 

（答） 取り付けに際し、工事を伴う場合は住宅改修とし、工事を伴わない場合は福祉用具貸与又は

特定福祉用具販売とする。 
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〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.5)（令和６年４月30日）〕 
 

○ モニタリングの実施時期について 

【問３】 福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリング）を行う時期を記載することとされた

が、計画に記載する事項として、モニタリングの実施を予定する年・月に加え、日付を記載

する必要があるのか。 

 
（答） 福祉用具貸与計画における次回のモニタリング実施時期については、例えば「何年何月頃」

や「何月上旬」等の記載を想定しており、必ずしも確定的な日付を記載する必要はない。一方で、

利用者の身体状況やADL に著しい変化が見込まれる場合等、利用者の状況に応じて特定の日に実

施する必要があると判断されるときは日付を記載することも考えられる。 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.5)（令和６年４月30日）〕 
 

○ モニタリングの実施時期について 

【問４】 福祉用具貸与計画に記載する実施状況の把握（モニタリング）の実施時期は、どのように

検討すればよいのか。 

 
（答） 利用者の希望や置かれている環境、疾病、身体状況及びADLの変化等は個人により異なるも

のであるから、モニタリングの実施時期は利用者ごとに検討する必要がある。 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.5)（令和６年４月30日）〕 
 

○ 選択制の対象となる福祉用具の購入後の対応について 

【問５】 選択制の対象となる福祉用具を購入したのちに、修理不能の故障などにより新たに必要と

なった場合、特定福祉用具販売だけでなく福祉用具貸与を選択することは可能か？また、

販売後に身体状況の変化等により、同じ種目の他の福祉用具を貸与することは可能か。 

 
（答） いずれも可能である。なお、福祉用具の販売または貸与のいずれかを提案するに当たっては、

利用者の身体の状況等を踏まえ、十分に検討し判断すること。 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.5)（令和６年４月30日）〕 
 

○ 医学的所見の取得について 

【問６】 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のリハビリテーション専門職から医学的な所見を

取得しようとする場合、利用者を担当している福祉用具貸与事業所にリハビリテーション

専門職が所属していれば、その職員から医学的所見を取得することは可能か。 

また、利用者を担当している福祉用具専門相談員が、理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士の資格を所持している場合は、当該福祉用具専門相談員の所見を持って医学的所見と

することは可能か。 

 
（答） 選択制の提案に必要な医学的所見の取得に当たっては、利用者の身体状況や生活環境等の変

化の観点から、利用者の過去の病歴や身体状況等を把握している専門職から聴取することを想定

しており、例えば、質問で挙げられている職員が、医師と連携のもと利用者の入院期間中にリハ

ビリテーションを担当している場合や、利用者に訪問リハビリテーションも提供している場合等

であれば可能である。 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.5)（令和６年４月30日）〕 
 

○ 医学的所見の取得について 

【問７】 選択制の検討・提案に当たって医学的所見の取得に当たり、所見の取得方法や様式の指定

はあるのか？ 

 
（答） 聴取の方法や様式に特段の定めはない。 
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〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.5)（令和６年４月30日）〕 
 

○ 医学的所見の取得について 

【問８】 一度貸与を選択した利用者に対して、一定期間経過後に、再度貸与の継続または販売への

移行を提案する場合において、改めて医師やリハビリテーション専門職から医学的所見を

取得する必要があるのか？ 

 

（答） 販売への移行を提案する場合においては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のい

ずれかから聴取した意見又は、退院・退所時カンファレンス又はサービス担当者会議といった多

職種による協議の結果を踏まえる必要がある。貸与の継続に当たっては、必要に応じて聴取等を

するものとして差し支えない。 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.5)（令和６年４月30日）〕 
 

○ 選択制の対象の販売品について 

【問９】 選択制対象福祉用具に関しての中古品の販売は可能か。 

 

（答） 今般の選択制の導入以前から特定福祉用具販売の対象になっている福祉用具は、再利用に心

理的抵抗感が伴うものや、使用により形態・品質が変化するものであり、基本的には中古品の販

売は想定していない。 

また、選択制の導入に伴い、「固定用スロープ」「歩行器」「単点杖」「多点杖」が新たに特定

福祉用具販売の対象となったが、これらについても原則として新品の販売を想定している。これ

は、福祉用具貸与では中古品の貸出しも行われているところ、福祉用具貸与事業所によって定期

的なメンテナンス等が実施され、過去の利用者の使用に係る劣化等の影響についても必要に応

じて対応が行われる一方で、特定福祉用具販売では、販売後の定期的なメンテナンスが義務付け

られていないこと等を踏まえたものである。 
 

〔令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ(Vol.5)（令和６年４月30日）〕 
 

○ 選択制の対象の販売品について 

【問10】 選択制の対象である福祉用具を貸与から販売に切り替える際、既に当該福祉用具の販売が

終了していて新品を入手することが困難な場合は、同等品の新品を販売することで代えるこ

とは可能か。 

 

（答） 利用者等に説明を行い、同意を得れば可能である。 
 

 
 

 

８．福祉用具の種目 （３）複合的機能を有する福祉用具の取扱い 

 

二つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱う。 

① それぞれの機能を有する部分を区分できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごと

に一つの福祉用具として判断する。 

② 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含ま

れているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する。 

③ 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれる場合は、法に基

づく保険給付の対象外として取り扱う。 

  但し、当該福祉用具の機能を高める外部との通信機能を有するもののうち、認知症老人徘

徊感知機器において、当該福祉用具の種目に相当する部分と当該通信機能に相当する部分が

区分できる場合には、当該福祉用具の種目に相当する部分に限り給付対象とする。 
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参考：住宅改修 

（Ｈ11告示95号＝住宅改修告示、Ｈ12老企34号から） 

１ 手すりの取付け 
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作

に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等

適切なものとする。 

なお、貸与告示第７項に掲げる「手すり」に該当するものは除かれる。 
 

２ 段差の解消 
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差

又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設

置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。 

ただし、貸与告示第８項に掲げる「スロープ」又は購入告示第３項第５号に掲げる「浴室内

すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。 

また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除か

れる。 
 

３ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 
具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては

床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される

ものである。 
 

４ 引き戸等への扉の取替え 
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えの

ほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。 

ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の

設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく保険給付の対象とならないもの

である。 
 

５ 洋式便器等への便器の取替え 
和式便器を洋式便器に取り替えや、既存の便器の位置や向きを変更する場合が一般的に想定

される。 

ただし、購入告示第１項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。 

また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれ

るが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。 

さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該

工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の

対象とならないものである。 
 

６ その他１から５の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 
それぞれ以下のものが考えられる。 

①手すりの取付け 手すりの取付けのための壁の下地補強 

②段差の解消 浴室の床の段差解消（浴室の床のかさ上げ）に伴う給排水設備工事、ス

ロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設

置 

③床又は通路面の

材料の変更 

床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更

のための路盤の整備 

④扉の取替え 扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 

⑤便器の取替え 便器の取替えに伴う給排水設備工事（水洗化又は簡易水洗化に係るも

のを除く。）、便器の取替えに伴う床材の変更 
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９．介護給付費算定に係る体制等に関する届出（加算届） 

（１）提出期限・提出先 

◎体制等の届出については、加算等を算定する前月の１５日までに提出すること。（１６日以

降に提出された場合は、翌々月から算定） 

◎加算廃止の場合は、直ちに提出すること。（加算は基準に該当しなくなったときから、算定

不可） 

◎体制等の届出先は、指定申請等の提出先と同じである。（「Ｃ 指定手続等」を参照） 

（２）提出書類 

◎体制等の届出に当たっては、下記の書類を提出すること。 

サービス 様   式 

共通 ◎介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２） 

福祉用具貸与 ◎介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－１－２）  

介護予防福祉用具貸与 ◎介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１－２－２）  

◎上記「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載の届出事項に応じて、下記の書類を

添付して提出すること。 

届出の項目 
本文
参照 

添 付 書 類 

特別地域加算 P95 不要（※県ホームページで対象地域に該当するか確認が必要） 

中山間地等における 

小規模事業所加算 

P97 ○中山間地域等事業所 事業所規模算出表（参考様式） 

※県ホームページで対象地域に該当するか確認が必要 
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(介護予防)福祉用具貸与・特定(介護予防)福祉用具販売 

Ｃ 指定手続等 
 

〔申請・届出先〕 

事業所の所在地 届 出 先 

東部 

 

 

 

松江市 松江市役所 介護保険課 

 〒690-8540 松江市末次町８６ 

  TEL ０８５２－５５－５９３５ 

  FAX ０８５２－５５－６１８６ 

出雲市   奥出雲町 

安来市   飯南町 

雲南市   隠岐郡 

島根県 高齢者福祉課 

 〒690-8501 松江市殿町２ 県庁第二分庁舎１階 

  TEL ０８５２－２２－５２３５ 

  FAX ０８５２－２２－５２３８ 

西部 

 

 

 

浜田市   邑智郡 

益田市   鹿足郡 

大田市 

江津市 

島根県 地域福祉課 石見指導監査室 

 〒697-0041 浜田市片庭町２５４ 浜田合庁別館３階 

  TEL ０８５５－２９－５５８０・５５６７ 

  FAX ０８５５－２９－５５４７ 

※業務管理体制の届出は、別に定めるところによる。 

〔様式掲載場所〕 

◎所定の様式は、島根県高齢者福祉課ホームページ［介護保険（事業者の皆様へ）］に掲載 

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/ zai/yougu/yougu.html 

◎松江市については、松江市介護保険課ホームページをご覧ください 

 

 注 意  

・資格証が旧姓である場合などは、各種提出書類の記載内容と、添付してある「資格証の写

し」が一致せず、定められた資格要件に合致しているか確認できませんので、各資格で定

められた氏名等の変更手続きを適正に行ってください。 

・訪問介護員研修修了証など、氏名等の変更手続きがないものについては、申請者(事業者)

で、「資格者の写し」の書面に、その旨の奥書証明を行い、提出してください。 

 

 （記載例）□□□□は令和△年△月△日に■■□□に改姓 

                   令和○年○月○日 

島根県○○市○○町○番○号 

○○株式会社 代表取締役 ○○○○  
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１．指定申請 

◎新規に指定を受ける場合は、事業開始予定日の１月前までに、指定申請を行うこと。（法第70条①・施行

規則第124・125条、法第115条の2①・施行規則第140条の13・14） 

提出書類 留意事項 

１ 指定(許可)申請書 

（別紙様式第一号（一）） 

 

２ 付表第一号（十三） ・(介護予防)福祉用具貸与事業所の場合 

３ 付表第一号（十四） ・特定(介護予防)福祉用具販売事業所の場合 

４ 申請者(開設者)の登記事

項証明書の謄本又は条例

等 

・介護保険に関する事業を実施する旨の記載のある登記簿謄本（条例にあ

っては、公報の写し） 

 

５ 従業者の勤務体制及び勤

務形態一覧表 

（標準様式１） 

＜次の書類を添付すること＞ 

 ○資格証の写し（全員） 

 ○職員の採用が分かる書類（雇用契約書等の写し） 

 ○雇用保険被保険者証の写し 

 ○組織図（法人の中での当該事業所の位置づけが分かるもの） 

６ 事業所平面図 

（標準様式３） 

・事業所の平面図に各室の用途及び面積を記載すること 

・当該事業の専用部分と他の共用部分を色分けする等により、使

用関係を分かりやすく表示すること 

・平面図の余白に備品等を記載するか、設備・備品等一覧表を添付

すること（標準様式４） 

＜次の書類を添付すること＞ 

○事業所の外観及び内部（設備基準で義務づけられた設備・備品

等）が分かる写真 

７ 福祉用具の保管及び消毒

の方法 

【福祉用具貸与】 

＜次の書類を提出すること＞ 

 ○保管・消毒についての標準作業書 

 （保管・消毒業務を委託する場合は、委託契約書の写し） 

８ 運営規程 ・居宅サービスと介護予防サービスの指定を併せて申請する場合は、それ

ぞれのサービスについて記載すること 

９ 利用者からの苦情を処理

するために講ずる措置の

概要（標準様式５） 

 

10 誓約書（標準様式６）  

◎申請書の提出に合わせて、必要に応じ下記の届出を提出すること。 

■介護給付費算定に係る体制等に関する届出（加算届）…加算等がない場合は不要 

■業務管理体制に係る届出書 …法人ごとの届出なので、既提出の場合は不要 
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２．指定更新申請 

◎指定更新の場合は、指定期間満了日の１月前までに、指定更新申請を行うこと。（法第70条の2①・法第

115条の11） 

提出書類 留意事項 

１ 指定(許可)更新申請書 

（別紙様式第一号（二）） 

 

２ 付表第一号（十三） ・(介護予防)福祉用具貸与事業所の場合 

３ 付表第一号（十四） ・特定(介護予防)福祉用具販売事業所の場合 

４ 従業者の勤務体制及び勤

務形態一覧表 

（標準様式１） 

＜次の書類を添付すること＞ 

 ○資格証の写し（全員） 

 

５ 誓約書 

（標準様式６） 
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３．変更届 

◎下表の事項に変更があった場合は、変更日から１０日以内に、変更届を提出すること。（法第75条①・施行

規則第131条、法第115条の５・施行規則第140条の22） 

◎運営規程中の「従業者の職種・員数及び職務の内容」に関する変更については、４月の配置状況を前年度

４月の配置状況と比較し、増減がある場合に５月末までに届出を行うこと。 

◎下記３又は４を変更する場合は、法人単位で業務管理体制の変更届けが必要となるため、忘れずに提出す

ること。 

 変更事項と添付提出書類の一覧表 

           変更届出書の 

添付提出書類 

 

 

変更届出書（第３号様式） 

の「変更があった事項」欄 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

付
表 

第
一
号
（
十
三
） 

） 付
表 

第
一
号
（
十
四
） 

） 勤
務
形
態
一
覧 

誓
約
書 

登
記
事
項
証
明
書
等 

事
業
所
平
面
図 

運
営
規
程 

標
準
作
業
書
等 

１ 事業所の名称 ○ ○     ○  

２ 事業所の所在地 ○ ○    ○ ○  

３ 法人の主たる事務所の名称及び所在地     ○    

４ 法人の代表者の職氏名、生年月日及び住所    ○ ○    

５ 登記事項証明書・条例等（当該事業に関するも
のに限る。） 

    ○    

６ 事業所の建物の構造、専用区画等 ○ ○    ○   

８ 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 ○ ○ ○ ○     

10 運営規程 ○ ○ △    ○  

16 福祉用具の保管・消毒方法（委託している場合
にあっては、委託先の状況） 
【福祉用具貸与】 

      
○ ○ 

20 その他（電話番号、FAX番号の変更等） 〇 〇       

○印：変更届出書（第３号様式）左欄の変更事項に応じて、添付が必要な書類等 

△印：運営規程の変更内容が、人員・勤務形態に全く影響を及ぼさないものである場合は、 

「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」の添付は不要 

提出書類 留意事項 

○ 変更届出書 

（別紙様式第一号（五）） 

 

① 付表第一号（十三） ・(介護予防)福祉用具貸与事業所の場合 

② 付表第一号（十四） ・特定(介護予防)福祉用具販売事業所の場合 

③ 従業者の勤務体制及び勤務形態

一覧表（標準様式１） 

※資格が必要な職員について、既提出分の一覧と異なる場合は、「資格

証の写し」の添付が必要 

④ 誓約書（標準様式６）  

⑤ 登記事項証明書等  

⑥ 事業所平面図（標準様式３） （指定申請と同様） 

⑦ 運営規程 ・新旧の変更箇所を明示したもの 

※事業所の名称・所在地の変更などにより、運営規程の変更が必要に

なる場合もある 

⑧ 標準作業書等 

【福祉用具貸与】 

・保管・消毒についての標準作業書 

（保管・消毒業務を委託する場合は、委託契約書の写し） 
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４．廃止・休止・再開の届出 

◎事業を廃止・休止する場合は、廃止・休止日の１月前までに、廃止・休止の届出を行うこと。（法第75条②・

施行規則第131条④、法第115条の５②・施行規則第140条の22④） 

提出書類 留意事項 

 廃止・休止届出書 

（別紙様式第一号（七）） 

 

◎指定を受けた法人や開設者（申請者）が変更になる場合は、当該事業所は廃止の扱いとなるので、廃止の

届出を行うほか、新たに指定申請の手続きを行うこと。 

◎休止した事業を再開する場合は、再開日の１０日以内に、再開の届出を行うこと。（法第75条①・施行規則

第131条③、法第115条の５①・施行規則第140条の22③） 

提出書類 留意事項 

１ 再開届出書 

（別紙様式第一号（六）） 

 

２ 従業者の勤務体制及び勤

務形態一覧表 

（標準様式１） 

＜次の書類を添付すること＞ 

 ○資格証の写し（全員） 

 

 

★休止中の事業所は、指定更新ができず、指定期間満了日をもって廃止となるので、注意すること。 

★なお、休止中の事業所である場合も、廃止届を提出すること。 

 

 

 

 

  

〔運営基準等に関するＱ＆Ａ(H13.3.28)〕 

【Ⅰの１】A法人がB法人に吸収合併され、吸収合併の日にA法人の事業所をB法人が引き継ぐ場合は、B法人の事業所

として新規に指定申請を行うのか。それとも、変更届の提出（申請者も名称変更等により取り扱って差し支え

ないか。 

 

 （答） B法人の事業所として申請に基づき指定を行う必要がある。 

    なお、吸収合併の日と指定の日に差が生じてサービス提供の空白期間が発生し、利用者が不利益を被ること

のないよう事業者に対して相当の期間をもって申請を行うよう指導されたい。 

〔運営基準等に関するＱ＆Ａ(H13.3.28)〕 

【Ⅰの２】有限会社が株式会社へと組織変更を行う（人員，設備基準に変更なし）場合、株式会社として新規に指定

申請を行うのか。人員，設備基準には変更がないことから変更届の提出により取り扱って差し支えないか。 

 

 （答） 会社の組織変更の場合、会社の法人格は前後同一であるため，変更届出によることとして差し支えない。 

〔運営基準等に関するＱ＆Ａ(H13.3.28)〕 

【Ⅰの４】例えば、平成１２年７月３１日まで事業を行い、平成１２年８月１日午前零時をもって事業休止又は廃止

する場合の休止・廃止届出に記載する。「休止又は廃止の年月日」は如何。 

 

 （答） 平成12年７月31日と記載するのが適当である。 
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５．業務管理体制 

（１）業務管理体制の整備に関する届出について 

◎平成２１年５月１日より、指定取消事案などの不正行為を未然に防止し、利用者の保護と介護事業運営の適正  

化を図るため、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。 

◎業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整  

備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。 

   ＜整備基準＞ 

業務管理体制の整備の内容 
事 業 所 数 

20未満 20以上100未満 100以上 

法令遵守責任者の選任 必要 必要 必要 

業務が法令に適合することを確保するための規定

（法令遵守規定）の整備 
－ 必要 必要 

業務執行の状況の調査 － － 必要 
※ みなし事業所、総合事業の事業所数は除きます。 

※ 同一事業所が、例えば訪問入浴と介護予防訪問入浴の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は２と数えます。 

 

（２）届出書に記載すべき事項 

届出内容 
事 業 所 数 

20未満 20以上100未満 100以上 
事業者の 
・名称又は氏名 

・主たる事務所の所在地 

・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 

必要 必要 必要 

「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 必要 必要 必要 

「法令遵守規程」の概要 （注1） － 必要 必要 

「業務執行の状況の監査」の方法の概要（注2） － － 必要 

（注1）「法令遵守規程」について 

法令遵守規程には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要

がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及

び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即

したもので構いません。 

   届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像が

わかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程全文を添付しても差し支えありません。  

（注2）「業務執行の状況の監査」について 

   事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は

監査役（委員会設置会社にあっては監査委員会）が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでい

る監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。 

   なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いませ

ん。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年１回行わなければならないものではありませんが、例

えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。 

   届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合

には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による

監査の実施方法がわかるものを届け出てください。 

 

 

 



  

福祉用具 120 
 

 

（３）業務管理体制の整備に関する事項の届出先 
区  分 届 出 先 

指定事業所等が複数の都道府県

に所在する事業者 

事業所等が３以上の地方厚生局の管轄区域に

所在する場合 
厚生労働大臣 

事業所等が２以下の地方厚生局の管轄区域に

所在する場合 

主たる事務所が所在する 

都道府県知事 

指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市の長 

地域密着型サービス（地域密着型介護予防サービス含む）のみを行う事業

者で、指定事業所が同一市町村内に所在する事業者 
市町村長 

全ての指定事業所等が同一都道府県内に所在する事業者 都道府県知事 

全ての指定事業者等が同一指定都市内に所在する事業者 指定都市の長 

 

（４）届出様式及び提出期限 

届出が必要となる事由 様   式 提出期限 

○ 新規に業務管理体制を整備した場合 第１号様式 遅滞なく 

○ 業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等（事業展開

地域の変更）により、届出先区分の変更が生じた場合 

（例：市町村→県、県→厚生労働大臣への変更） 

※ 変更前及び変更後の行政機関の双方へ届け出てください 

第１号様式 遅滞なく 

○ 届出事項に変更があった場合  

※ 次のような場合は、変更の届出は不要です        

 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変

更されない場合 

 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽

微な変更の場合   

第２号様式 遅滞なく 

 

（５）島根県が届出先となる場合 

◎届出先が島根県となる場合は、下記へ郵送又は持参してください（石見地区に所在する事業者も 

 同様）。 

〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県 健康福祉部 高齢者福祉課 居宅サービス係 

電話番号：０８５２－２２－５９２８ 

 

（６）事業者（法人）番号について 
◎新規に業務管理体制の届け出を行った事業者（法人）には、事業者（法人）番号が付番されます。 

◎変更等の届出の際には、以下の島根県ホームページより番号を確認して申請書へ記載してください。 

 

島根県ホームページ 

トップ＞医療・福祉＞福祉＞高齢者福祉＞介護保険【事業者向け】＞指導・監査＞業務管理体制 

 

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/shidou/gyoumukanritaisei.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/shidou/gyoumukanritaisei.html
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６．様式一覧 

様式種別 様式・付表名 

指定（更新）申請・変更届出

等の様式 

（１）指定申請書等一覧 

別紙様式第一号（二） 指定（許可）申請書 

別紙様式第一号（二） 指定（許可）更新申請書 

別紙様式第一号（五） 変更届出書 

別紙様式第一号（六） 再開届出書 

別紙様式第一号（七） 廃止・休止届出書 

（２）付表一覧 付表第一号（十三）  福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所の 

指定に係る記載事項 

付表第一号（十四）  特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

事業所の指定に係る記載事項 

（３）参考様式一覧 標準様式１ 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表_福祉用具貸与・ 

特定福祉用具販売 

標準様式３ 事業所の平面図 

標準様式４ 設備・備品等一覧表 

標準様式５ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

標準様式６ 誓約書 

業務管理体制の整備に関する

届出 

○新規に業務管理体制を整備した場合（様式第１号） 

○業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等（事業展開地域   

の変更）により、届出先区分の変更が生じた場合（様式第１号） 

○届出事項に変更があった場合（様式第２号） 

介護給付費算定に係る体制等

に関する届出（加算届） 

1 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 

（別紙１－１－２・１－２－２） 

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２） 

（参考様式）中山間地域等事業所 事業所規模算出表 

 

島根県ホームページ 

指定（更新）申請・変更等、加算届出の様式 

トップ＞医療・福祉＞福祉＞高齢者福祉＞介護保険【事業者向け】＞在宅サービス＞福祉用具＞福祉用具貸与・販売 

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/yougu/yougu.html 

 

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/fukushi/kourei/kaigo_hoken/zai/yougu/yougu.html

